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令和３年度決算審査特別委員会会議録（第１号） 

 

令和４年９月１２日（月曜日）午前１０時開議 

 

○議事日程 

 第 １         委員会記録署名委員の指名 

 第 ２ 認定第  １号 令和３年度大樹町一般会計決算認定について 

 第 ３ 認定第  ２号 令和３年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）決

算認定について 

 第 ４ 認定第  ３号 令和３年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定について 

 第 ５ 認定第  ４号 令和３年度大樹町介護保険特別会計決算認定について 

 第 ６ 認定第  ５号 令和３年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定につい

て 

 第 ７ 認定第  ６号 令和３年度大樹町水道事業会計決算認定について 

 第 ８ 認定第  ７号 令和３年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定につ

いて 

 第 ９ 認定第  ８号 令和３年度大樹町下水道事業会計決算認定について 

 

○出席委員（１０名） 

  １番 寺 嶋 誠 一   ２番 辻 本 正 雄   ３番 吉 岡 信 弘 

  ４番 西 山 弘 志   ６番 船 戸 健 二   ７番 松 本 敏 光 

  ８番 西 田 輝 樹   ９番 管   敏 範  １０番 志 民 和 義 

１１番 齊 藤   徹 

 

○欠席委員（０名） 

   

○地方自治法第１２１条により出席した者の職氏名 

 町 長                     酒 森 正 人 

 副 町 長                      黒 川   豊 

 総 務 課 長                     吉 田 隆 広 

 総 務 課 参 事                     杉 山 佳 行 

 企画商工課長兼地場産品研究センター所長         伊 勢 厳 則 

 企画商工課参事                     菅   浩 也 

 住 民 課 長                     水 津 孝 一 

 保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼 

 町立尾田認定こども園長兼学童保育所長          清 原 勝 利 
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 保健福祉課参事                     瀬 尾 さとみ 

 保健福祉課参事                     明日見 由 香 

農林水産課長兼町営牧場長                松 木 義 行 

 建設水道課長兼下水終末処理場長             奥   純 一 

 会計管理者兼出納課長                  楠 本 正 樹 

 

＜教育委員会＞ 

 教  育  長                     沼 田 拓 己 

  

＜農業委員会＞ 

農業委員会長                      穀 内 和 夫 

農業委員会事務局長                   瀬 尾 裕 信 

 

＜監査委員＞ 

 代表監査委員                      澤 尾 廣 美 

  

○本会議の書記は次のとおりである。 

 議会事務局長                      佐 藤 弘 康 

 係    長                      小 松 真奈美 
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開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ただいまの出席委員は１０名であります。 

 定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

本日の審査日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

   ◎日程第１ 委員会記録署名委員指名 

○齊藤決算審査特別委員長 

 日程第１ 委員会記録署名委員の指名を行います。 

委員会記録署名委員は、規定により、委員長において、 

 西 田 輝 樹 委員 

  菅   敏 範 委員 

を指名いたします。 

 

   ◎日程第２ 認定第１号から日程第９ 認定第８号 

○齊藤決算審査特別委員長 

 日程第２ 認定第１号令和３年度大樹町一般会計決算認定についてから、日程第９ 認定

第８号令和３年度大樹町下水道事業会計決算認定についてまでの８件について、これより審

査に入ります。 

 お諮りします。 

 本委員会の審査の方法ですが、一括議題となりました認定第１号から認定第８号までの８

件については、去る９月６日の本会議において、提案理由の説明が終了していますので、本

委員会では１件ごとに議案並びに附属書類、事項別明細書等の説明を求めた後、決算書等に

関する質疑、総括質疑、討論、採決の順で審査を進めることといたします。 

 一般会計の審査につきましては、議案説明後、事項別明細書に従って歳出、歳入の順に進

めることとし、事項別明細書の歳出の款ごとの説明並びに歳入の一括説明は、審査に合わせ

て求めることとしたいと思います。 

 特別会計の審査につきましては、議案並びに事項別明細書、財務諸表等の一括説明の後に

審査を行うこととしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 ただいま決定のとおり審査を進めます。 
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 お諮りします。 

 認定第１号から認定第８号までの８件の審査については、同一議件に対する質疑を３回ま

でとする会議規則第５４条の規定を適用しないで審査を進めたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号から認定第８号までの８件については、質疑を３回までとする会

議規則第５４条の規定を適用しないで審査を進めることと決しました。 

 これより審査に入りますが、その前にご連絡いたします。 

 本委員会での審査に際し、理事者より主幹、係長等を説明員として出席させたい旨の申出

があり、これを認めることといたします。 

なお、主幹、係長等からの説明は、特に理事者から申出があった場合に限り、委員長にお

いて指名しますのでご了承願います。 

 質疑にあたり、事項別明細書に記載されていない事項は、総括質疑でお受けいたします。 

また、関連質疑については、先の質疑者が終了してから新たに質疑されるようお願いいたし

ます。 

 

◎日程第２ 認定第１号  

○齊藤決算審査特別委員長 

 日程第２ 認定第１号令和３年度大樹町一般会計決算認定についての件を議題といたし

ます。 

 最初に、議案の説明を求めます。 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 認定第１号令和３年度大樹町一般会計決算認定について説明させていただきます。 

 １ページをお開き願います。 

 令和３年度一般会計決算総括表。 

最初に、歳入でありますが、款順に、４列目の決算額から６列目の収入未済額について説

明させていただきます。 

 最初に、町税、決算額９億１,４３７万２４円、不納欠損額１９８万８,６２４円、収入未

済額１,７８６万１,２０３円、収入割合は前年度から０.２ポイントプラスの９７.９％。 

 次に、地方譲与税１億７,２２７万４,０００円、利子割交付金４８万６,０００円、配当

割交付金２５０万２,０００円、株式等譲渡所得割交付金３０５万４,０００円、法人事業税

交付金１,２４５万円、地方消費税交付金１億４,６３６万６,０００円、環境性能割交付金

１,１２３万７,０００円、国有提供施設等所在市町村助成交付金３８万２,０００円、地方
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特例交付金１,８８８万９,０００円、地方交付税３４億８,５７８万１,０００円、交通安全

対策特別交付金８６万円。 

分担金及び負担金、収入済額６,８１６万３,５３５円、収入未済額４６万９０９円、収入

割合は前年度より１.１ポイントプラスの９９.３％。 

使用料及び手数料、決算額１億９,４４９万１３円、収入未済額４１９万８,８９６円、収

入割合は前年度より０.３ポイントマイナスの９７.９％。 

国庫支出金１０億８,２７７万７,３９６円、道支出金９億３,５１７万５,０００円、財産

収入４,１７０万１１２円、寄附金９億１,７５２万５,０００円、繰入金１億９,９７５万７,

９９０円、繰越金２億２,２７６万１,２５９円。 

諸収入、収入済額５億２,２３２万９,２７９円、収入未済額６２万９,３６０円、収入割

合は前年度より０.１ポイント増の９９.９％。 

町債２８億８,２８６万９,０００円。 

歳入合計では、予算現額１１７億７,７０４万５,０００円に対し、調定額１１８億６,１

３３万８,６００円、決算額１１８億３,６１９万９,６０８円、不納欠損額１９８万８,６２

４円、収入未済額２,３１５万３６８円、収入割合は前年度より０.１ポイント増の９９.８

％でございます。 

なお、前年度歳入決算額は８５億２,９９７万４,５５０円で、前年度に比べ３８.８ポイ

ント、３３億６２２万５,０５８円の増でございます。 

次のページをお開き願います。 

歳出でございますが、科目ごとに、５列目の決算額と６列目の翌年度繰越額の順で説明さ

せていただきます。 

議会費５,４０１万２,５６５円。 

総務費、決算額５０億９,１２５万３,５３７円、翌年度繰越金２,５６５万３,０００円。 

民生費、決算額１７億１,０２９万１円、翌年度繰越額２,２７０万７,０００円。 

衛生費、決算額２億９,１３５万９,３２２円、翌年度繰越額３万９,０００円。 

労働費、決算額６７３万４４４円。 

農林水産業費、決算額６億９８２万２,９６５円、翌年度繰越額２,３１７万５,０００円。 

商工費、決算額２億９,３３５万４,０６５円。 

土木費、決算額６億１,４９７万８,１５９円。 

消防費、決算額２億３,７４４万７,２９１円。 

教育費、決算額４億７,１８９万８,３２５円。 

災害復旧費の執行はございません。 

公債費、決算額７億７,４８３万１０７円。 

諸支出金、決算額１３億１,８１０万６,９７６円。 

予備費、名誉町民、福原勉元町長が逝去されたことから、町葬に伴う経費について、２款

総務費、１項総務管理費、１０目諸費の町民慶弔費に４８１万３,０００円を充当してござ
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います。 

以上で、歳出合計では、予算現額１１７億７,７０４万５,０００円に対し、決算額１１４

億７,４０８万３,７５７円、翌年度繰越額７,１５７万４,０００円、不用額２億３,１３８

万７,２４３円で、予算現額に対する歳出執行率は、前年度から８.３ポイントプラスの９７.

４％でございます。 

なお、前年度歳出決算額は８３億７２１万３,２９１円で、執行額は前年度に比べ３８.

１ポイント、３１億６,６８７万４６６円の増でございます。 

この結果、歳入総額１１８億３,６１９万９,６０８円、歳出合計１１４億７,４０８万３,

７５７円、歳入歳出差引残高は３億６,２１１万５,８５１円となり、これから繰越明許費繰

越額２５５万３,０００円を差し引いた３億５,９５６万２,８５１円を令和４年度に繰り越

すもので、実質収支は前年度に比べ６３ポイント、１億３,８９１万９,５９２円の増となる

ものでございます。 

次のページをお開き願います。 

款ごとの歳出決算額を性質別に分類した表を説明させていただきます。 

前年度から決算額の変動が大きなものについて簡単に説明させていただきます。 

人件費は１１億２,３０６万５,０００円で、前年対比４.４ポイント、４,７２９万４,０

００円の増。総務費で宇宙のまちづくり推進事業や簡易郵便局運営事業で会計年度任用職員

を新たに任用したことや職員の時間外手当の増、教育費で会計年度任用職員、学校支援員や

給食調理員の退職手当組合加入などが要因であります。 

物件費は９億９,３０５万５,０００円、前年対比１４.６ポイント、１億２,６５２万９,

０００円の増。これは、衛生費で新型コロナウイルスワクチン接種業務５,２３５万円ほか、

総務費で航空公園機能拡充基本設計業務等、新規委託が増えたことが要因となってございま

す。 

維持補修費は２億９,３８６万８,０００円で、前年対比１４.９ポイント、３,８２０万９,

０００円の増。これは、土木費、町道除排雪業務が前年より増えたことや農林水産業費、牧

場管理運営や土地改良一般事業の修繕が前年より増えたことが要因となってございます。 

扶助費は５億２,５６２万２,０００円で、前年対比１５.２ポイント、６,９５３万６,０

００円の増。これは、民生費で住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金４,８００万円

の増などが要因です。 

補助費は２３億５,００８万７,０００円で、前年対比５ポイント、１億２,３２９万８,

０００円の減。これは、令和２年度の特別定額給付金５億４,７６０万円の減、令和３年度

の高度無線環境整備推進事業整備負担金４億３,８０７万円の増など、大きな事業の相殺に

よる減が主な要因です。それ以外で、下水道事業会計の企業会計への移行により令和３年度

から一般会計からの繰入れが補助費に性質別内訳が変更となってございます。 

普通建設事業費は４０億３,８３６万８,０００円で、前年対比１６０.３ポイント、２４

億８,６９５万円の増。これは、新庁舎建設工事や法人認定こども園建設に要する費用が主
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な要因です。 

その他は、災害復旧費、公債費、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金でございます

が、その他の合計では２１億５,００１万９,０００円、前年対比４.４ポイント、５億３,

９６５万円の増。内訳は、公債費は７億７,４８３万円、積立金は８億６,１７２万７,００

０円、投資及び出資金は１００万円、貸付金は１億４７７万円、繰出金は４億７６９万２,

０００円となってございます。航空宇宙関連施設整備基金など積立金が前年より７億９,３

４６万５,０００円増加したこと、前年度までの下水道事業への繰出金が企業会計移行によ

り１億８,３６０万円余り減になったことが要因でございます。 

最後に、附属資料として、財産に関する調書、主要施策報告書、北海道航空宇宙企画株式

会社の決算書類などを添付させていただいておりますので、ご確認のほどよろしくお願いい

たします。 

以上で説明を終わります。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 議案の説明が終わりました。 

 引き続き、事項別明細書に従い、審査を行います。 

 初めに、６７ページ、６８ページ、１款議会費について、関係説明員から説明を求めます。 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 令和３年度大樹町一般会計歳入歳出決算の事項別明細について、款項目ごとに順次担当課

長等より説明させていただきます。 

１款、１項、１目ともに議会費で５,４０１万２,５６５円。議員報酬、共済費、その他

議会活動に要する経費を執行してございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 １款議会費の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、１款議会費の質疑を終了します。 

次に、６７ページから１１４ページまで、２款総務費について、関係説明員から順次説明

を求めます。 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 ２款総務費、支出済額５０億９,１２５万３,５３７円、繰越明許繰越額２,５６５万３,

０００円。１項総務管理費、支出済額５０億４,９９６万８,８０２円、繰越明許繰越額１,
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１５８万７,０００円。６７ページから７６ページにかけまして、１目一般管理費９億８６

３万７,５９９円。ここでは、特別職を含む職員の人件費、庁舎の維持管理費、役場の事務

経費などを執行してございます。 

 前年対比１０５万２,６３３円の減。増減の大きなものは、１節報酬では、週４日勤務の

再任用職員が前年度２名から１名となり、２５７万１,５６４円の減。３節職員手当では、

時間外勤務手当など六つの手当が前年を上回ったことから７７９万６,２３０円の増。１７

節備品購入費では、前年度は新型コロナウイルス感染症対策で自動検温器など購入費用が多

かったことに対し、令和３年度は少額であったことから５１６万２,８３８円の減となって

おります。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 ７５ページ下段から７８ページにかけまして、２目文書広報費、支出済額６７０万３,５

０１円、前年対比１万１７円の増。ここでは、広報たいきの発行、広聴事業、ホームページ

の管理、難視聴対策に関する経費を執行してございます。 

○吉田総務課長 

 次に、７７ページから８０ページにかけて、３目財産管理費４,２９１万２,９９７円、前

年対比４６２万２,１２０円の増。ここでは、普通財産の管理や公共施設除排雪等に関する

経費を執行しておりますが、増の主な理由は、需用費で、バス車庫修繕や貸付建物の屋根修

理など大きな修繕が必要となったため１０４万５,２００円の増となったほか、委託料では、

建物解体に伴うアスベスト等事前調査業務の業務委託により１８１万３,８２４円の増、工

事請負費では、旧歴舟中学校教員住宅２棟など建物の解体が多く１６５万円の増となってご

ざいます。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 ７９ページ中段から９０ページにかけまして、４目企画費、支出済額１９億７,２１９万

９,８４６円、前年対比９億９,７２３万１,９７８円の増。ここでは、十勝圏複合事務組合

などの広域組織の運営、姉妹都市・友好都市・銀河連邦との都市間交流、地域おこし協力隊

等の活動費、大樹高校の活性化、スマート街区構築事業、航空宇宙の推進と多目的航空公園

の維持管理などを実施してございます。増の主な要因は、農村部などの郊外に光ファイバー

を整備した高度無線環境整備推進事業やスマート街区構築事業、宇宙産業集積促進事業補助

金、航空宇宙関連施設整備基金積立金などの執行によるものであります。 

○吉田総務課長 

 ８９ページから９０ページにかけまして、５目公平委員会費の執行はございません。 

○水津住民課長 

 ８９ページ中段から９２ページにかけまして、６目防犯交通安全推進費２３７万６,５８

６円。ここでは、交通安全指導員や地域安全推進協議会の活動経費など、交通安全や防犯に

係る経費について支出してございます。 

○吉田総務課長 
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 ９１ページから９４ページにかけて、７目福祉センター費９００万２,６８１円。ここで

は、福祉センターの維持管理経費で、前年対比７７４万６,０８５円の減。減の主な要因は、

１０節需用費で前年は煙突の修繕等により修繕費がかさみましたが、令和３年度は大きな修

繕が発生しなかったことによるものでございます。 

続きまして、９３ページから９６ページにかけて、８目電子計算費４,９５０万５,５３０

円、前年対比１,７０２万８,５２７円の減。ここでは、総合行政情報システムのほか、職員

用パソコンなど電算システム全般の管理経費を執行してございます。減の主な要因は、１２

節委託料で、パソコン設定業務や制度変更によるシステム改修など、臨時的な業務が前年よ

り少なかったことにより９２７万７,２９５円の減となったほか、２２節償還金、利子及び

割引料では、北海道市町村備荒資金組合に支払いしていた平成２８年行政情報端末の償還が

終了したことによるものでございます。 

続きまして、９５ページから９８ページにかけて、９目車両管理費９２５万８,１９９円、

前年対比４,７８７万１,１７７円の減。ここでは、各課に所属する車両以外の公用車両の維

持管理経費、町有バスの運行業務委託等を執行しております。減の主な要因は、１７節備品

購入費で、前年は、町有バス、連絡車、各１台を購入しておりますが、令和３年度は車両の

更新がなかったことが要因となってございます。 

 ９７ページから１０４ページにかけて、１０目諸費１億２,２６１万８,７６１円。ここで

は、行政区関係経費や名誉町民等審査委員会の運営経費のほか、各種団体への補助、負担金、

街灯維持管理経費などを執行してございます。前年対比２,８０５万２,７１４円の増。名誉

町民の福原勉元町長の逝去に伴う町葬の経費や生花簡易郵便局事業に係る経費が新たに発

生したほか、生花行政区会館の改築経費が前年の晩成行政区会館の改築経費を上回ったこと

によるものが要因でございます。 

 次に、１０３ページから１０６ページにかけて、１１目庁舎建設費１９億２,６７５万３,

１０２円、前年対比１５億５,６４３万７,６５２円の増。ここでは、庁舎建設に係る経費の

執行で、新庁舎の本体建設工事が本格化したこと、新庁舎の備品購入を行ったことなどから

大幅な増となったものでございます。 

○水津住民課長 

 １０５ページから１０８ページにかけまして、２項徴税費、１目賦課徴収費ともに同額の

８６３万３,３７５円。ここでは、税金の賦課徴収に伴う経費全般を支出しております。１

０８ページ、２２節の償還金、利子及び割引料が前年と比較し、約４６３万円安くなってご

ざいます。 

続きまして、１０７ページから１１０ページにかけまして、３項、１目ともに戸籍住民基

本台帳費、同額の１,８３８万２,０５０円、繰越明許費１,４０６万６,０００円。ここでは、

戸籍や住民基本台帳管理業務などに係る費用を支出しております。１１０ページ、１２節委

託料では、国の事業による戸籍情報システム改修業務、戸籍附票システム改修業務、合計６

３８万円はシステムの供給が遅くなったため令和２年度から繰り越しされたものでござい
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ます。 

○吉田総務課長 

 １０９ページから１１２ページにかけて、４項選挙費１,１８３万８,４５７円、１目選挙

管理委員会費１１万８９６円。ここでは、選挙管理委員会の運営経費で、報酬、旅費等を執

行しております。 

 次に、２目衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費１,１７２万７,５６１円。

ここでは、令和３年１０月３１日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の

経費となってございます。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 １１３ページ、１１４ページの上段になりますが、５項、１目ともに統計調査費４５万８,

０５９円、前年対比３４９万７,１３１円の減。ここでは、学校基本調査、経済センサスに

係る経費を支出してございます。減の主な要因ですが、令和２年度に実施の国勢調査に係る

経費が減となってございます。 

○吉田総務課長 

 最後に、１１３ページから１１４ページにかけて、６項、１目ともに監査委員費１９７万

２,７９４円。ここでは、監査委員の報酬、事務経費などを執行してございます。 

 以上で、総務費の説明を終わらせていただきます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ２款総務費の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 ７０ページ、３の職員手当等で時間外手当の増が見られたということですけれども、令和

３年度で何か特別な要因があったのかお聞きいたします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 時間外手当の主な増の要因でございますが、役場庁舎の移転が翌年度に迫りまして、関連

する各課で移転の部分に関してかなり時間外をするケースが多くなってございます。それ以

外も、全課的に新型コロナ関係の業務関連が一部多いといった部分でいろいろと前年度より

時間外が多いような形で推移している状況が見受けられます。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

西山委員。 
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○西山弘志委員 

 ８４ページ、企業版ふるさと納税のＰＲ業務についてお伺いします。 

ここの数字が１,３３５万８,０００円とあるのですが、４億２,８４０万円を３％の消費

税でやると、数字が違うのではないかと思いますが。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 菅企画商工課参事。 

○菅企画商工課参事 

 申し訳ありません。議員おっしゃるとおり、今の数字につきましてはスペースコタンに委

託している部分で、スペースコタンが営業で集めてきた３５３件の営業もありまして、実際

に寄付企業数が４９件、寄付金額４億２,８４０万円を集めまして、この３％が１,２８５万

２,０００円ということでスペースコタンにお支払いしております。 

 もう１点、株式会社ＪＴＢがやっている「ふるさとコネクト」という企業版ふるさと納税

を企業が直接納付できるサイトがありまして、こちらでも寄付金が２０件で４６０万円集

まっております。ふるさとコネクトは１０％の手数料を取られますので、４６０万円の１０

％で４６万円に消費税を掛けまして５０万６,０００円を支出しておりますので、１,２８５

万２,０００円に５０万６,０００円を足しまして１,３３５万８,０００円の支出という形

になっております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ８６ページの一番下に地域公共交通確保維持改善事業補助金ということで６６０万円ほ

ど支出されているのですが、当初の予算額から大幅に下がっていると思うのですけれども、

何か補助金が下がった原因というのは、乗車密度のことなのか、教えていただきたいと思い

ます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 この分の補助金につきましては、十勝バスに対する補助金でございますけれども、平均乗

車密度が５人を下回った場合は国・道の補助金がカットされまして、その分が市町村の負担

額に上乗せされるという仕組みでございますが、令和３年度におきましては、コロナの影響

を受けた路線に対しまして特例措置が講じられまして、平均乗車密度による補助金のカット

という部分を適用しないということとなりまして、その分が補助金の負担減につながったと

いうところでございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 
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 いいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 ７６ページの１８節負担金、補助及び交付金ですが、職員研修の件でございます。 

資料を提出いただきました。その中で、課長、主幹、係長、係ということで研修が出てい

るのですが、課長職ゼロ、いろいろな項目があるのですけれども、主幹職が１名ということ

になっていますので、これはどういう、ゼロとか１名とかというのは、もう少し研修人数を、

対象がいるのに少ないのではないかと思いますが。また、これは希望になっているのでしょ

うか。その点お伺いします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 職員研修の件でございますが、まず職員の研修のルールといたしまして、１年目、２年目、

５年目、また係長職、主幹職、課長職になった場合には、それに対応するような研修を受け

るような形で実施してございます。 

 今、志民議員がおっしゃられた、昨年度の研修会の参加の部分に関して、管理職の出席と

いう件ですが、基本的に昨年管理職になった者は、必要な管理職の研修は受けているかと思

います。ただ、日程等が合わなくて、その年に受けられなかった場合は翌年度という形になっ

てございます。 

 あと、ルール的には、先ほど言ったように、役場がこの職員、職種、役職に対して受けて

ほしいと考えている者に関しては、直接お声をかけさせていただいております。それ以外の

研修に関しましては手挙げという形で実施しておりまして、昨年度は残念ながら管理職研修

という部分に手が挙がらなかったというのは、今後、研修内容を含めながら、ぜひ管理職に

も必要な研修は受けさせるように考えたいと思います。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 それ以上求めると。分かりました。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 １００ページ、２款総務費、１項総務管理費、１０目諸費の１０節需用費であります。 

 修繕料の当初予算は２５３万円でありまして、その内訳が外灯修繕１００万円、簡易郵便
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局運営業務３万円、行政区会館維持管理費１５０万円という予算立てであったのですが、結

果として約５４万５,０００円の増額執行になっていますが、これの主な理由を教えてくだ

さい。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 こちらの修繕費のほうには、外灯維持補修のほかに行政区会館の修繕等も入ってございま

す。そういった部分で、住民課のほうからも私の次に説明させていただきたいと思います。 

 まず、外灯の維持管理費でございますが、昨年度の実績的には１４３万５５０円と前年よ

りも５０万円多くなってございます。まず、新規に外灯を４件建設してございます。それ以

外に取替え３５件、撤去が３件ということで、新規に関しましては一部の行政区のほうで住

宅の新築が目立つということで、新たな場所に外灯を設置する必要が生じたということ。も

う１点は、外灯を更新しましてかなり年数が経っているものですから、壊れて取替えが必要

になっているものがかなり多くなってございます。そういった部分で、令和２年よりも５０

万円ほど多くなっているというのが実態でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

 行政区会館の修繕費で、当初予算１５０万円なのですけれども、その中で実績としまして

１５８万１,６９７円支出してございます。８万１,０００円オーバーしているのですが、需

用費の住民課の予算の範囲で流用させていただきました。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 外灯修繕の１００万円に対する１４３万５５０円の増加分、気持ち的には分かるのです

が、毎年の議論の中で、点検をして計画的にやってきているということであったのですね、

チェックをしながら。突発的なものもたまには出るのですが、そういう中でこれだけ増える

というのは、おかしいのかなという気もしますけれども。今後も古いものから点検しながら、

必要なものは年度的に計画的に更新していくということになっていくと思うのですが、その

辺で、この分は計画更新をするものには含まれていない、急遽発生したものだという理解で

よろしいですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 外灯の設置本数ですけれども、全部で１,２１９基という形でございます。計画的に点検
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はしてございます。ただ、点検的にそこを改修して修理していくかというと、そこまでの予

算は見ていない実情でございますので、取替えが必要になったところから順次取り替えてい

くという形で１００万円程度予算をつけさせていただいております。また、昨年は新規の外

灯の設置が大変多くて、そこの費用がかなりかさんだというような実情でございます。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 ８８ページ、１８節負担金、補助及び交付金なのですが、この中で宇宙産業集積促進事業

補助金の金額なのですけれども、当初予算５００万円だったと記憶していますので、これが

１億２００万円になった要因というのは何でしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 菅企画商工課参事。 

○菅企画商工課参事 

 宇宙産業集積促進事業補助金でありますが、企業版ふるさと納税の募集を始めた令和２年

度から要綱を作って運用しているものになります。要項上、こちらの補助金に使う財源は全

部企業版ふるさと納税という決めにしておりますので、当初予算ではその年に幾ら入ってく

るか分からないということで一応５００万円の積算にしておりました。 

実際インターステラテクノロジズのほうからこういった事業の計画の提出がありまして、

町のほうで計画自体の認定をしまして、ホームページでインターステラのこの事業に対する

企業版ふるさと納税の募集をしたところ、実際には１億２００万円という金額が企業版ふる

さと納税で入ってきたということで、そのままツーツーで補正をして、インターステラのほ

うに補助金として支出したという流れでございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ９０ページ、２款総務費、１項総務管理費、５目公平委員会費であります。 

 １節の報酬と８節の旅費なのですが、当初予算は１万５,０００円でありました。年度途

中に補正予算で５万９,０００円を増額したのですよね。ですが、結果として全額不用額と

なってしまいました。ここの理由を明確に教えてください。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 
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○吉田総務課長 

 公平委員会費でございますが、例年なかなか委員会を開くとまでではなくて、大体１回分

を見てございました。ただ、令和３年度に関しましては、職員のほうで公平委員会に物を申

すという形で話がございましたので、考えられる回数分の費用分をここで新たに追加して計

上しましたが、結果的に職員のほうから公平委員会に物を申すという形がなかったものです

から、額は執行してございません。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ７０ページの職員手当のことについてお伺いします。 

 数字そのもののことではなくて、不思議というか違和感を覚えているのは、１番上と２番

目には特別職期末手当とか特別職何々と表現されております。下のほうに市町村退職手当組

合の負担金などについては職員と特別職が一括計上されていたり、７２ページの共済費など

についても、共済組合の負担金も特別職、一般職という分けられていないのですけれども、

これは何か表現上でどういう意味合いがあるのかお聞きしたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 黒川副町長。 

○黒川副町長 

 町長部局の一般職給料、あるいは特別職給料と手当は別立てにしておりますけれども、そ

の他は一緒にしているということで、それは予算上一緒にしているということで、特に何を

目指して一緒にしているということではなく、便宜上一緒にしているということでございま

して、内訳等々が必要であれば、当然内訳はあるのですけれども、予算上は一本で見ている

ということで、特に意図があると私どもは認識しておりません。便宜上だと思っております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 僕も意図があるとかという意味でなくて、今よく見える化という言葉に象徴されているよ

うに、今の時間外でも何でもそうですけれども、コストがちゃんと明らかになっていくべき

ではないかなという意味で、見える化が必要でないですかという意味合いです。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 
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 ８４ページの１２節委託料、新エネ有効活用モデル事業なのですが、資料請求した内容に

よりますと、バイオガスをメタンガスに生成してトラクターの燃料として実証するというこ

となのですが、この辺の実証の中身を聞きたいと思ったのですが、総括ですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 実施業務の中身、１回はいいです。それを聞きたいのですね。 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 新エネ有効活用モデル事業の実施事業の中身ということでございますけれども、家畜ふん

尿由来のバイオガスを利用しまして、そこからメタンガスを生成いたしまして、この分を本

来であれば軽油を専用燃料としているトラクターを稼働するための燃料としてメタンガス

を使って動力として活用するというのがこの事業の中身でございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 そのようなことではないかというのは大体予想していたのですが、実際、執行しています

よね。活用補助金として、事業として実証して、支出しているということですよね。これに

対して１,０００万円ということでいいですよね。そこをお聞きしたかったのです。 

○齊藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５２分 

再開 午前１０時５２分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

ほかに質疑ありませんか。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 ８８ページの地方創生推進交付金広域連携事業負担金についてお伺いします。 

 資料をいただいたわけですが、その中では、中身の説明については主要施策報告書にもあ

りますが、北海道十勝地域と東京江東区・墨田区とで連携をやっていくのだということでご

ざいますが、実際に令和２年度から４年度までの３か年の事業として国の地方創生推進交付

金を活用して実施するのだという中で、十勝１８町村が参加しているわけですけれども、コ

ロナの関係であまり事業はできなかったようなのですが、その中でも２ＷＡＹクッキングと

か十勝食材フェア、デジタル森林浴、十勝産品の販売等々あるのですが、中にはスポーツ・
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アウトドア交流拡大事業で芽室町、新得町が参加したということも書かれています。 

コロナでなかなか活動が活発にできなかったという中で、大樹町としては何か成果、実績

があったかお聞きいたします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 地方創生推進交付金の広域事業の関係の台東・墨田区との連携事業でございますけれど

も、令和３年度の事業内容につきましては、先ほど吉岡委員からもお話がありましたように、

十勝産品の販売ということで、台東区でふるさと交流ショップにおいて十勝の食材を販売し

たわけでございましたが、その中におきまして大樹町の食材もそこで販売をさせていただき

ました。主に魚介類を販売させていただきまして、大樹からシシャモを提供させていただい

たり、また東京の墨田区のレストランのほうでも食材を活用していただいて十勝の食材によ

る料理を提供するという事業を行いまして、その際にも大樹のシシャモを提供させていただ

いたということでございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

休憩します。 

 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時０５分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ８６ページ、２款総務費、１項総務管理費、３目企画費、１８節負担金及び補助金で大樹

高校活性化推進協議会助成金について、当初予算は１３万円だったのですが、緊急事態とい

うことで補正予算で増額して、結果として７５万９，０００円の執行なのですが、資料をい

ただいた中身では、チラシの作成業務等が大部分で、大樹町における重大な事案ということ

で、目玉的な活動だったのですが、パンフレットを活用したりして各町村に要請活動を行う

ということで、資料を見させてもらったところ、例えば何回か要請活動を行うということで

要請活動に行った旅費等の支出がされていませんが、その分はどんな形をもって対応したの

か、そこをまず教えていただきたいと思います。 
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○齊藤決算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 大樹高校の活性化推進協議会の関係でございますけれども、中身としまして要請活動は、

道教委のほうに要請活動を行いまして、その分につきましては、公用車で移動したというこ

ともございまして、５名参加して日当が１万円という形で支給しています。そのほかに、作

成したパンフレットを高校の校長、そして教育長が南十勝の中学校をはじめ、帯広市内の中

学校のほうにも出向きまして、大樹高校のＰＲ活動を行ったということでございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ということは、地域の十勝管内の生徒募集の志願者を集めるための要請行動には、高校の

校長と教育長だけが出向いてやったと。あとの人は関わっていないということの今説明なの

ですが、そのときに日当とか旅費の発生はしないものなのですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 高校の校長につきましては、高校の活動の中で動いているという部分もございますし、教

育長につきましても、管内の分の公用車で移動した場合につきましては、旅費は発生しない

ものですから、そういう費用弁償は発生しないということでございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 ８６ページ、１７節備品購入費でありますが、地域おこし協力隊活動用備品ということで

資料請求でもいただいたのですが、２台の移動本棚を購入しているのですが、１台について

は福祉センターに置いてあると。ただ、もう１台についてはどのような使い方をされている

のか、どこに格納してあるというか置いてあるのかを教えていただきたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 地域おこし協力隊の活動用の備品の関係でございます。 

 今回、本棚を整備したわけでございますけれども、１台は福祉センターに設置しておりま

して、もう１台は移動式で、例えば屋外でのイベントのときなどに活用するということで、



 

－ 19 － 

昨年は、柏林公園祭りのときに出店してそれを活用して本を展示したということでございま

して、ふだんは勤労者センターに置かせていただいてございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 ８８ページ、１８節の負担金、補助及び交付金なのですが、その中の北海道宇宙サミット

実行委員会補助金が１６２万８５２円という執行になっておりますけれども、当初予算５０

０万円の予算でいたかなと思うのですが、単純にコロナ感染の影響か何かで開催回数が減っ

たとか、そこら辺の要因をお聞きしたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 菅企画商工課参事。 

○菅企画商工課参事 

 北海道宇宙サミット実行委員会補助金の関係でございますけれども、令和３年度に初めて

の開催ということで実施しました。目的としましても、北海道に宇宙産業を軸としたビジネ

スの新たなプラットフォームを創設するための機運醸成を図ることを目的に、大樹町と帯広

市を会場にして開催しました。 

実際、コロナ禍がちょうど落ち着いているというタイミングもありまして、リアルでは会

場に４５０人ということと、オンラインでも配信しましたが２,２００名が視聴してくれた

ということで、大変盛況に終わったところでございます。 

 当初予算５００万円を見ていたのですけれども、実行委員会に対して概算払いでは支出し

ておりまして、併せて北海道の地域づくり交付金というものも申請しておりまして３００万

円の交付決定を受けております。交付決定を受けておりますので、この交付金が入ってきた

時点で、収支で余ったお金と３００万円を合わせた分を町に戻入しておりますので、差引き

で実際に町として出した補助金としては１６２万８５２円という数字になっているという

ことでございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ９２ページの１８節の中で、財団法人林道安全協会負担金１万円ということで支出されて

いるのですけれども、農林水産費で出ていくようなお金かなと思っているのですけれども、

法人の趣旨を伺いたいと思います。 
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○齊藤決算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

 財団法人林道安全協会の負担金の関係でございますけれども、主に林道の交通安全に係る

安全運動の部分に関して支出してございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 １０２ページの１８節負担金、補助及び交付金のことなのですが、北方領土促進期成会の

負担金１万円、町内で署名とかをやっていると聞いているのですけれども、前年度、何筆ぐ

らい集まっているのでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 北方領土返還の署名でございますが、議員おっしゃるように、福祉センターと役場のほう

に署名を置かせていただいております。ただ、すみません、署名数に関しては、現在把握し

ておりませんので、後ほど回答させていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

 分かりました。後ほど資料を頂いてから、それを見て、また質問します。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ７４ページ、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１３節使用料であります。 

 ハイヤー使用料が、９０万円の予算に対して執行額が２２万５,０００円で大幅に減額執

行となっています。コロナ禍のこともあったと思うのですが、当初計画のどの部分が大幅減

額の未使用だったのか教えてください。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 ハイヤーの借上げでございますが、前年からコロナウイルス感染対策ということで出張を

自粛する、もしくは会議等が取りやめになるというケースがありました。令和３年度に関し
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ては、ある程度ワクチン接種も始まることから治まるものと見まして、当初例年どおりの予

算計上としてございました。 

ただ、現実的にはコロナウイルスの感染関係で会議等も自粛の部分がありまして、実質的

には、ハイヤーは町長の出張等で主に使っておりますが、回数的には帯広往復１２回、帯広

の十勝空港６回にとどまったということで、かなり当初の予算よりは減っているという形で

ございます。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 減ったのはいいのですが、当初見た分がどの部分かというのを聞いたのですよ。ですから、

そうすると帯広１２回、空港６回というのが、例えば帯広３０回、空港２０回がこの数字に

なったというような理解をすればいいのですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 回数に関しましては、通常使うのが帯広、あと空港の往復なものですから、実質この部分

が大きく減になったということでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 ８８ページ、地域おこし起業人交流プログラム負担金２８０万円ですが、派遣していただ

いた会社に負担金を払うということですが、資料によりますと、半年間の派遣であったとい

うことですが、半年ではありますが何か成果というものがあったのかどうかお聞きしたいと

思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 菅企画商工課参事。 

○菅企画商工課参事 

 地域おこし起業人交流プログラムの負担金２８０万円についてですが、これにつきまして

は、資料で提出させていただいたとおり、大阪の企業から１人を派遣していただいて、主に

今の活動としましては、札幌圏の企業訪問等をしていただいているところでございます。 

実は、派遣していただいている方は、令和元年に町の出資で会社をつくりました北海道航

空宇宙企画株式会社ＨＡＰと言われていた会社のときから関わっていただいた方になりま

して、この方が、令和３年９月末でＨＡＰが解散になったと同時に起業人の制度を利用しま
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して引き続きこの業務にあたっていただきまして、これまでの流れも熟知しているというこ

ともありまして、その取組の流れで企業版ふるさと納税の営業ですとか北海道スペースポー

トのＰＲ業務に、札幌圏の企業を中心に回っていただいております。ですので、企業版ふる

さと納税を幾ら集めたとか、具体的な数字は持っていないのですけれども、そういう企業訪

問をしていただいて活動していただいているというところでございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 １０２ページ、１０目諸費の１８節負担金、補助及び交付金の地域コミュニティ推進事業

補助金なのですが、これは当初２４７万５,０００円という具体的な当初予算だったのです

けれども、これが約半減しているという主な理由というか、そこら辺をお聞きしたいと思い

ます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

 地域コミュニティ事業の補助金の関係でございますが、４０行政区の部分で、地域コミュ

ニティ事業が全行政区で使われるということで当初予算を見込んでいたのですが、実際実施

されたのが２５行政区でございまして、その合計金額が１２１万７,０００円ということに

なったものでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ８８ページ、２款総務費、１項総務管理費、３目企画費、１８節負担金、補助金なのです

が、大樹町に移住し、登録事業所に就職した場合に、補助金を出す１００万円の予算を計上

したのですが、決算では項目が落ちていません。ということは、いろいろなＰＲ活動をした

けれども、結果的には大樹町に移住してきて、登録された事業所に就職をした人は残念なが

ら現れなかったというか、いなかったということの理解でよろしいですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 そのとおりでございます。 
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○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

これをもって、２款総務費の質疑を終了します。 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時２３分 

再開 午前１１時２６分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

 それでは、委員会を再開いたします。 

 次に、１１３ページから１４０ページまで、３款民生費について、関係説明員から順次説

明を求めます。 

 清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼十勝こども発達支援センター所長兼尾田認定こども園長兼学童保育

所長 

 それでは、１１３ページ、１１４ページ中段でございます。 

３款民生費、支出済額１７億１,０２９万１円、１項社会福祉費５億３,６５６万５,０２

４円。１１３ページから１１６ページにかけまして、１目社会福祉総務費７,８８８万７,

４８８円。民生児童委員の活動経費、社会福祉協議会やシルバーセンターへの補助金、遺族

援護事業の経費などを執行してございます。前年度からの決算額増は、非課税世帯等に対す

る臨時特別給付金事業を実施したことによるもので、繰越明許費の２,２３０万円は、この

臨時特別給付金事業を繰り越したものです。 

１１７ページから１１８ページ中段にかけまして、２目老人福祉総務費２,１４４万７,

４０２円。敬老会の開催、老人クラブへの助成など、高齢者福祉事業の経費を支出してござ

います。前年度からの決算額減は、令和２年度に敬老会中止に伴う代替事業として、７５歳

以上の方を対象に敬老祝品を送ったことなどによるものです。 

 １１７ページ下段から１２２ページ中段にかけまして、３目心身障害者福祉費２億２,５

１２万８,８８７円。障害者自立支援医療等に係る経費、大樹町障害者地域活動支援センター

の運営に係る経費等を支出してございます。 

○水津住民課長 

 １２１ページ、１２２ページの中段になりますが、４目国民年金事務費３４万１,７０７

円。ここでは、年金事務に係る費用を支出してございます。 

○清原保健福祉課長兼十勝こども発達支援センター所長兼尾田認定こども園長兼学童保育

所長 
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 １２１ページ下段から１２４ページ中段にかけまして、５目高齢者保健福祉推進センター

費１,０８０万１２４円。高齢者保健福祉推進センターらいふの維持管理に要する経費を支

出してございます。１２４ページ中段、１４節工事請負費では高圧設備改修工事、１７節備

品購入費ではランニングマシン２台を購入しております。 

○水津住民課長 

 １２３ページ中段から１２６ページにかけまして、６目福祉医療諸費１億４,８６２万７,

２５２円。ここでは、１８節負担金、補助及び交付金で後期高齢者医療療養給付費負担金を、

１９節扶助費で重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費、乳幼児及び児童医療費、未

熟児養育医療費の助成を支出してございます。２７節繰出金の保険基盤安定制度繰出金は、

国保分保険税、後期分保険料の軽減分として町が負担しなければならない分の繰出金で、国

保分と後期高齢分をそれぞれ支出してございます。 

○清原保健福祉課長兼十勝こども発達支援センター所長兼尾田認定こども園長兼学童保育

所長 

 １２５ページ中段から１３０ページ上段にかけまして、７目発達支援センター費３,９０

８万２,９９１円。南十勝４町村と幕別町で運営しております南十勝こども発達支援セン

ターの人件費、施設維持管理に要する経費を支出してございます。前年度からの支出額減は、

主に職員の人事異動等による人件費の減によるものです。 

 １２９ページ上段から１３２ページ上段にかけまして、８目公衆浴場費１,２２４万９,

１７３円。公衆浴場の維持管理に要する経費を支出してございます。前年度からの支出額減

は、令和２年度に地下タンクライニング工事を実施したことによるものです。 

○水津住民課長 

 １３１ページ、１３２ページになりますが、２項児童福祉費１１億７,３７２万４,９７７

円、繰越明許費で４０万７,０００円、１目児童措置費１億４,２５３万１,５２２円。ここ

では、児童手当とその事務に係る費用の支出をしております。１８節負担金、補助金及び交

付金で、国のコロナ対策として子育て世帯への臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援

特別給付金を支出してございます。 

○清原保健福祉課長兼十勝こども発達支援センター所長兼尾田認定こども園長兼学童保育

所長 

 その下から、１４０ページ上段にかけまして、２目児童福祉施設費２億２８９万３,４５

５円。尾田認定こども園と法人が運営する２か所の認定こども園及び学童保育所の運営に係

る経費を支出してございます。前年度からの決算額増は、大樹保育園施設給付費の増による

ものです。 

１３９ページ中段から１４０ページ中段は、３目児童福祉施設整備費８億２,８３０万円、

法人認定こども園整備事業として、大樹福祉事業会に補助金を支出してございます。 

その下、３項生活保護費、１目扶助費の執行はございませんでした。 

○吉田総務課長 
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 最後に、４項、１目ともに災害救助費、執行額はございません。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ３款民生費の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 １１６ページの３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費の１２節委託料の葬

儀業務の１０万１,２００円なのですが、補正予算で親族がいない人の葬儀の立替払いをし

ましたけれども、これは町が立て替えて道か国から後日支払われるという話だったのです

が、実際に支払われているのかということと、歳入ではどの項目に入っているのかお聞き

したいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼十勝こども発達支援センター所長兼尾田認定こども園長兼学童保育

所長 

 葬祭業務１０万１,２００円につきましては、墓地埋葬等に関する法律で、死体の埋葬又

は火葬を行う者がないと判明したとき、また、いないときは、死亡地の市町村がこれを行

うこととされておりまして、その後、親族の方が調査により見つかりました。これに伴い

まして、親族の方から葬儀に係る費用を町のほうにいただいております。 

歳入の科目につきましては、雑入なのですけれども、歳入の６２ページの中段にありま

す墓埋法及び行旅法に基づく遺留金及び遺留物品売払金１０万１,２００円のところに

入っております。 

以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 同じ質問なのですが、金額的な内訳をお願いしたいのですが。 

○齊藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３８分 

再開 午前１１時３９分 
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○齊藤決算審査特別委員長 

 委員会を再開いたします。 

清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼十勝こども発達支援センター所長兼尾田認定こども園長兼学童保育

所長 

 資料のほう、申し訳ございません。消費税額がこの項目に入っておりません。つきまして、

棺一式から死亡診断料まで、合計しまして９万２,０００円になります。それに１.１を掛け

て合計が１０万１,２００円になります。 

申し訳ございません。以上のとおりです。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 １２０ページ、３款民生費、１項社会福祉費、３目心身障害者福祉費、１２節委託料なの

ですが、予算の中では、委託料の中に移動支援業務、日中一時支援業務、大樹町配食サービ

ス事業委託業務が含まれていましたけれども、決算では項目が全くここから外れているので

あります。どこかに区分の移動があったのかどうか含めて、特に配食サービス事業委託業務

では、利用実績が減少傾向にあるとの説明だったのですが、ゼロではないという認識をして

いるのですが、そこの説明をいただきたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼十勝こども発達支援センター所長兼尾田認定こども園長兼学童保育

所長 

 配食サービスの実績ですけれども、令和３年度は、障がい者の方で配食サービスを希望さ

れる方はおりませんでしたので、実績としては載っておりません。 

 なお、令和２年度はお一人の方が利用しておりました。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 そうすると、予算の中にあった移動支援業務、日中一時支援業務も、ゼロだったという

ことなのですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼十勝こども発達支援センター所長兼尾田認定こども園長兼学童保育

所長 
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 移動支援業務、日中一時支援業務の二つにつきましては、令和２年度も実績はありません

で、令和３年度も実績がありませんでした。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 １２０ページの１８節の中で、南十勝障害支援区分認定審査会共同設置の中身のことを

教えていただきたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼十勝こども発達支援センター所長兼尾田認定こども園長兼学童保育

所長 

 南十勝障害支援区分認定審査会共同設置負担金ですけれども、介護保険の要介護認定をす

るのも同じ仕組みでやっておりまして、テレビ会議システムで、各町村の当番の医師といっ

た方々が障害区分の判定をするのですけれども、南十勝で設置しておりまして、その運営に

係る経費を各町村で負担しているというものです。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 自分の中で整理できなかったのは、身体障がい者の手帳をいただくときに、医者から書

いてもらうというのを共同でやっているという認識でよろしいのでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼十勝こども発達支援センター所長兼尾田認定こども園長兼学童保育

所長 

 身障手帳というよりは、身体障がい者の施設サービスですとか、在宅サービスですとかと

いうのを受けるにあたって、介護保険でいきますと要介護１とか２とかといったものの障が

い者版で判定するものです。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 
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 １３８ページ、それから１３６ページも関連でお聞きしますけれども、１３８ページの

一番上段の委託料で、車両抗ウイルスコーティングという業務がありまして、金額的には

８万９,１００円ですけれども、資料をいただいたところによると、子どもの送迎用３台の

ワゴン車、町所有だと思うのですけれども、このワゴン車のコーティングを行ったという

ことでございまして、それで１３６ページの児童送迎業務の関係なのですが、こども園の

送迎用３台というのは、どこのこども園に送迎する３台なのか。 

それから、１日３台とも稼働して、方面別があれば、方面別も令和３年度はどこだった

のか、お聞きいたします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼十勝こども発達支援センター所長兼尾田認定こども園長兼学童保育

所長 

 車両ウイルスコーティング業務は、こども園用の送迎用バス３台を使っておりまして、そ

の３台は、町の中の法人こども園への送迎です。３台のうち１台は生花・晩成線です。２台

目が浜大樹線です。そしてもう１台が旭・中島線です。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 今の３台分の路線ということであれば、昔は尾田認定こども園に送迎されたこともあっ

たと思うのですけれども、今はそういうことはないということでいいですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼十勝こども発達支援センター所長兼尾田認定こども園長兼学童保育

所長 

 今は、尾田認定こども園への送迎は行っておりません。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

尾田認定こども園に入園希望ということになれば、今後だから聞けないですか。今後の

ことでは駄目ですね。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 駄目です。 

○吉岡信弘委員 

 たまたま生花、浜大樹、旭方面ということなのですけれども、子どもがいなくなったら、
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そこはないと……。 

○齊藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４８分 

再開 午前１１時４８分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

 委員会を再開いたします。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 １３６ページの３款民生費、２項児童措置費、２目児童福祉施設費、１２節委託料なので

すが、子育て支援センター運営業務は１,０００万円の支出で、当初、国・道が３分の１を

補助するということで聞いていたのですが、この１,０００万円というのは、町の持ち分と

国・道の持ち分を合計した金額で１,０００万円を支援センターに支出していると思うので

すが、国・道からの３分の１ずつの補助については、収入の項目に入っているという理解で

よろしいですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼十勝こども発達支援センター所長兼尾田認定こども園長兼学童保育

所長 

 子育て支援センターの運営費につきましては、負担率が道と国で３分の１ということに

なっておりまして、歳入でいきますと３８ページ、目でいきますと民生費、国庫補助金、３

節児童福祉施設費補助金、備考の欄に子ども・子育て支援交付金の１,４３４万８,０００円

の中に国庫の分が含まれております。そして、道のほうでいきますと４６ページ、５節児童

福祉施設費補助金の同じく備考欄の子ども・子育て支援交付金７９２万１,０００円に含ま

れております。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、３款民生費の質疑を終了します。 

休憩します。 
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休憩 午前１１時５１分 

再開 午後 １時００分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

 それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

 次に、１３９ページから１５２ページまで、４款衛生費について、関係説明員から順次説

明を求めます。 

 清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼十勝こども発達支援センター所長兼尾田認定こども園長兼学童保育

所長 

それでは、１３９ページ、１４０ページ中段でございます。 

 ４款衛生費、支出済額２億９,１３５万９,３２２円、１項保健衛生費２億５,９８７万２,

７４９円。１３９ページ下段から１４２ページ上段にかけまして、１目健康づくり推進費４

５７万５,０５０円。８０２０運動の表彰や各種団体への補助金などを支出してございます。 

１４１ページ上段にから１４４ページ上段にかけまして、２目母子保健費８４４万６,８

０９円。妊婦健診や乳幼児健診など、母子保健に係る経費を支出してございます。 

 １４３ページ上段から１４６ページ中段にかけまして、３目成人保健費１,５２９万４,

７９０円。成人の健診業務の経費を執行しております。１４６ページ上段、１２節委託料で

は、健診結果等の様式の標準化整備事業として健康管理システム改修を行っております。 

１４５ページ中段から１４８ページ下段にかけまして、４目予防費７,８７１万３,２６８

円。新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費として、会計年度任用職員報酬、ワクチン

接種業務委託料、ワクチン接種用備品購入費などを支出してございます。 

○水津住民課長 

 １４７ページ下段から１５０ページにかけまして、５目環境衛生費１億５,１９８万８,

８３２円、繰越明許費３万９,０００円。ここでは、環境衛生に係る費用のほかに、１８節

負担金、補助金及び交付金で、南十勝複合事務組合の負担金と、し尿処理を依頼しておりま

す十勝圏複合事務組合の負担金を支出してございます。 

 １４９ページから１５０ページ、６目墓園費８５万４,０００円。ここでは、墓園の管理

に係る費用について支出してございます。 

 １４９ページから１５２ページにかけまして、２項清掃費、１目じん芥処理費ともに同額

の３,１４８万６,５７３円。ここでは、ごみ収集に係る費用として、指定ごみ袋の印刷費や

売りさばき手数料、収集業務の委託料などを支出してございます。 

 以上で、衛生費の説明は終わります。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ４款衛生費の説明が終わりました。 
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 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 １５２ページの１２節委託料なのですけれども、２,８５３万４,０００円何がしが支出さ

れているのですが、委託料はどのような根拠で支払われているのか、お知らせください。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

 委託料に関しましては、ごみの収集の委託業務でございまして、北コース、南コースと分

けまして、委託業者２者において、ごみ収集に関する費用を計上してございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ごみ収集の場所の数ですとか距離ですとかは、どのように積算されて支出されているのか

具体的に教えていただきたいのですけれども。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

 場所についてなのですけれども、予算時に設置してございますごみステーションの数を、

北コースであれば、市街地７８か所、郡部で４１か所の合計１１９か所。それから、南コー

スでは、市街地１０７か所の郡部４５か所で１５２か所ということで、予算時に設定した価

格によって委託費を算出してございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 １４２ページの４款衛生費、１項保健衛生費、１目健康づくり推進費、１８節負担金補助

で、厚生病院の運営費補助金が年々増額になってきているのですが、近年の増加の要因とし

て、コロナウイルスの関連で厚生病院の赤字が増えた分が町村の負担額の増につながってい

るという理解でよろしいですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 厚生病院の負担金の増加の原因につきましては、コロナの影響についてかどうかというの

は、こちらには情報はありません。ただ、赤字の部門といたしまして４部門あるのですが、
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昨年については、救命救急センターと小児の救急医療というところの負担金が増加しており

ます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 １４２ページの衛生費、１項保健衛生費、２目母子保健費、１２節委託料であります。 

風しん抗体検査業務は、令３年度までの事業で最終年度だったので、未受診者にＰＲ活動

して受診を勧めることを目標に取り組むということだったのですが、令和２年度の倍以上の

予算を計上した結果として、予算執行額は令和２年度の半額以下になっています。どんなＰ

Ｒ活動をしたのかということを伺いたいと思います。 

資料をいただいたのですが、対象者が４１９名で、１３０名の計画をして受診者が３６名

で、対象者の１割にも満たない実態についての受け止めがもしあれば、総括でも聞きたいと

思うのですが、教えていただきたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 風しん抗体検査につきましては、当初、昨年度未受診の方全員に対して、また個別に郵送

でご案内を差し上げております。ただ、昨年度はコロナの影響もありまして、病院へ行くの

を控えるという方がかなりいらっしゃったのかと現場の感覚では感じております。また、コ

ロナのワクチン接種も重なっていたということで、風しんの予防接種をするということもた

めらわれた方がいらっしゃったのではないかと思っております。 

 見込みといたしましては、国としては、対象人数の５割ぐらいに検査をしていただければ

風しん抗体の低い方が見つかって、国の目標とする抗体の保有率を９０％にするということ

で、現状より１０％アップという目標に到達するには、半数の受診率が必要ということに

なっております。 

ただ、大樹町では３割ぐらいの受診率となっておりますので、今年度、来年かけて受診率

をアップさせていく必要があると考えております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 １４２ページの下のほうの負担金、補助及び交付金でお伺いします。 

不妊治療費助成金とありますが、主要施策報告書を見ますと、実人員、延べ人員ともに３

人ということなのですが、事業の実施内容を見ますと、体外受精及び顕微授精の不妊治療を

受けているということなのですけれども、体外受精、顕微授精というのは管内でできるもの

なのか、どこでやられているのかお伺いします。 
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○齊藤決算審査特別委員長 

瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 不妊治療のご質問についてですが、十勝管内で治療できるところが１か所ございます。ま

た、その方の希望で札幌市内のほうに行って治療される方もいらっしゃるというような現状

となっております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 十勝にもあるということでございます。治療費の一部助成ということなのですけれども、

それぞれ場所によっても違うのかと思いますが、治療というのはどのくらい費用がかかるの

か。また、交通費などは、この方たちには発生していないのかどうかお伺いします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 不妊治療にかかる治療費につきましては、それぞれ方法によっても金額に違いがありま

す。また大樹町としては、初回の治療の方には１回１５万円の補助をしておりまして、昨年

度は２人の方に１５万円の助成をして、もう１人の方は初回ではなかったという形になって

おります。交通費につきましては、助成はしておりません。 

○齊藤決算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 １人１５万円の助成をしたということで、この１５万円は限度額というか何か決めておら

れるのか。それとも、聞き違いであれば、またご説明願いたいのですが、相対的な体外受精

では機関にもよるから金額は分からない、顕微授精についても機関によるから幾らかは把握

していないと。だけれども、道支給か何かがあって、それに対して１５万円なりを支給して

いると思うのですが、大まかな金額がもし分かればお聞かせください。 

○齊藤決算審査特別委員長 

瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 治療費についての金額ですけれども、大体３０万円から高くて８０万円ぐらいということ

になっております。また、特定不妊治療につきましては、道でも補助を昨年度はしておりま

して、道で補助した分の残りの部分につきまして町が補助するという形で、道としては上限

３０万円とかを補助して、残り大樹町でというような形になっております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

吉岡委員。 
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○吉岡信弘委員 

 それでは、単純にお聞きします。１４２ページの不妊治療費助成金３９万７,８６２円の

支出があるわけですけれども、３人のそれぞれの内訳を教えてください。 

○齊藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時１５分 

再開 午後 １時１６分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 １４２ページの委託料の中の新生児の聴覚検査と、１４４ページのところで１万５,０４

０円の助成をしているのですけれども、一般的に検査業務を町費でやって、自分の支払いが

生じないような気がするのですが、これはどのような関係なのでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 新生児の聴覚検査業務についてですが、委託料というところでは北海道内は医療機関と委

託ができておりますが、道外に里帰りされた方につきましては、一旦立替えをしていただい

て、大樹町に戻られてからお返しするということで扶助費として助成しております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 １４８ページ、４款衛生費の１項保健衛生費、４目予防費の１２節委託料であります。 

被接種者送迎業務の支出額１６万５,０１１円ですが、当初予算は２００万円でありまし

た。計上の理由を聞いていましたが、市街地区以外で交通手段のない高齢者を対象というこ

とだったのですが、実際にはワクチン接種は１００％には行っていませんが、ほぼ計画に近

い形で進んでいる実態にあると理解をしていますが、送迎業務の執行額が当初予算の１０％

にも満たないような状況になった理由について理解ができないのですが、乗る人が思ったよ

りいなかったとか、ＰＲがされていなくて分からなくて乗らなかったとか、何か大きな要因

があるのかどうかお聞きしたいと思います。 
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○齊藤決算審査特別委員長 

瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 コロナワクチン接種に伴う被接種者送迎業務ですが、実際、市街地以外のところから大樹

町の医療機関に送迎バスなりワゴン車で送迎いたしますということで周知はしたのですが、

希望者がそれほどいなかったということで、実際予定よりは少なかったという結果となって

おります。そのため、３回分として１６万５,０１１円ということで、主にタクシーの送迎、

日方地区とか市街地から離れたところ、また旭地区とかはワゴン車の乗合で１回に４、５名

が乗ってくるというような形で、この費用の中で済んだという状況となっております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 乗る人が少なかったというのはこの金額で分かるのですが、周知はしたということですけ

れども、ハイヤーとか使って１０％というのは、先ほどお聞きしました、市街地以外でも接

種率がそんなに激減しているわけではなくて、ほぼ同じような接種率ですよね。そうすると、

周知はしたけれども、本当に希望しなかったのか、周知が分からなかったというか、その辺

ははっきり把握していると理解してよろしいですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 ワクチン接種につきましては、実際に自分の内科の予約日に合わせて接種をする方とかも

結構いらっしゃいました。ですので、通常の町内を走っている通院バスを利用して接種する

という方もいらっしゃいましたし、後は通常通院されている方がほとんどですので、家族の

方に送ってもらうという、いつものスタイルで接種されたという方もいらっしゃいまして、

周知が不十分でというよりは、通常必要としないというか、ふだん通院タクシー券の交通費

助成を受けていて、それで十分間に合う方もいらっしゃったようです。ですので、そういう

タクシーチケットが間に合わない方とかは、町のほうで、接種で通院するための費用をタク

シー利用できますということは呼びかけていたというのが現状です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、４款衛生費の質疑を終了します。 

暫時休憩します。 
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休憩 午後 １時２２分 

再開 午後 １時２４分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

 次に、１５１ページから１５２ページまで、５款労働費について、関係説明員から説明を

求めます。 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 それでは、１５１ページ、１５２ページになりますが、５款、１項ともに労働費、１目労

働諸費ともに同額の６７３万４４４円、前年対比５５万９,６１８円の増。ここでは、季節

労働者の冬季雇用対策のための工事請負費５２８万円のほか、勤労者センターの維持費、中

小企業退職金共済掛金の助成金などを支出してございます。増の主な理由は修繕料で、勤労

者センターのトイレを洋式に改修したことによるものです。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ５款労働費の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 １５２ページの１８節の負担金、補助及び交付金の関係です。 

前段の１４節にも関わってきますが、通年雇用促進支援事業ということで事業内容、それ

と通年雇用につながったと推測される人数はどのくらいなのでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 通年雇用促進事業の負担金の関係でございますが、事業内容でございますけれども、まず

雇用確保に係る事業といたしましては、事業所向けの通年雇用啓発事業ですとか、あと季節

労働者の実態調査などを行っております。また、就職促進に係る事業といたしまして、職業

訓練の実施、通年庫用の意識啓発セミナー、季節労働者の相談窓口の開設、人材育成事業な

どを行っております。 

大樹町からこの部分に関しての昨年度の参加者はございませんでした。 

以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

志民委員。 
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○志民和義委員 

 こういうことをやってもなかなか冬の事業というのはつながらないと。大樹からの参加

もなかったということなのですが、だからこそ１４節も活きてくるのですが、そんなこと

でもともと目的としていることは通年雇用ですね。だから、この事業をいかに積極的に今

以上にやるかどうかに懸ってくると思うのですが、次年度に向けた何か、それは駄目かな。 

○齊藤決算審査特別委員長 

総括です。 

ほかに質疑はありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 １５２ページ、芽武地区農業用排水の件の５２８万円に対してですが、頂いた資料により

ますと、１０日延べで１３１名、１人１万円で１３１万円ということで終わっているのです

が、５２８万円の残りの明細を知りたいのですが。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 まず、この事業につきましては、芽武地区農業用排水路支障木伐採処理工事として町内の

事業者に発注しています。その中で、今回季節労働者に該当する方が雇用されているという

ことでございまして、雇用された以外の部分といたしましては、工事に係る、例えば支障木

の処分費や運搬経費などといった工事全体に係る経費という部分でございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 関連で教えてください。 

今、１０日間で１３１人工、１３１万円とお聞きしたのですが、１３１人工の頭数、例

えば１０人なのか、９人なのか、１１人なのか。そこだけ教えてください。                                                                                                                                                               

○齊藤決算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 参加人数、頭数といたしましては１４人でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 
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○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、５款労働費の質疑を終了します。 

 次に、１５１ページから１７６ページまで、６款農林水産業費について、関係説明員か

ら順次説明を求めます。 

瀬尾農業委員会事務局長。 

○瀬尾農業委員会事務局長 

それでは、６款農林水産業費、支出済額６億９８２万２,９６５円、１項農業費、支出済

額４億６,９２４万２,３９０円。１５１ページ下段から１５４ページ下段にかけまして、１

目農業委員会費、支出済額１,１８２万１,５００円です。ここでは、主に農業委員会運営事

業に係る経費といたしまして、農業委員会委員の報酬７７０万８,０００円などを支出して

ございます。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

１５３ページから１５６ページにかけまして、２目農業総務費、決算額４２万７,２５３

円、前年度対比２万６,５２９円の増。農業関係の共通経費並びに広域団体に対する負担金

等を計上してございます。 

１５５ページから１５８ページにかけまして、３目農業振興費２億４,３０６万７,５５０

円、繰越明許費１１７万５,０００円、前年度対比で１,０３６万９,８９６円の減となって

ございます。鳥獣被害対策事業、農産物振興対策事業、農業制度の資金関係、それから日本

型直接支払交付金事業等を執行してございます。繰越明許費につきましては、産地生産基盤

パワーアップ事業の農機具１台分でございます。 

１５７ページから１６２ページにかけまして、４目畜産振興費６,６１１万７,８１６円、

繰越明許費２,２００万円、前年度対比で２,９４９万９,９３０円の執行減でございます。

家畜の保健衛生、畜産の衛生対策、畜産関係団体への支援、草地畜産生産基盤整備事業等を

執行してございます。執行額減の主な要因は、畜産公共事業の事業量の減によるものでござ

います。なお、繰越明許費につきましては、畜産担い手育成総合整備事業でございます。 

１６１ページから１６６ページにかけまして、５目牧場管理費１億３,２９９万３,１３０

円、前年度対比で２,５０５万８,４２８円の増でございます。町営牧場の管理運営に要する

経費を執行してございます。執行額増の主な要因ですが、人件費関係につきましては、地方

公務員法の改正に伴いましてフルタイム会計年度任用職員に係ります退職手当組合の負担

金、２か年分になりますが５３２万２,０００円の増、市町村共済組合負担金で３８７万２,

０００円の増、それから新たに設置いたしました牧場技術アドバイザーの報酬の関係で６０

万円の増、それから事業費の飼料費でございますが、飼料給与量の増加と価格の高騰により

１,４４０万２,０００円の増でございます。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

続きまして、１６５ページ下段から１６８ページ上段にかけて、６目農地費でございま
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す。支出済額８４８万９,３２２円、前年度対比８５万１,９９９円の増でございます。土

地改良施設の維持管理に必要な修繕と土地改良事業団体連合会負担金を執行してございま

す。決算増の主な要因は、需用費、修繕料で１１件の農業用排水路と１件の耕作橋の修理

を実施したことでございます。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 １６７ページから１６８ページにかけまして、７目牧場整備費６３２万５,８１９円、前

年度対比で１,２１５万９,１９２円の減でございます。町営牧場の草地整備並びに作業機

械等の更新に要する経費を執行してございます。令和３年度は草地の整備面積が減少した

こと、それから前年同様、大型作業機械を購入しているのですが、購入に際しまして北海

道備荒資金組合の車両等譲渡事業を活用したことにより、当該年度分の負担が利子のみの

執行となったことによるものでございます。 

続きまして、１６７ページから１７２ページ、２項林業費、決算額１億２６９万９,８９

５円。１６７ページから１７０ページにかけまして、１目林業振興費３,２１０万４,６４

６円、前年度対比で９０２万８,３０４円の増でございます。私有林の造林に対する支援や

関連団体への負担金のほか、有害鳥獣の駆除経費を執行してございます。決算額の増えた

主な理由といたしまして、森林環境譲与税を活用した造林の支援として５７８万円を新た

に執行したほか、北海道の単独補助事業であります未来につなぐ森づくり事業の後継事業

であります豊かな森づくり事業の対象事業が拡大したことによるものでございます。 

 １６９ページから１７２ページにかけまして、２目町有林費７,０５９万５,２４９円、

前年度対比で５５６万４,５３５円の減でございます。町有林の整備や森林公園の維持管理

等に要する経費を執行してございます。 

 １７１ページから１７６ページにかけまして、３項水産業費、執行額３,７８８万６８０

円。１７１ページから１７６ページにかけまして、１目水産振興費３,１８３万５,６９９

円、前年度対比で１７３万３,８５０円の執行減でございます。地域漁業の振興に要する経

費を執行してございますが、昨年発生いたしました赤潮関連対策事業費といたしまして１,

０９２万１６５円、コロナウイルス感染症対応事業といたしまして１,３７７万７,０００

円を執行してございます。 

 １７５ページ、１７６ページ、２目漁港管理費６０４万４,９８１円、前年度対比で１,

５０７万６,６６９円の執行減でございます。漁港施設の維持管理に要する経費を執行して

ございますが、執行減の主な理由といたしましては、令和２年度に漁船浄化施設整備費と

して１,４９６万円を執行していたことによるものでございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ６款農林水産業費の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 
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 １５６ページ、６款農水費の１項農業費、３目農業振興費、１１節役務費、ＩＣＴ捕獲

システムの通信料なのですが、多分、令和２年度からシステムの導入をしてきたと理解し

ているのですが、これによってどのような効果が上がっていると受け止めているのか。シ

ステム導入に対するハンターの評価は現時点でどのような評価がされているのかお聞きし

たいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 通信料につきましては、ご指摘のとおりでございます。わなを仕掛けた折に、わなに捕

獲された場合に、通信回線を通じまして、わなは稼働したという連絡が入るものでござい

ます。それまでは、なければ、基本的にわなを設置した方は、日々もしくは一定間隔をもっ

て巡回をして、それで初めて捕獲されたかどうか確認できたのですけれども、今回につき

ましては、通信システムを利用してご本人に連絡が行きますので、それで対応できるとい

うことで鳥獣の駆除従事者の方たちの労力がかなり軽減されているものと理解してござい

ます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 そういうシステムなのですけれども、そうすると、相対的にわなをかけた分については、

ハンターは一部巡回しているけれどもシステムがある分だけは巡回しなくていい、その辺

は分かれているのか、全部システムが稼働しているから一切巡回はしなくていいという実

態になっているのか、そこだけ教えてください。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 １００％常時完璧に稼働するということのほかに、例えば風であるとか有害鳥獣以外の

原因で稼働することがございます。また、餌を入れっ放しで古くなって食欲の湧かないよ

うな餌が入っていることもありますので、連絡が来なくても駆除従事者の方たちは巡回し

てございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 １６４ページの６款農水費の１項農業費、５目牧場管理費、１０節需用費で、飼料費の

関係であります。 

令和３年度においては、飼料の高騰で７５％ぐらい支出が増額になっており、これは価
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格の高騰が主な要因だと理解するのですが、先ほど説明にもありました、従前の食べさせ

ている餌の量等、アドバイザーを雇用したことによって餌の量を増やしたということで、

これは令和３年度の頭から増やしたのか、途中なのか、令和２年度のどこかから増やした

のか、そこだけ教えてください。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 飼料費は、主には冬期舎飼で使います。昨年、補正予算をお認めいただきまして、町営

牧場技術アドバイザーという方をご委嘱させていただきました。その方が夏期放牧から冬

期舎飼にかけて牛体の汚れであるとか、増体の量であるといったもの等を勘案するととも

に、昨年度収穫いたしました粗飼料の分析結果を用いて新たに飼料設計の変更を行ったと

いうことでございますので、主に大きく影響を受けたのは１０月下旬以降の３月までの冬

期舎飼の部分でございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 １５６ページの１８節負担金なのですけれども、一番下に集落交付金というのがござい

ます。中山間地域直接支払交付金事業の集落交付金ですけれども、資料をもらいますと、

事業の中身は集落における共同活動経費、そのほか個人配分などに事業費が充てられると

いうことですけれども、細かいことで申し訳ないですが、集落における共同活動というこ

とはどういうことなのか。また、個人配分というのはどういうことに対して個人配分され

るのかお聞きいたします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 まず個人配分の部分から申し上げます。中山間地域直接支払交付金事業、それから多面

的機能発揮対策事業、それから環境保全対策事業は、日本型直接支払の三本柱になってい

ますけれども、中山間だけは大樹町は最初に取り組んでございます。個人配分なのですけ

れども、この交付金につきましては、草地面積に対しまして反当たり１,５００円という交

付を行ってございます。そのうちの半分未満の部分については、個人として使用していい

という形になってございまして、３割程度なのですけれども、集落に対して反当たり１,

５００円もらったものの概ね３割をそれぞれ草地の持ち主にお返ししているということで

ございます。 

 それから、共同取組活動は、従前、例えば河川の支障木の除去であるとか、道路の草刈
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りとかいろいろ取り組んでこられました。現在、令和３年度は生花集落と晩成集落なので

ございますけれども、機械の共同購入のほか、農業用廃棄物の適正処理、廃プラの処理と

いった形のものをやっていまして、こちらの取組結果につきましては、基本的にはオープ

ンにしなさいということで、１年に一度広報紙を通じて周知をさせていただいているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 １５８ページ、６款農水費、１項農業費、３目農業振興費、１８節負担金及び補助金で

あります。多面的機能支払交付金の事業計画は、融雪剤の散布、遊休サイロの撤去、水路

路網の整備等ということでお聞きしていました。今年度８,０１６万円の実行経費なのです

が、内容的には資料でいただきましたから理解しましたが、遊休サイロの撤去事業は、古

いサイロを撤去しいくということで理解するのですが、令和３年度に１４基撤去したとい

うことでありますけれども、令和４年度以降に撤去作業をしなければいけないサイロの基

数というのはどの程度あるのか、現時点では把握されていますか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 先ほど申し上げられました１４個という部分なのですけれども、サイロのみではござい

ません。廃屋が含まれてございます。サイロは多分もうほとんど残っていないと思ってい

ます。すみません、令和４年度の事業計画につきましては把握してございませんけれども、

今申し上げたとおり、サイロのみではなく、例えば昔の小屋であるとかといったものが含

まれているものでございまして、令和４年度もこれをやっていくと。これをやって、景観

を保全したり、もしくは農地に戻したりということを進めていくというのが大樹の集落の

取組の一方策でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 今のお話で、１４個になっているのは、廃屋処理とかサイロの撤去と。今の説明の中で、

サイロはほとんどないと言いましたけれども、実際には町内に撤去しなければいけないサ

イロというのは、ほとんどないうちのどのくらいあるのですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 
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休憩 午後 １時４８分 

再開 午後 １時４８分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 現在使っているサイロもあるのですけれども、確かに使っていないサイロもございます。

ただ、それは壊すか壊さないかは当然持ち主の方でございますし、中にはそこに事務所を

造った方もいらっしゃいます。また、従前、固定資産税がかかっている云々という部分で、

早期に取り壊しという方も多かったのですけれども、天井というか屋根の部分を外すとか

といった形で固定資産税の部分もクリアしてございますので、後は持ち主の方がそれを撤

去して何かしたいとかという意思があるかどうかということでございますので、何個壊さ

なければならないのかというのは、私どもで把握できるものではございません。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 そうすると、この事業の計画として個人がうちのサイロを撤去したいという申出があっ

た場合に、それがここに乗っかってくるということですね。事前にたくさん壊したいとい

う申込みがあるものを、今時点でこの程度把握しているという数がないのだけれども、都

度そういう撤去したいという要望があった時点で事業計画の中に載せるという代物だとい

う理解でよろしいですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 誤解を与えるような言い方をしてしまったかもしれません。これは令和２年から令和６

年まで５か年事業でございます。スタートにあたりまして、概ねの毎年の収入というのは

見込めますので、スタート時点で何をしたいかというのを各集落の構成員から聞き取って

おりまして、それに基づいて予算を配分してございますので、突然今年壊すとか言われて

も入り込めない状況であるというのは事実でございます。 

ただ、中山間直接支払推進事業は、平成１１年ぐらいからスタートしているのですが、

それで廃屋除去とかサイロの撤去とかしていましたので、ある程度は片づけておりますし、

その間に希望する方はある程度言っているとは思うのですけれども、今申し上げましたと

おり、令和２年度の立上げのときに最初にアンケートを取っていますので、突然、今年壊
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したい、来年壊したいと言っても、対応しかねるというのが今の大樹集落の動きでござい

ます。 

以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですね。 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 １７４ページの１８節の中の上から３行目で管内漁業士会というところに補助金が出て

いるのですが、どのような団体、内容なのかを教えていただきたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 十勝管内の漁業士と言われる方、それから指導漁業士と言われる方が、若手のリーダー

であるとか、地域の中核的な指導的立場になる者といった方たちが管内にいらっしゃいま

して、その方たちの組織なのですけれども、例えば地域の水産物を使って学校とかで料理

教室などを通じて地域水産業の価値、やるべきこと、それから役割といったものを周知し

ています。ちなみに、こちらの役員には大樹町の方もお二人参画してございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 １７０ページの頭のほうを省略して、１目林業振興費の１８節補助金のところなのです

が、令和３年度に森林環境譲与税を利用した森林整備事業の補助金事業の中で、いろいろ

あったのですが、その中に柏林公園の老木化した柏の木の活力を取り戻すために土壌改良

などのメンテナンスを行うという計画があったと承知しているのですが、実際にはどんな

ことを実行したのかお聞きしたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時５４分 

再開 午後 ２時０５分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 
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 休憩前に続き、委員会を再開いたします。 

 休憩前に菅委員から質疑がありましたことに対し説明を求めます。 

 奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 ご質問にありました森林環境譲与税に係る事業といたしまして、令和３年度におきまし

ては、柏林公園内に樹勢します傷んだ柏の養生事業を行ってございます。事業内容としま

しては、傷んだ柏について土壌改良剤、それと土質の保湿といいますか、する役割があり

ます町産材のチップのカラマツ材を傷んだ柏の周辺に敷き詰め、傷んだ柏の養生事業をし

ているものでございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 土壌の関係とチップの敷設については理解しました。ただ、全体が老木になってきてい

るという状況は私も認識しているところであります。そういう状況の中で、メンテナンス

の中に、例えば柏の老木が将来どの程度保つのかというところの把握をしながら老木の活

性化を図っていくのか、もうこの後処理をしなければ危険なのかという状況の把握も必要

ではないかと思ったので、自分で思っていたのは、メンテナンスの中に、例えば小学校の

斜面にある柏の傾斜木みたいなものをどういうふうにメンテナンスしたのかということを

聞きたいなと思っていましたので、その辺はまた総括で改めて聞きたいと思いますが、そ

ういうメンテナンスの部分はやらないのかどうかだけ教えてください。 

○齊藤決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 町内の柏林公園を含めた公園、建設水道課のほうで管理してございますけれども、特に

柏林公園の柏の損傷状態については、我々も把握しています。令和３年度につきまして養

生事業させていただきましたが、専門業者に聞いて、最低この３本はやりましょうという

打ち合わせをさせていただきました。今後これから損傷が見込まれるような樹木について

は継続してまいりたいとは考えてございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 １７６ページになります。２目漁港管理費、１２節委託料なのですが、当初予算では流

木の処理業務１００万円を予算していたと思うのですけれども、これが全く執行されてい

ないということなのですけれども、理由としてはそういう業務は発生しなかったというこ

となのでしょうか、それとも、ほかの何かの業務に振り替えられたとか、理由を知りたい
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と思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 漁港管理費の委託料は、ご指摘のとおり当初予算１００万円を流木処理でみていました。

ただ、海岸管理者が北海道庁でございます。昨年６月でしょうか、雨が降りまして流木が

流れ出して、そういった折に緊急的に町費でやる部分で１００万円の予算を持っているの

ですが、その折は道庁が速やかに対応していただいたという形で、町としての執行はなかっ

たということでございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 １７４ページの補助金のところなのですが、ワカサギのために４０万円とホッキガイの

増殖事業に４０万円ということで、ここ何年か変わっていないと思うのですが、ワカサギ

については教えていただいて一年魚だから毎年毎年入れていかなければならないというこ

とで教えていただいたことがあります。それで、ホッキなのですけれども、ここ数年４０

万円ぐらいの予算額で推移しているのですが、これは漁協の資料なりで増殖の傾向にある

のか変わらないのか減少しているのか、ホッキガイの資源量というのはどのように推移し

ているのでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 ホッキ貝の資源量は、毎年調査してございます。漁獲は殻の長さ８２ミリ以上のものし

か漁獲できないのですけれども、漁獲量、漁獲高、金額は相場がありますので変わります

けれども、量としては、ここ数年同レベルを維持してございます。なおかつ、ホッキの漁

場、海底にいろいろたまって生息環境が悪くなりますので、そこを耕運して、そこにまた

小さいのを動かすという作業をやっていまして、一時より取れなくなったものが今横ばい

で推移しているということで、効果は十分に認められていると考えています。また範囲も

若干広がっているように聞いています。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 
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 １６８ページの林業振興費の７節報償費の関係なのですが、有害鳥獣駆除謝礼に関して、

当初予算から１５４万円増額して対応してきたのですが、その中の一つのアライグマの状

況について、アライグマの捕獲が年々増えてきている状況にあります。何年か前に、その

ために檻の資格取得者の講習をして増やして対応する取組があったのですが、実際にアラ

イグマの捕獲に対応している人と資格を持っている人との関係などで有効に活用されてい

るのかどうかだけお聞きしたいと思います。概略でよろしいです。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 アライグマのわな講習会というのを昔やりました。その資格を持っている人たちもい

らっしゃいます。実はそれを拡大していないのですけれども、各家庭、例えば大樹中学校

のそばなんかはそうなのですが、アライグマが出没するよというところには、私ども協議

会の持っているわなをお貸しします。お貸しして、入ったものは、職員が行って、そこで

止め刺しをして処分するということをやってございます。どんどん年間目撃回数が増えて、

わなをお貸ししている回数も増えているところでございます。場所によっては、二日三日

連続でかかってきているようなところもありまして、わなの駆除の資格を持っている方は

増えてはいないのですが、わなをかけて駆除に取り組んでいただいている方は増えている

と。その方たちに対しては、役場がわなをお貸しして、止め刺しまで対応しているという

実態でございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 １６８ページの７節報償費の関係ですが、５４万円とそのほかに有害鳥獣謝礼なのです

が、特にその中で熊の駆除で実際に鉄砲を使った駆除と、それから檻を使った駆除の件数

はそれぞれ何件でしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 令和３年度で申し上げます。駆除した頭数は２４頭でございます。そのうち銃による駆

除が８頭、残りの１６頭が箱わなによる駆除でございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 
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○西田輝樹委員 

 １６８ページの１８節なのですけれども、全国森林レクリエーション協会の負担金を毎

年出しているのですけれども、ここの協会に入っていて具体的に大樹町の益といいますか、

有効な事業に結びついているとかという具体例はあるのでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 一般社団法人全国森林レクリエーション協会の負担金の部分でございます。森林のレク

リエーション利用に関する調査研究、普及啓発、人材育成、それから森林インストラクター

の資格試験、そのほかに、美しの森づくりコンクールとかといったソフトな部分でいろい

ろやっていただいてございます。 

実は、全国に何支部かございまして、私どもが入っているのは帯広支部でございます。

帯広支部長は大樹町長でございます。全国の研修会であるとか、例えば森林の健康づくり

に関する調査研究などもあって、そういったシンポジウムを開きながら森林の民生利用と

いう部分を進めているところでございまして、具体的に、今これがあったからこういう効

果が出ているというところはございませんけれども、例えば今年の全国研修会は、十勝に

全国から集まって十勝の森づくりを見ていただくということもやっていますし、様々な意

見交換の場としては非常に重要でございまして、私どもとしては非常に重宝しているとい

いますか、役に立っている組織と考えているところでございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、６款農林水産業費の質疑を終了します。 

 次に、１７５ページから１８６ページまで、７款商工費について、関係説明員から説

明を求めます。 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 それでは、１７５ページ下段から１８６ページになりますが、７款、１項ともに商工費、

支出済額２億９,３３５万４,０６５円、前年対比４２２万５,７３０円の増。１７７ページ、

１７８ページをご覧ください。１目商工振興費、支出済額１億８,１２２万５,７１８円、前

年対比１,９１７万５０４円の減。ここでは、商工業振興のための商工会運営費補助、中小

企業特別融資利子補給、地場産業振興奨励事業、起業家支援事業など、商工業の活性化と地

場産品の付加価値向上を図る事業のほか、新型コロナウイルス感染症対応の経済対策としま
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してクーポン券発行事業、利子補給事業、飲食店等販売促進事業、中小企業等特別支援金給

付事業、プレミアム付商品券発行事業を２回実施などで５,２３７万５,８９６円を執行して

おります。減の主な要因ですが、新型コロナウイルス感染症対応の経済対策、令和２年度と

令和３年度で実施した事業内容の違いなどから差が出ているものであります。 

 １７９ページ、１８０ページ中段になります。２目市街地開発推進費、支出済額３,６３

４万３００円、前年対比２,０４２万４,７００円の増。ＴＭＯ活動推進事業への助成のほか、

令和２年度からの繰越事業であります道の駅北側広場に市街地防災拠点駐車場を整備して

おります。増の要因につきましては、市街地防災拠点駐車場の整備によるものであります。 

 同じページ１７９ページ下段から１８４ページにかけまして、３目観光振興費４,０００

万４,８０２円、前年対比１,２７５万７９９円の増。ここでは、観光協会への助成、地域お

こし協力隊の経費、ふるさと納税返礼品などの経費を支出してございます。増の主な理由は、

令和３年５月に採用した地域おこし協力隊に係る経費とふるさと納税の寄附件数及び寄附

額が増加したことに伴い、返礼品や運搬費などの経費が増となったものであります。 

 １８３ページから１８６ページ上段にかけまして、４目観光施設費３,４２５万８,８９３

円、前年対比９８１万５,５５４円の減。晩成温泉、カムイコタンキャンプ場などの維持管

理費でございます。晩成温泉は、指定管理者による管理とし委託料を支出してございます。

減の理由は、令和２年度は晩成温泉において深井戸水中ポンプの購入や新型コロナウイルス

感染症対応の支出があったことによるものであります。 

 １８５ページ、１８６ページの中段、５目地場産品研究センター費１５２万４,３５２円。

地場産品研究センターの維持管理でございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ７款商工費の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 １７８ページの１目商工振興費の１８節負担金、補助金なのですが、クーポン券の発行

事業をやってきました。４５５万８,５００円の支出なのですが、実際には、実行結果とし

てクーポン券の回収率は何％ぐらいだったのかをお聞きしたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 ８３.０３％でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 
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○吉岡信弘委員 

 １８６ページの委託料で、上段の観光施設費の１７節備品購入費なのですけれども６万

８,０００円、何を購入されたかお聞かせください。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２３分 

再開 午後 ２時２３分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 １８２ページなのですが、１７節備品購入費でドローン１６万６,９６９円、これはどう

いう利用目的で購入されたのか、そこを聞きたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 ドローンの購入でございますけれども、地域おこし協力隊の活動の一環で購入させてい

ただいたものでございます。大樹町の景観といった部分を上空から動画で撮影して、動画

コンテンツを充実させようとする目的でございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 １８０ページの１８節の中で大樹町時短等協力事業者支援事業ということで２００万円

何がしの支出があるのですが、事業の趣旨について、お知らせ願いたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 新型コロナウイルスの関係で、北海道からの要請に応じまして飲食店など営業時間の短

縮というものがございました。それに協力した飲食店等に対しまして道の支援金もござい

ますけれども、町独自の支援金を１店舗当たり１０万円支給したというものでございます。 
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○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 １７８ページの起業家等支援事業補助金の中で、３件ほど申請があった分について補助

金を出しているのですが、確認なのですけれども、産業廃棄物収集運搬処理業務の新規事

業で、補助対象経費の関係で営業休止となっていた事業用地５万平米の取得費ということ

で、補助対象経費が３２万８,０００円なのですが、この５万平米というのは間違いないの

かどうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 土地の取得費でございます。地目が原野、山林という部分で、ここに記載しております

５万平米の取得費ということで間違いございません。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 いいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 １７８ページの１目商工振興費の１８節負担金補助金なのですが、予算委員会のときに

地場産業振興奨励事業補助金の２００万円については、施設整備費１００万円とソフト事

業５０万円の２件と聞いていたと承知しているのですが、実際の執行額が１２８万７,８４

３円であります。どこが変更になったのかお聞きしたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 当初予算では、施設整備の部分で１００万円、ソフト事業で２件ということで２００万

円の当初予算を計上させていただきましたが、今回、令和３年度で事業として申請があっ

たものにつきましては３件で、いずれもソフト事業という部分でございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 
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○吉岡信弘委員 

 １８０ページの中段の市街地開発推進費の中でお伺いします。 

１８節ですが、ＴＭＯ活動推進事業補助金があります。資料を頂きましたが、その中で

道の駅運営人件費分として１,２８８万７,０００円ありますけれども、これが何人分かお

聞きします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 ＴＭＯ活動推進事業補助金の関係でございますが、ＴＭＯの活動に対しまして町の補助

金を支出していますが、積算として人件費の一部に町の補助金を支出しています。人件費

全体では１,４６２万８,０００円となっておりましたけれども、そのうち１,２８８万７,

０００円は町の補助金を支出しています。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 人数。 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 申し訳ございませんでした。 

 人数といたしましては、ＴＭＯ担当職員１名と、臨時職員が３名の分でございます。 

以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 それで、特例加算というものが１００万円あるのですけれども、これはどういうものなの

かお知らせください。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 この部分につきましては、令和２年度におきまして新型コロナウイルスの影響で道の駅の

売上が落ち込んだという部分に対して、令和３年度におきまして補助金の中で特例加算とし

て１００万円を計上させていただいたということでございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 今の関係で教えてください。今のほかに、駐車場工事分として３８万５,０００円という
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のがあるのですが、駐車場工事分というのはどういうことなのか教えていただきたいと思い

ます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 道の駅の駐車場のほうで、福田自動車側のほうなのですけれども、駐車場が隆起、盛り上

がっている部分がございまして危険箇所となっておりましたので、そこを削って、現在は砂

利の状態になっていますけれども、そこの補修部分でございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、７款商工費の質疑を終了します。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時３２分 

再開 午後 ２時３３分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

 次に、１８５ページから１９６ページまで、８款土木費について、関係説明員から説明を

求めます。 

 奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 ８款土木費、支出済額６億１,４９７万８,１５９円、前年度対比１２４万２,１３３円の

減でございます。１８５ページ中段から１８８ページ上段まで、１項土木管理費、１目土木

管理費ともに支出済額２９０万４,０５７円、前年度対比１５５万１,１３７円の増でござい

ます。土木一般管理費に係る経費といたしまして、道路台帳図、道路台帳作成業務、各負担

金を執行してございます。決算増の主な要因は、委託料において、町道２路線の道路用地確

定測量の実施によるものです。 

 １８７ページから１９０ページにかけまして、２項道路橋梁費、支出済額４億２２４万７,

５２０円、前年度対比１,６８０万５６円の減でございます。１８７ページから１９０ペー

ジ上段まで、１目道路維持費、支出済額３億４,１２４万１,５２０円、前年度対比８５２万

３,４６４円の増でございます。道路維持管理に係る経費として、土木車両、町道の維持及
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び補修、町道除排雪の委託を、また橋梁においては、長寿命化点検実施設計並びに修繕工事

を実施してございます。また、備品購入費において、除雪ドーザを購入しております。決算

増の主な要因は、委託料において、１０３橋の橋梁長寿命化点検の業務の実施、また町道除

排雪業務による増額が主な理由となってございます。 

１８９ページ中段、２目道路新設改良費、支出済額６,１００万６,０００円、前年度対比

２,５３２万３,５２０円の減でございます。道路新設に係る経費として、委託料では２路線

の調査設計業務、また工事請負費では３路線の改良舗装工事をそれぞれ実施しております

が、決算減の主な要因は、町道認定の設計、用地確定測量の皆減と改良舗装工事の実施延長

の減によるものです。 

 同じく１８９ページ、３項河川費、１目河川総務費ともに支出済額２４３万５,１２８円、

前年度対比１５６万１,４２５円の増でございます。河川維持に係る経費として、需用費の

修繕料と北海道から受託している二級河川の樋門の管理費を委託費として執行しておりま

す。執行増の主な要因は、需用費において、２河川、３か所の修繕の実施と、委託料におい

て、歴舟中の川用地確定測量業務の実施によるものです。 

同じく１８９ページ下段から１９４ページ上段にかけて、４項都市計画費、支出済額２,

９７９万３,６１４円、前年度対比６１万１,１８２円の増でございます。１９１ページの上

段、１目都市計画総務費、支出済額８万８,５２０円、前年度対比３万２,６６４円の増でご

ざいます。都市計画審議会に必要な委員報償とその旅費を執行しております。 

 同じく１９１ページから１９４ページ上段にかけて、２目公園費、支出済額２,９７０万

５,０９４円、前年度対比５７万８,５１８円の増でございます。町内の柏林公園ほか、１２

か所の公園維持に係る経費として、芝管理、樹木剪定の業務と歴舟パークゴルフ場の指定管

理業務及び新型コロナウイルス感染対策として施設管理補塡費を執行しております。決算増

の主な理由は、公園維持費及びパークゴルフ場指定管理運営業務の指定管理料の増によるも

のでございます。 

 １９３ページから１９６ページ下段にかけて、５項住宅費、支出済額１億７,７５９万７,

８４０円、前年度対比１,４３１万８,４４５円の増でございます。同じく１９３ページから

１９６ページ中段にかけて、１目住宅管理費、支出済額７,５６０万３,３４０円、前年度対

比１７５万５４５円の増でございます。町営住宅管理に係る経費として、町営住宅運営委員

会の報酬とその旅費、また町営住宅の修繕費、改修工事費を執行し、民間住宅において住宅

施策として、各住宅支援事業の報償費と補助金を執行しております。主な決算増の要因は、

報償費と負担金、補助金及び交付金において、住宅リフォーム支援事業と大樹でかなえるマ

イホーム支援事業の実績件数の増加と、委託料において、住生活基本計画及び公営住宅等長

寿命化計画の策定の実施によるものです。 

 １９５ページ中段、２目住宅建設費、支出済額１億１９９万４,５００円、前年度対比１,

２５６万７,９００円の増でございます。日方団地の新築と解体工事並びに新通団地の解体

工事を実施しております。また、日方団地４号棟の新築に移転に必要な補償費を執行してお
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ります。執行増の主な要因は、工事請負費において、解体工事２件の実施によるものです。 

 以上、８款土木費でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ８款土木費の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、８款土木費の質疑を終了します。 

次に、１９５ページから２００ページまで、９款消防費について、関係説明員から説明を

求めます。 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

９款、１項ともに消防費で２億３,７４４万７,２９１円。１９５ページから１９８ページ

にかけまして、１目消防総務費２億４７万８,０００円、前年対比２２０万８,０００円の減。

十勝広域消防事務組合に係る負担金の執行でございます。 

１９７ページから２００ページにかけまして、２目非常備消防費２,０３８万３,５９６

円、前年対比２８６万９,８７２円の減。大樹消防団の活動に関する経費を執行してござい

ます。減の主な要因は、前年度は可搬ポンプ一式の購入がございましたが、令和３年度はな

かったことによるものでございます。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

１９９ページ、２００ページ中段、３目火災予防費３万９,６００円、前年度対比７２０

円の増。林野火災防止のための啓発用の旗を購入してございます。 

○吉田総務課長 

次に、その下段、４目災害対策費１,６５４万６,０９５円、前年対比２億５,８８４万３,

４００円の減。防災行政無線等の維持管理や災害時のための備蓄品購入経費を執行してござ

います。大幅減の要因は、防災行政無線デジタル工事の更新が前年度で完了したことによる

ものです。 

以上で、消防費の説明を終わらせていただきます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ９款消防費の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、９款消防費の質疑を終了します。 
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    ◎延会の議決 

○齊藤決算審査特別委員長 

 お諮りします。 

委員会運営の都合上、本日はこれにて延会とし、明日１３日午前１０時から再開したい

と思います。 

これにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会とし、明日１３日午前１０時より委員会を再開します。 

 

    ◎延会の宣告 

○齊藤決算審査特別委員長 

本日は、これにて延会といたします。 

 

延会 午後 ２時４５分 
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令和３年度決算審査特別委員会会議録（第２号） 

 

令和４年９月１３日（火曜日）午前１０時開議 

 

○議事日程 

 第 １ 委員会記録署名委員指名 

 第 ２ 認定第  １号 令和３年度大樹町一般会計決算認定について 

 第 ３ 認定第  ２号 令和３年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)決算

認定について 

 第 ４ 認定第  ３号 令和３年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定について 

 第 ５ 認定第  ４号 令和３年度大樹町介護保険特別会計決算認定について 

 第 ６ 認定第  ５号 令和３年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定につい

て 

 第 ７ 認定第  ６号 令和３年度大樹町水道事業会計決算認定について 

 第 ８ 認定第  ７号 令和３年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定につ

いて 

 第 ９ 認定第  ８号 令和３年度大樹町下水道事業会計決算認定について 

 

○出席議員（１０名） 

  １番 寺 嶋 誠 一   ２番 辻 本 正 雄   ３番 吉 岡 信 弘 

  ４番 西 山 弘 志   ６番 船 戸 健 二   ７番 松 本 敏 光 

  ８番 西 田 輝 樹   ９番 菅   敏 範  １０番 志 民 和 義 

 １１番 齊 藤   徹 

 

○欠席議員（０名） 

   

○地方自治法第１２１条により出席した者の職氏名 

 町 長                     酒 森 正 人 

 副 町 長                      黒 川   豊 

 総 務 課 長                     吉 田 隆 広 

 総 務 課 参 事                     杉 山 佳 行 

 企画商工課長兼地場産品研究センター所長         伊 勢 厳 則 

 企画商工課参事                     菅   浩 也 

 住 民 課 長                     水 津 孝 一 

 保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼 

 町立尾田認定こども園長兼学童保育所長          清 原 勝 利 
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 保健福祉課参事                     瀬 尾 さとみ 

保健福祉課参事                     明日見 由 香 

農林水産課長兼町営牧場長                松 木 義 行 

 建設水道課長兼下水終末処理場長             奥   純 一 

 会計管理者兼出納課長                  楠 本 正 樹 

 

＜教育委員会＞ 

 教  育  長                     沼 田 拓 己 

 学校教育課長                     井 上 博 樹 

 学校給食センター所長                  梅 津 雄 二 

 社会教育課長兼図書館長                 松 久 琢 磨 

 

＜農業委員会＞ 

農業委員会事務局長                   瀬 尾 裕 信 

 

＜監査委員＞ 

 代表監査委員                     澤 尾 廣 美 

  

○本会議の書記は次のとおりである。 

 議会事務局長                     佐 藤 弘 康 

 主     事                     奧 野 美 咲 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○齊藤決算審査特別委員長 

ただいまの出席委員は１０名であります。 

 定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

本日の審査日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

   ◎日程第１ 委員会記録署名委員指名 

○斉藤決算審査特別委員長 

 日程第１ 委員会記録署名委員の指名を行います。 

委員会記録署名委員は、規定により、委員長において、 

 志 民 和 義 委員 

  寺 嶋 誠 一 委員 

を指名いたします。 

 

◎日程第２ 認定第１号 

○斉藤決算審査特別委員長 

日程第２ 認定第１号令和３年度大樹町一般会計決算認定についてから日程第９ 認定

第８号令和３年度大樹町下水道事業会計決算認定についてまで、以上８件を一括議題といた

します。 

日程第２ 認定第１号令和３年度大樹町一般会計決算認定についての件は、昨日の委員会

において、歳出９款消防費までの質疑が終了していますので、本日は、２０１ページから２

４８ページまで、１０款教育費から審査を進めます。 

 関係説明員から順次説明を求めます。 

 井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長 

 それでは、２０１ページ上段から２０２ページにかけまして、１０款教育費、支出済額４

億７,１８９万８,３２５円、１項教育総務費１億２,２４１万４,３３３円、１目教育委員会

費１７９万９４０円。教育委員４名の報酬と旅費などを支出しております。 

その下、２目事務局費９２万３,９０９円。事務局職員の旅費、教育長交際費、需用費な

どを支出しております。 

その下から２１０ページ上段にかけまして、３目教育振興費１億１,９６９万９,４８４

円。学校教育における小中学校共通の経費や総体的な経費を支出しており、会計年度任用職

員となっている英語指導助手や大樹小学校・中学校の特別支援教育支援員の任用に伴う経

費、スクールバス関係の費用、大樹高校通学費等補助金、奨学金の貸付け、大樹高校に貸与
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するタブレット端末の購入などを支出してございます。 

次に、２０９ページ中段から２４１ページ下段にかけまして、２項小学校費３,２０４万

５,６６３円、１目学校管理費２,７７２万９５９円。大樹小学校に関わる管理費などを支出

しており、前年比で５,４３６万８,１５０円の減となっております。主な要因は、令和２年

度ＧＩＧＡスクール構想実現のための機器ネットワーク工事と備品購入費で児童用タブ

レット２７５台などを整備したものによるものでございます。 

次に、２１３ページ中段から、２目教育振興費４３２万４,７０４円。大樹小学校の児童

に関わる備品購入費などを支出しております。１９節扶助費では、要保護・準要保護と認定

された児童への学用品、修学旅行費、学校給食費などの援助を行っております。前年比２７

５万７,３２８円の減となっており、主な要因としましては、令和２年度に４年に一度の小

学校の教科書改訂があり、教員用の教科書及び指導書を購入したことによるものでございま

す。 

その下から２２０ページ下段にかけまして、３項中学校費３,９２１万２,１２７円、１目

学校管理費３,３０７万２,８０１円。中学校に関わる管理費などを支出しており、前年比で

３,２５８万８,５５７円の減となっております。主な要因としましては、令和２年度小学校

費と同様にＧＩＧＡスクール構想実現のための機器ネットワーク工事と生徒用タブレット

端末１２７台などを整備したことによるものでございます。 

次に、２１９ページ中段、２目教育振興費６１３万９,３２６円。大樹中学校の生徒に関

わる備品購入費などを支出しております。１９節扶助費においては、要保護・準要保護と認

定された生徒への学用品、修学旅行費、学校給食費などの援助を行っております。前年比２

９８万３,０３７円の減となっており、令和２年度中学校コンピューター室用パソコン等譲

渡事業償還金の支出があったことによるものでございます。 

○梅津学校給食センター所長 

 続きまして、２１９ページ下段から２２６ページまで、４項、１目ともに学校給食費９,

６９２万６,９５０円。前年度対比１,４０２万５,８６６円の減でございます。ここでは、

主に学校給食に関わる調理員の給与、賄材料費のほか、施設の維持管理費に要する経費を支

出しております。決算額の減の主な理由は、令和２年度に行った工事請負費、空調整備更新

工事費の減によるものでございます。 

○松久社会教育課長兼図書館長 

 続きまして、２２５ページ中段から２３０ページ中段にかけまして、５項社会教育費６,

８６１万７,４７３円、１目社会教育総務費１,４０３万９,０９５円でございます。社会教

育委員会の運営費、青少年教育、高齢者教育、地域学校協働活動、子ども交流事業などに要

する経費の支出でございます。 

 次に、２２９ページ中段から２３６ページ中段にかけまして、２目生涯学習センター費５,

４５７万８,３７８円でございます。生涯学習センターの運営費や維持管理に要する経費、

芸術鑑賞事業や夢アート展など文化事業に要する経費、文化財の保護や郷土資料館の維持管
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理に要する経費などに支出してございます。 

次に、２３５ページ中段から２３８ページ下段にかけまして、６項保健体育費１億１１２

万１,９１７円、１目保健体育総務費４７０万７,１７３円でございます。こちらでは、スポー

ツ推進委員会の運営費、スポーツ教室の講師謝礼、スポーツ少年団や体育団体への補助金、

優秀選手派遣旅費などに支出してございます。 

 次に、２３７ページ下段から２４４ページ下段にかけまして、２目体育施設費９,６４１

万４,７４４円でございます。Ｂ＆Ｇの海洋センターをはじめ、体育施設の維持管理に要す

る経費を支出してございます。特に、２４４ページ中段にございます、現在建設中でありま

す大樹町民プールの新築設計委託業務のほか、Ｂ＆Ｇ海洋センターの暖房設備、照明設備、

外壁改修の工事をそれぞれ行っております。 

次に、２４３ページ下段から２４８ページ中段にかけまして、７項図書館費、１目図書館

総務費ともに同額の１,１５５万９,８６２円でございます。こちらでは、図書館運営に要す

る経費や管理システムの維持管理費、図書購入費などを支出してございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ただいま、１０款教育費の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 ２１４ページの１０款教育費の１９節扶助費、そしてもう一つ中学校の、２２０ページの

１９節扶助費、同じなのですけれども、学校給食援助費であるのですが、給食に限らず、義

務教育で無償と定めてあるとしたら何が無償なのか、そういう規約とか規定とかというのは

あるのでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１２分 

再開 午前１０時１２分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

 ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ２０６ページの３目教育振興費の１２節委託料なのですが、予算のときにも議論したので

すが、教職員の健康診断業務であります。予算のときに、教職員が４名減少したので令和２

年度より減額して計上しますということだったのですけれども、その数は４０名分でありま
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した。しかしながら、執行額が７４万３,９２０円で減額執行になっています。この理由と

して、年度内に教員の異動とか、そのほかの特別な事情があったかどうか伺いたいと思いま

す。 

○齊藤決算審査特別委員長 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長 

 先生の人数は４０名ということで、変わりはございません。今回、令和３年度においては

対象者が６１名ということで、実際に人間ドックを行った方が２０名で、あと健康診断４０

名となっております。あと、もう１名については、育児休暇ということで健診は受けてござ

いません。今回ここで支出している分については、町立で４０名受けた方の費用ということ

で支出してございます。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一菅敏範委員 

 ２４８ページの１７節備品購入費なのですが、ここで図書購入費は分かるのですけれど

も、この下にコンパクトディスク１６万円が支出されていますが、これは何か図書のＣＤ版

か何かでしょうか。そこだけ確認させてください。 

○齊藤決算審査特別委員長 

松久図書館長。 

○松久社会教育課長兼図書館長 

 ただいま質問にありましたコンパクトディスクの中身なのですが、通常の歌謡曲といいま

すか通常の音楽でございます。童謡だとか、あと、はやりの歌謡曲だとか、ＣＤを購入した

金額でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ２２０ページです。４項学校給食費、１目学校給食費、１節報酬で伺いたいと思います。 

会計年度任用職員の報酬の実行額が半分以下になっているのですが、これは、採用人数が

当初計画より減少したのか、また途中で退職者が出たのか、その要因についてお聞きしたい

と思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

梅津学校給食センター所長。 

○梅津学校給食センター所長 
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 途中で退職した者もおります。実際、令和３年度に支出したのが６名となっております。

うち２名途中退職しております。 

以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 結果的には、途中退職をした後の補充はされなかったという理解でよろしいですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

梅津学校給食センター所長。 

○梅津学校給食センター所長 

 採用というか、募集はかけておりましたけれども、応募がなかったというのが現実でござ

います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ２４８ページの１７節備品購入費で、図書購入費３３０万円ほど購入されているのですけ

れども、この中で町民の方からのリクエストがあって購入されている分もあるかと思われる

のですが、その冊数なり金額なりはいかがでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

松久図書館長。 

○松久社会教育課長兼図書館長 

 ただいまの質問のリクエストの図書についてなのですが、金額のほうは正直把握してござ

いませんが、年間大体６０件ほどリクエストがありまして、できるだけその要望に添いなが

ら購入するよう心がけております。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ２０８ページであります。１項教育総務費の３目教育振興費、１８節負担金のところなの

ですが、大樹高校の通学費等の補助金であります。予算委員会のときも、支払いの内容等に

ついてお聞きしましたが、大変通学費の定期の買い方とか何かで積算が人数だけではなかな

か難しいという話も聞いていました。令和３年度は、１,６９５万円の予算で実行額が９６

０万円であります。４００万円が減額になっているのですが、この要因というのは生徒数の

減少だけなのか、それ以外の要因も絡まっているのか、そこだけお聞きしたいと思います。 
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○齊藤決算審査特別委員長 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長 

 ここの通学費の関係でございますけれども、当初予算で見込んでいた部分については、ま

ず入学者数を２間口ということで４０名分の入学時の補助を見込んでおりました。また通学

費としましては、新入時から３年生までということで５６名分を見込んでおりました。実際

に、令和３年度の入学者数については２２名ということで、その分の見込んでいた入学者数

が減ったということでございます。また、通学の部分についても、当初５６名ということで

見込んでおりましたけれども、実際に入学者が減ったということもございまして、通学費に

ついては３５名分の支出となってございまして、トータルしまして９６０万円の支出という

ことになっております。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 先ほどもお聞きしたのですが、約４００万円の減額につきましては、今の説明の中では入

学者の減少で、１年生から３年生まで５６名分を見込んだものが実際には３５名分になった

人数の減少だけで、ほかの要因はないという理解でよろしいですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長 

 議員おっしゃるとおり、人数だけでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ２１４ページの１８節日本体育学校健康センターの支出がされているのですが、事故報告

というか件数、小中学校とも教えていただきたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長 

 まず、小学校につきましては、１３件で８万９,２８０円ということでございます。中学

校につきましては、１２件で６万７,４４０円でございます。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 
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ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 ２１２ページの小学校費の中の１３節使用料、賃借料で、テレビ受信料というのがありま

す。これはどこに設置されているテレビなのでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長 

 それぞれ学校に設置しているテレビでございます。２台分でございます。（発言する者あ

り）設置している場所ですか。失礼しました。校長室と職員室でございます。それぞれそこ

に設置しているということでございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ２２４ページの委託料の中の給食センターの食べ残しの残渣物の処理というか、学校から

戻ってきて、その先はどのように処理されているのかを教えていただきたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２５分 

再開 午前１０時２５分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

梅津学校給食センター所長。 

○梅津学校給食センター所長 

 これにつきましては、町内の業者に一般事業系廃棄物ということで、給食センターから南

十勝複合事務組合のほうにごみ運搬をお願いしているものです。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ２１４ページ中段に扶助費それぞれ２００万円ほど小中と支出されているのですけれど

も、認定率をまずお聞きしたいのと、十勝管内の認定率の平均が分かれば、お知らせいただ
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きたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長 

 認定率は、具体的に数字は出してございませんが、それぞれ申請が上がってきた時点で民

生委員の意見書であったりという部分、あと、基準に沿っているかということで、そういう

方が上がってきておりますので、令和３年度については、申請された方については全員認定

しているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

十勝の平均。 

○井上学校教育課長 

十勝管内の状況については、申し訳ございません、調べておりません。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２８分 

再開 午前１０時３０分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長 

小学校につきましては８.９％でございます。中学校については１２.５％でございます。

ただ、議員おっしゃる、十勝管内については各町村で認定しておりますので、実際に資料は

各町村から取り寄せなければ分からないという状況でございます。 

以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 同じく２１４ページの役務費で学力検査、教育研究所の先生方が中心でやっているという

ことは推測できるのですが、教育委員会として、データの処理なり教育委員会の中での話合

いだとかの学力について、どのように利用されているのかお聞きしたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 
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 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３１分 

再開 午前１０時３１分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ２１０ページの３目教育振興費の２０節貸付金であります。奨学金の貸付金が年々減少す

る傾向にあるということは各委員会で何回かお聞きしているのですが、令和３年度の実行額

も当初予算の５０％以下の実行となっています。子どもの人数の減少についてもあるのです

が、実際に対象となる人数、進学者数の傾向というのは年々減少しているのか。それとも、

大学とか専門学校が少なくて、高校のほうが多いと。人数は変わらないけれども、貸付金の

額ですね、その辺の事情というか、見込んだ額の５０％以下になったという大きな要因につ

いてだけお聞きしたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長 

 奨学金の関係でございますけれども、令和３年度については、大学が７名、専門学校が４

名、高校が１名の貸付けとなっています。令和２年度につきましては、大学が８名、専門学

校が７名、短大が１名、高校が１名の貸付けということで、前年に比べて２００万円ほど減っ

ております。 

 傾向としましては、平成３０年については大学が１３名いたということで、令和３年度に

ついては半分近く減ったこともございまして、年々減少していると感じております。それ以

外も、専門学校についても７名から４名に減ったということで、貸付けについては減ってき

ていると考えております。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 この原因の押さえにつきましては、平成３０年の大学進学者１３名で令和３年度は７名と

減ってきているというように、人数の減少は大きいということをお聞きしましたが、先ほど

もう一つお尋ねした、進学者の数自体が落ち込んで、それと比較して希望する人が減ったの

ではなくて、進学している人は増えているのだけれども、奨学金の貸付金を希望する人が
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減っているというような押さえをしているのか、同じような進学者の数で減っているのか、

その状況についてお聞きしたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長 

 大樹高校から大学に進学したという部分についての人数は分かるのですが、他の高校から

大学等に進学された方も貸付けの対象となりますので、そういう部分について全体の把握と

いうことは、実際問題できていないという状況でございます。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 間違っていたらすみません。２２８ページの社会教育事業の中の予算でよろしいのかと、

分からないものですから。 

その中で、以前の事業名でいけば生涯学習ネットワーク事業ということで、資料によりま

すと、背骨のコンディショニングということで１学級しかここになかったのですけれども。

生涯学習ネットワーク事業ということで、令和３年度の事業というのはこの一つだけだった

のですか。従前はもっとたくさん自主学習活動があったのですけれども、１学級でよろしい

のでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

松久社会教育課長。 

○松久社会教育課長兼図書館長 

 今ご質問の社会教育事業の講師と謝礼の関係、自主学級も含めての関係なのですけれど

も、実際、教室のほうは令和３年度、自主学級は二つやっておりまして、背骨コンディショ

ン、それと、らくらくストレッチ学級を行ってございます。 

 それと併せて、社会教育事業の講師謝礼の部分でいきますと、ほかには、教育の日の講演

会、それと生涯学習講座ということで、皆さまを集めて、いろいろな教室といいますか講演

を行っているところでございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ２学級ということで分かりました。分かったのですけれども、生涯学習センターに来られ

た方なり、それぞれ女性関係の団体なり、何か少し教育委員会として学級数が少な過ぎると

思われて、もう少しＰＲしたら活発になるのではないかと思っているのですけれども、そこ
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ら辺のＰＲの仕方はどのようにされておりましたか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時３９分 

再開 午前１０時３９分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 ２１６ページの１０節需用費、中学校の燃料費が当初予算５６０万円くらいの予算で８１

７万８,０００円という支出になっております。ちなみに、小学校のほうは４００万円くら

いの予算で４００万円ちょっとですから、中学校があまりにも燃料費が増え過ぎているので

はないかという気がするのですが、この要因をお聞きしたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長 

 中学校費の燃料代で８１０万円支出してございます。小学校に比べて額が大きいのですけ

れども、それにつきましては、中学校は小まめに冬期間かけて換気をしている関係で、結構

学校自体が冷えるということで、その分暖房を焚いて温度を上げているということで燃料代

が高くなったという理由になっております。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、１０款教育費の質疑を終了します。 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４１分 

再開 午前１０時４５分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 
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休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

 次に、２４７ページ、２４８ページ、１１款災害復旧費について、関係説明員から順次説

明を求めます。 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

２４７ページ、２４８ページにかけまして、１１款災害復旧費、執行はございませんでし

た。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 １１款災害復旧費の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、１１款災害復旧費の質疑を終了します。 

 次に、２４７ページから２５０ページまで、１２款公債費について、関係説明員から説明

を求めます。 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

２４７ページから２５０ページにかけまして、１２款、１項ともに公債費で７億７,４８

３万１０７円、１目元金７億５,５１０万７,３７７円。 

２目利子１,９７２万２,７３０円となってございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 １２款公債費の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、１２款公債費の質疑を終了いたします。 

 次に、２４９ページから２５２ページまで、１３款諸支出金について、関係説明員から説

明を求めます。 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

２４９ページから２５２ページにかけまして、１３款諸支出金１３億１,８１０万６,９７

６円、１項特別会計繰出金、１目事業会計繰出金ともに同額の２億７,６５６万２,０００円。
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ここでは、４特別会計への繰出金となってございます。 

２項、１目ともに特別会計出資及び補助金で７億８,９９０万５,９７６円。ここでは、水

道事業及び下水道事業並びに病院事業に対する補助金等となってございます。 

次に、３項、１目ともに基金費で２億５,１６３万９,０００円。ここでは、歳計剰余金、

寄附金、預金利子などを原資として、１０の基金に積立てを行ってございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 １３款諸支出金の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、１３款諸支出金の質疑を終了いたします。 

 次に、２５１ページ、２５２ページ、１４款予備費について、説明員からの説明を求めま

す。 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 １４款、１項、１目ともに予備費、当初予算は１,０００万円でございましたが、名誉町

民の福原勉元町長が逝去されたことから、町葬を行う経費について２款総務費、１項総務管

理費、１０目諸費の町民慶弔費に４８１万３,０００円を充当してございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 １４款予備費の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、１４款予備費の質疑を終了いたします。 

 休憩します。 

 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１１時００分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

次に、事項別明細書の１９ページから６６ページまで、歳入について、関係説明員から説
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明を求めます。 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

歳入を説明させていただきますので、１９ページ、２０ページをお開き願います。 

令和３年度一般会計歳入の決算について、款項目順に収入済額などについて順次説明いた

します。 

初めに、１款町税、収入済額９億１,４３７万２４円、不納欠損額１９８万８,６２４円、

収入未済額１,７８６万１,２０３円。１項町民税、収入済額３億９,８９０万４,７７１円、

不納欠損額４万５,２１８円、収入未済額１,０８５万９,０７１円。１目個人、収入済額３

億２,２３２万１７１円、不納欠損額４万５,２１８円、収入未済額、現年課税分１４９万８,

７２８円、滞納繰越分９０９万３４３円、計１,０５８万９,０７１円でございます。 

２目法人、収入済額７,６５８万４,６００円、収入未済額、現年度課税分３万円、滞納繰

越分で２４万円、計２７万円。 

２項固定資産税、収入済額４億３,６９０万８,２００円、不納欠損額１９４万３,４０６

円、収入未済額６３７万３,５３２円。１目固定資産税、収入済額４億２,７６９万３,７０

０円、不納欠損額、滞納繰越分で１９４万３,４０６円、収入未済額、現年度課税分１０２

万２,１００円、滞納繰越分で５３５万１,４３２円、計６３７万３,５３２円。 

２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金９２１万４,５００円。 

次に、３項軽自動車税、収入済額２,０９６万３,６５７円、収入未済額６２万８,６００

円。１目環境性能割、収入済額６９万３,０００円。 

２目種別割、収入済額２,０２７万６５７円、収入未済額、現年度課税分７万１,６００円、

滞納繰越分５５万７,０００円でございます。 

次に、４項、１目ともに町たばこ税５,３０４万７９６円。 

５項、１目ともに入湯税４５５万２,６００円。 

次に、２款地方譲与税、１項、１目ともに自動車重量譲与税１億１,９２０万１,０００円。 

２１ページから２２ページにかけまして、２項、１目ともに地方揮発油譲与税４,１６９

万円。 

３項、１目ともに森林環境譲与税１,１３８万３,０００円。 

次に、３款、１項、１目ともに利子割交付金４８万６,０００円。 

次に、４款、１項、１目ともに配当割交付金２５０万２,０００円。 

次に、５款、１項、１目ともに株式等譲渡所得割交付金３０５万４,０００円。 

２３ページ、２４ページにかけまして、６款、１項、１目ともに法人事業税交付金１,２

４５万円。 

次に、７款、１項、１目ともに地方消費税交付金１億４,６３６万６,０００円。 

次に、８款、１項、１目ともに環境性能割交付金１,１２３万７,０００円。 

次に、９款、１項、１目ともに国有提供施設等所在市町村助成交付金３８万２,０００円。 
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２５ページから２６ページにかけまして、１０款、１項、１目ともに地方特例交付金１,

８８８万９,０００円。 

次に、１１款、１項、１目ともに地方交付税３４億８,５７８万１,０００円。 

次に、１２款、１項、１目ともに交通安全対策特別交付金８６万円。 

２５ページから３０ページにかけまして、１３款分担金及び負担金、１項負担金ともに同

額の６,８１６万３,５３５円、収入未済額４６万９０９円、１目総務費負担金８万７,１７

４円。 

２目民生費負担金３,６５６万４,１０５円。 

２７ページから２８ページにかけまして、３目衛生費負担金８,０５５円。 

４目農林水産業費負担金２５７万８,７７９円。 

２９ページ、３０ページにかけまして、５目教育費負担金、収入済額２,８９２万５,４２

２円、収入未済額、学校給食費負担金で４６万９０９円。 

次に、２９ページから３４ページにかけまして、１４款使用料及び手数料、収入済額１億

９,４４９万１３円、収入未済額４１９万８,８９６円、１項使用料、収入済額１億８,０４

５万３,９６３円、収入未済額４１９万８,８９６円。３１ページ、３２ページに移りまして、

１目総務使用料６３７万９,７１０円。 

２目民生使用料１７９万４,５００円。 

３目衛生使用料の収入実績はございません。 

４目労働使用料１,８００円。 

５目農林水産業使用料７,８２５万７,５２０円。 

６目商工使用料１２６万円。 

７目土木使用料、収入済額９,１１５万７,０８３円、収入未済額、住宅使用料及び河川占

用料で４１９万８,８９６円。 

次に、３３ページから３４ページにかけまして、８目教育使用料１６０万３,３５０円。 

 ２項手数料全体で１,４０３万６,０５０円、１目総務手数料２８３万７,５００円。 

２目衛生手数料９８５万４,５５０円。 

次に、３５ページから３６ページにかけまして、３目農林水産業手数料１３４万４,００

０円。 

 次に、３５ページから４２ページにかけまして、１５款国庫支出金１０億８,２７７万７,

３９６円、１項国庫負担金２億６,３８４万１,５４８円、１目民生費国庫負担金２億２,５

９１万９,９６１円。 

 ２目衛生費国庫負担金３,７９２万１,５８７円。 

２項国庫補助金８億１,６６０万２,２１６円、１目総務費国庫補助金３億５,３８０万２,

５０６円。 

３７ページから３８ページにかけまして、２目民生費国庫補助金３億１,６２２万８,８４

３円。 
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３９ページから４０ページにかけまして、３目衛生費国庫補助金３,４５４万９,０００

円。 

４目土木費国庫補助金１億１,０９２万６,８６７円。 

次に、４１ページから４２ページにかけまして、６目教育費国庫補助金１０９万５,００

０円。 

次に、３項委託金２３３万３,６３２円、１目総務費委託金２８万５,０００円。 

２目民生費委託金２０４万８,６３２円。 

次に、４１ページから５２ページにかけまして、１６款道支出金９億３,５１７万５,００

０円、１項道負担金、１目民生費道負担金ともに同額の１億１,８２０万１,０８０円。 

４３ページから４４ページにかけまして、２項道補助金７億９,４５３万８,６１６円、１

目総務費道補助金４億６,２１８万１００円。 

２目民生費道補助金６,５８２万６,１５９円。 

４５ページ、４６ページにかけまして、３目衛生費道補助金７１万１,９５２円。 

４目農林水産業費道補助金２億５,６４４万１,３０１円。 

次に、４９ページから５０ページにかけまして、５目消防費道補助金３００万４,０００

円。 

次に、６目教育費道補助金１３９万３,０００円。 

７目商工費道補助金４９８万２,１０４円。 

 ３項委託金２,２４３万５,３０４円、１目総務費委託金１,８６１万７,０７２円。 

２目農林水産業費委託金１８万２,２９７円。 

３目商工費委託金２４０万９,０００円。 

４目土木費委託金１２２万６,９３５円。 

５１ページから５４ページにかけまして、１７款財産収入４,１７０万１１２円、１項財

産運用収入１,１３７万４,８６７円、１目財産貸付収入１,１３１万１,２２４円。 

２目利子及び配当金６万３,６４３円。 

５３ページから５４ページにかけまして、２項財産売払収入３,０３２万５,２４５円、１

目物品売払収入４２３万３,０００円。 

２目不動産売払収入２,６０９万２,２４５円、前年対比６２１万３,５９８円の増。立木

売払収入が２４１万９,４０２円の減、土地建物売払収入が８６３万３,０００円の増となっ

てございます。 

次に、５３ページから５６ページにかけまして、１８款、１項ともに寄附金で同額の９億

１,７５２万５,０００円、１目一般寄附金１９９万円。 

２目指定寄付金９億１,５５３万５,０００円、指定寄附金の主な増減は、まち・ひと・し

ごと創生寄附金が５億９,８００万円の増、魅了あるまちづくり推進資金寄附金が３,８３２

万８,５００円の減となるものでございます。 

次に、１９款、１項ともに繰入金で同額の１億９,９７５万７,９９０円、１目基金繰入金
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１億８,５１２万１,５５０円。 

２目他会計繰入金１,４６３万６,４４０円。 

次に、５５ページから５８ページにかけまして、２０款、１項、１目ともに繰越金で同額

の２億２,２７６万１,２５９円。 

次に、５７ページから６４ページにかけまして、２１款諸収入、収入済額５億２,２３２

万９,２７９円、収入未済額６２万９,３６０円、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金と

もに同額の８１万３,９９９円。 

２項、１目ともに町預金利子１万７５６円。 

３項貸付金元利収入、収入済額１億１,５９４万８,４００円、収入未済額６２万９,３６

０円、１目高齢者等にやさしい住宅整備資金貸付金元利収入、収入済額３０万５,０００円、

収入未済額９万３６０円。 

２目災害援護資金貸付金元利収入、収入済額６万１,０００円、収入未済額５３万９,００

０円。 

３目大樹町中小企業特別融資事業貸付金元利収入１億円。 

４目奨学金貸付金元利収入１,５５８万２,４００円。 

４項受託事業収入５,５１２万６,３７５円。５９ページから６０ページにかけまして、１

目総務費受託事業収入３９６万２,６１７円。 

２目衛生費受託事業収入１３８万４,８０６円。 

３目農林水産業費受託事業収入４,９７７万８,９５２円。 

次に、５項、２目ともに雑入３億５,０４２万９,７４９円、前年対比１億４,３１７万２,

５２８円の増。増の主な要因は、役場庁舎建設に関わる二酸化炭素排出抑制対策事業費等補

助金１億３,３３１万１,０００円の増や地域海洋センター修繕助成金１,９６０万円の増な

どとなってございます。 

次に、６３ページから６６ページにかけまして、２２款、１項ともに町債２８億８,２８

６万９,０００円、１目過疎債１４億５,９５０万円。 

６５ページから６６ページにかけまして、２目辺地債７,８６０万円。 

３目臨時財政対策債１億１,６２６万９,０００円。 

４目公共事業等債９５０万円。 

５目公共施設等適正管理推進事業債１２億８９０万円。 

６目緊急防災・減災事業債１,０１０万円となってございます。 

以上で、歳入の説明を終わらせていただきます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 歳入についての説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 
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 ３２ページ、１４款使用料及び手数料の１項使用料、７目土木使用料の２節の河川使用料

で収入未済額が発生しているのですが、今まで河川使用料で収入未済額が発生したことがな

いと理解しています。未済額が発生した理由をまずお聞きしたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 ご質問にありました河川使用料の未済額３,３７４円についてです。 

 河川使用料における未済額が発生したのは、令和３年度のみとなってございます。過去に

は１件もございませんでした。 

令和３年度発生しました内容につきましては、１件です。河川使用料の内容としましては、

主に牧場を経営されている方に河川敷地の占用料として賦課している３,３７４円です。経

緯といたしましては、役場のほうに河川使用の占用を申し込んでいた方が亡くなられまし

て、最終的に現在はお支払いいただいているのですけれども、親族のほうにお支払いしてい

ただきました。また、その連絡を取るのに多少時間を要しまして令和３年度の未済額の記載

となっているのが経緯でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 同じく３２ページでお聞きいたします。 

 一番下の住宅使用料の関係です。町営住宅使用料の主要施策報告書を見ますと、現年度分

ですが、令和２年度は、徴収率が上がって収入未済額は少なかったということで徴収の方は

頑張っていたのかと思いますけれども、令和３年になって、調定額も減って、収入済額が増

えたのですが、この要因をまず教えてください。 

○齊藤決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 住宅使用料の収入未済額についてご説明させていただきます。 

 令和２年度と３年度で収納率が下がった点についてなのですけれども、徴収の方法としま

しては、我々管理しております債権回収マニュアルをとって担当者が定期的に滞納者のほう

へ出向いたり、また電話連絡をさせていただいて徴収しております。また、文書によります

と、決められた月数の滞納がありますと督促、催告をしているのですけれども、最終的に昨

年度から増えた要因といたしましては、債権者個人個人による事情を踏まえてもう少しいろ

いろな回収方法があったかと思いますけれども、その辺の対応不足というのも多少あったか

と認識しております。 

○齊藤決算審査特別委員長 
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 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 いろいろ担当者はご苦労されて徴収にあたっているわけですが、現年度分が増えると今後

の徴収が大変になってくるのかと思いますので、担当者は大変だと思いますけれどもよろし

くお願いしたいと思います。 

 そこで、過年度分について見ますと、なかなか減らない状況にあるのですが、主要施策報

告によりますと、不納欠損額が一つも載っていないのですが、過年度滞納分で不納欠損に該

当するような案件は一つもないのかどうか、あれば積極的に不納欠損していくべきと思うの

ですが、そこら辺お聞きいたします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

総括も入りますが、あるかないかだけ。 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 ただいまご質問にありました住宅使用料の未済額における過年度分についての内容です。 

 先ほど説明しました徴収の中で、多少なり払っていただいているのが現実です。なかなか

完納まではいきませんが、いろいろ誓約書の提出もいただいて分納返済していただいており

ますので、その中で私債権の中で返納いただきましたら債務承認していただいているという

位置づけになりますので、今後も金額は少ないかもしれませんけれども、多少なり返済して

いただきたいと考えております。 

 不納欠損の対象になるかならないかという話では、債務承認していただいておりますの

で、ないと認識しております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 ２０ページの町税の２項固定資産税、１目固定資産税、２節滞納繰越分なのですが、固定

資産の滞納繰越分の中で調定額が８５４万５,２３８円であります。その２０％以上の１９

４万３,４０６円が不納欠損額となっています。この金額については数年間で突出した金額

だと理解しますので、その理由をお聞きしたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

水津住民課長。 

○水津住民課長 

 ただいまご質問の固定資産税の不納欠損の部分ですが、１９４万３,４０６円ということ

で、対象者は２名で３１件の不納欠損なのですけれども、２件とも亡くなられた方の不納欠

損で、そのうちの１件については、平成２５年から令和４年３月３１日までの部分の固定資

産がかかっております。 
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詳細を時系列で申し上げますと、平成２８年にこの方はお亡くなりになっているのですけ

れども、平成２５年、２６年あたりから滞納気味になってきたものですから、当時の担当者

としましても返納するように随時連絡を取っていたのですけれども、なかなか約束が守られ

ないということで、平成２７年に滞納整理機構に預けた案件でありまして、その後平成２８

年に体調を崩されまして、そのままお亡くなりになったということで、平成２９年１月には

相続人の全員が相続を放棄してございます。 

それで、同じ年の５月に第一抵当権者が相続財産管理人を選定しまして買い手を見つけた

のですけれども、平成３０年には買い手が見つからず選任を取り消しております。平成３０

年にタイミングよく相続財産管理人の選任取消しを建設水道課で確認が取れておりまして、

その当時、行政区とか住民の方々から老朽化した家屋について危険の対象の危険家屋である

ということでどうにかしてくれないかという要望がございました。その中で町が申立人とな

りまして、再度、相続財産管理人を選定いたしました。 

その後、買い手が見つかりまして、令和３年に清算が終了しまして、配当金として６０万

５,１７３円の収入を得たのですけれども、その部分については国保税のほうに充当させて

いただきまして、今回その方の固定資産税が１８８万８,１０６円残ってしまったので、相

続の方も放棄しておりますし、相続財産管理人で清算が終わったということで、長い年月が

たってしまったものですから、固定資産税の都合上、毎年かかってしまうもので、このくら

いの金額になってしまったという経緯でございます。 

以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 ５０ページなのですが、１節社会教育総務費補助金、当初予算、地域学校協働本部事業補

助金３３８万５,０００円ぐらいの予算が、最終的に１３９万３,０００円に大幅に減少した

理由といいますか根拠といいますか、それをご説明願いたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

松久社会教育課長。 

○松久社会教育課長兼図書館長 

 地域学校協働本部の補助金の関係だと思います。 

そちらにつきましては、まず地域学校協働本部というのは、従来の学校支援の地域本部事

業を基盤に、支援から連携・協働へと転換して、地域と学校を結ぶ新たな体制が平成３１年

から始まっております。こちらの補助金で計上させていただいています。 

予算からかなり減っているというご指摘の件ですが、この事業をやるのに道から補助金を

いただいているのですが、国も予算がありまして、予算の範囲内で各自治体のこういう活動

しているところに配分されます。当初予算では、一応満額もらえるということで計上はして
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いるのですが、うちのほうも事業はしていますが、何分国の予算も決まっているものですか

ら、うちの事業をした経過に基づいて国のほうで算出した結果でございます。 

以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 ということは、事業規模が縮小したという解釈でよろしいですか。事業規模自体が少な

かったということですか。それとも、国のほうの予算が最終的に足りなかったという形のこ

とですか。結果的なこととして。 

○齊藤決算審査特別委員長 

松久社会教育課長。 

○松久社会教育課長兼図書館長 

 結果的には、私たちの要望している事業は、それを超えてはいないのですけれども、ある

程度消化といいますか継続して実施してございます。どちらかといえば、決められた予算の

中である程度いろいろなところで事業をやっているものですから、予算が足りなかったのか

と承知しております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 ２４ページの国有施設等所在市町村助成交付金の当初予算３０万円で、大体いつも３０万

円ですけれども、今年は３８万２,０００円で、増えた理由は何でしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 これに関しましては、国の算定によるものが大きいということでございます。対象となる

施設に対して増えているわけではなくて、算定の基礎が変わったということで若干の増と

なってございます。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入の質疑を終了いたします。 

次に、議案並びに決算附属書類、事項別明細書の内容全般について、確認漏れ等があれば
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質疑を受けます。質疑はありませんか。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 昨日、土木費でお聞きするのが漏れておりましたので１件お伺いします。 

 １９４ページの報償費、それから１９６ページの１８節負担金、補助及び交付金の中で、

大樹でかなえるマイホーム支援事業補助金がありますが、令和３年ということは条例改正前

のことだったと思いますが、例えば条例の別表１で、４項目あるのですが、町内在住者によ

る住宅の新築、建売住宅の購入、それと第２表には、町内建設業者による建設の場合加算額

５０万円とか、２番目には太陽光発電システム導入する場合１０万円、それから３番目には

子育て世代が同居する場合の中学校修了前児童が１人の場合は３０万円、２人の場合は４０

万円、３人の場合は５０万円ということでありますが、項目ごとの件数の資料があればお聞

かせください。 

○齊藤決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 大樹でかなえるマイホーム支援事業の内容についてのご説明をさせていただきます。 

 まず、町内在住者、それと移住者についてでありますけれども、約９０％の２９名の町内

在住者に支給してございます。残り１０％の３件の方の移住者に対して補助金を交付してお

ります。 

また、新築と中古の割合についてなのですが、約９０％、２８件が新築でございました。

残りの４件の約１０％が中古をご購入された方への補助金となってございます。 

また、建設業者が町内、町外により補助金の額は変わるのですが、その内容といたしまし

ては、町内の建設業者で建設された方が８件、町外の建設業者で建てられた方が２０件と

なっております。 

また、加算対象であります子どものいる世帯に対して支給した件数といたしまして１５

件、加算対象のお子様がいなかった方に支給したのが１３件となっております。 

 続いて太陽光の設置に対する補助についてですけれども、令和３年度におきましては、１

件補助してございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 もう一度確認させてください。 

 別表１の町内在住者による住宅、併用住宅の新築又は建売住宅の購入は１００万円の補

助額ですけれども、２番目に移住者による住宅、併用住宅の新築又は建売住宅の購入は１５

０万円の補助額、３番目に町内在住者による中古住宅の購入が８０万円、４番目に移住者に
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よる中古住宅の購入が１００万円、それぞれの件数が分かればということで先ほど質問した

のですが。 

それと、第２表でいけば、３番目の子育て世代が同居する場合、全体で１５件ということ

なのですが、中学校修了前の児童が１人の場合、２人の場合、３人以上の場合のそれぞれの

項目に分けた件数が、今分かるのであれば教えていただきたいなと思います。総体の１５件

は分かりましたけれども、１人の場合は３０万円、２人の場合は４０万円、３人以上の場合

は５０万円ということになっていますので、それぞれの項目に分かれた件数が知りたいので

よろしくお願いします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３９分 

再開 午前１１時３９分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

質疑ありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 土木費、１８８ページの大樹町橋梁長寿命化業務について、大樹町には１０３の橋がある

ということなので、点検結果をお聞きします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 橋梁長寿命化点検業務の最終的な点検結果をご説明いたします。 

 点検結果といたしましては、健全度を大きく１から４までの四つに区分されています。健

全度の１から４まで区切るのですけれども、１は機能的に支障がない、またその健全度の数

字が上がるごとに緊急的の措置すべき状況になっているというような区分でございます。一

番区分の多い４については、実質０橋になっております。また区分３は道路橋の機能に支障

が発生するおそれがある、早期的に措置を講ずるべき状況というのが７橋ございました。ま

た、健全度２の橋梁についても機能の支障がないが予防保全のために措置を講ずることが望

ましいという橋梁が４５橋。また、健全度が一番高い１については５１橋ございます。以上

が点検結果となってございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

西山委員。 

○西山弘志委員 
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 今言われた３番目、道路の橋の機能に支障が発生するおそれがあるという７橋はどこのこ

とを言っているかお聞きします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４２分 

再開 午前１１時４３分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

ほかに質疑ありませんか。 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 １５２ページの１４節工事請負費、同僚議員も昨日お尋ねして、この事業に関しては季節

労働者を対象として雇用を促すということで、１人当たり１万円で１３１人工というお話は

聞いたのですが、残りの執行額についての振り分け、機械代、あるいは産廃となった材木の

処理料とかといったものをお聞かせいただきたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時４４分 

再開 午前１１時４５分 

 

 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

 伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 芽武地区の農業用排水路の支障木伐採処理工事の詳細について説明させていただきます。 

 まず、工事の中身としましては、積算でありますけれども、処分費としまして４４０立米

を見込んでおりまして、その部分が１１０万円ほどとなってございます。それと、伐木の除

根工事が大きな部分を占めておりまして３００万円ほどとなっております。そのほかに先ほ

ど伐木した部分を集積するのが今回雇用する人夫の賃金という形になっておりまして、それ

らの工事に係る部分と、あと諸経費等の部分で今回の工事費が５２８万円ということになっ

てございます。 
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○齊藤決算審査特別委員長 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 今集積と言われたのですけれども、集積したその後の処理というのはどのようにされてい

るのか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 集積した処理については、産業廃棄物として産業廃棄物処理場まで運搬して処分している

ということでございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 ２２ページの１節森林環境譲与税についてなのですが、頂いた資料で、結果的に譲与基準

というのは市町村ごとの私有林人工林面積、それと林業就業者数、さらには大樹町の人口の

基準で案分されて譲与されるとなっておりますが、令和３年度においては令和２年度の国勢

調査の確定値で決まったと。今後も似たような数字であれば、毎年同じような譲与税収入が

得られるのかなと解釈したのですが、この解釈でよろしいのですか。毎年金額は変わるとい

うことでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 森林環境譲与税の関係でございます。 

私有林人工林面積、林業就業者数、人口、これで算出されてくるのですけれども、国勢調

査人口と世界農林業センサスの結果を用いて数字がはじかれます。現在、実は全国の森林環

境譲与税の原資というのは４００億円でございますが、令和４年度、令和５年度から５００

億円になります。令和６年度から６００億円、ここで満度になるのです。ということで、算

定方法の基礎数値は５年に一回程度変わってくると、統計調査が５年に一度になりますの

で。ただし、譲与する全体額が１００億円、２００億円と増えていきますので、令和４年、

５年は概ね１,５００万円前後、その後は１,８００万円前後になるのだろうと見込んでいる

ところでございます。 

以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 
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吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 一つ確認させてください。 

 １９０ページの一番上の橋の関係なのですけれども、紋進橋修繕工事１,４７７万３,００

０円、その下に大樹町橋梁補修工事があります。修繕と補修と名前が違うので、工事が違う

のかとは思いますけれども、大樹町橋梁補修工事の資料をもらった中で二つの工事がありま

して、紋進橋、中島新橋の関係、紋進橋は修繕もあります。補修工事の中の紋進橋のほうは

支障補修工というのですかね、それとモルタル補修、ひび割れ補修という工事をやって２,

５３４万４,０００円の支出がこの部分ではあるのですけれども、修繕工事と補修工事とい

うのは、それぞれ紋進橋では実際にやられているのかどうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 紋進橋につきましては、令和３年度において２回修繕並びに補修工事を実施してございま

す。まず修繕工事費につきまして１,４７７万３,０００円については、交付金の都合等ござ

いまして繰越明許費で執行した部分でございます。また、大樹町橋梁補修工事費といたしま

して２橋の総額３,７５６万５,０００円を執行してございます。先に説明したとおり、紋進

橋と中島橋の２橋の補修工事を実施してございます。紋進橋につきましては、２工区といい

ますか二つの工事に分かれているという理由といたしましては、大きいところが社会総合交

付金の支給を受けるためにといいますか、交付金の交付方法により２工区に分けて実施した

状況がございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 １４８ページの４款衛生費の中の４目予防費の１８節負担金、補助金でお聞きしたいと思

います。 

ＰＣＲ検査費用の助成金として４９万６,０００円支出しているのですが、分かっていれ

ば、何名分だったのかお聞きしたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 瀬尾保健福祉課参事。 

○瀬尾保健福祉課参事 

 ＰＣＲ検査費用助成金につきましては計６２名分で、１件８,０００円の助成をしており

ます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 
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ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入歳出決算全般についての質疑を終了します。 

 

   ◎延会の議決 

○齊藤決算審査特別委員長 

 お諮りします。 

 委員会運営の都合上、本日はこれで延会とし、明日１４日午前１０時から委員会を再開

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本日は、これにて延会とし、明日１４日午前１０時より委員会を再開いたしま

す。 

 

    ◎延会の宣告 

○斉藤決算特別委員会委員長 

本日は、これにて延会いたします。 

 

延会 午前１１時５４分 
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令和３年度決算審査特別委員会会議録（第３号） 

 

令和４年９月１４日（水曜日）午前１０時開議 
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いて 

 第 ９ 認定第  ８号 令和３年度大樹町下水道事業会計決算認定について 
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○地方自治法第１２１条により出席した者の職氏名 

 町 長                     酒 森 正 人 

 副 町 長                     黒 川   豊 

 総 務 課 長                     吉 田 隆 広 
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 住 民 課 長                     水 津 孝 一 

 保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼 

 町立尾田認定こども園長兼学童保育所長          清 原 勝 利 
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 保健福祉課参事                     瀬 尾 さとみ 

 保健福祉課参事                     明日見 由 香 

農林水産課長兼町営牧場長                松 木 義 行 
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○本会議の書記は次のとおりである。 

 議会事務局長                     佐 藤 弘 康 

 係     長                     小 松 真奈美 
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開議 午前１０時００分 

 

   ◎開議の宣告 

○齊藤決算審査特別委員長 

ただいまの出席委員は１０名であります。 

 定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

本日の審査日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

   ◎日程第１ 委員会記録署名委員指名 

○斉藤決算審査特別委員長 

 日程第１ 委員会記録署名委員の指名を行います。 

委員会記録署名委員は、規定により、委員長において、 

 辻 本 正 雄 委員 

  吉 岡 信 弘 委員 

を指名いたします。 

 

◎日程第２ 認定第１号 

○斉藤決算審査特別委員長 

日程第２ 認定第１号令和３年度大樹町一般会計決算認定についてから日程第９ 認定

第８号令和３年度大樹町下水道事業会計決算認定についてまで、以上８件を一括議題といた

します。 

日程第２ 認定第１号令和３年度大樹町一般会計決算認定についての件は、昨日までの委

員会において歳入歳出決算全般に関する質疑が終了していますので、これより総括質疑に入

ります。 

総括質疑はありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

スクールバスやこども園の送迎についてお伺いします。 

スクールバス内や幼稚園の送迎バスに学童や園児が置き去りにされる事故が発生し、幼児

が犠牲となっております。幸い、大樹町ではこのような事故は発生していないと思っており、

関係者の日頃の対策、努力のおかげかなと思って感謝するところであります。 

そこで、これまで町や教育委員会が、バスの委託先、学校、こども園にどのような指導を

されてきたかお伺いします。また、この指導によって委託先、学校、こども園ではどのよう

な対策を取っているかお伺いします。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 井上学校教育課長。 
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○井上学校教育課長 

 スクールバスについては８台運行しておりまして、運転管理者、業者に対しまして安全運

転を励行するように常日頃から連絡を取りながら、指導しながら運行していただいていると

ことろでございます。また、中には介助が必要な児童もおりますので、そういうバスについ

ては、介助員をつけてスクールバスを運行しているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

清原保健福祉課長。 

○井上保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長井上 

 保育園の通園バスですけれども３台運行しておりまして、３台とも運転手のほかに介助員

が乗っておりまして、常時見守りをしております。また、降りる際はもちろん、乗りっ放し

になっている児童がいないかについても確認しているところです。 

 以上です。 

○斉藤決算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 いろいろ対策を取られるということなのですが、去年もあって、また今年も事故が発生し

ているのですが、人間が目視なりするということで、それが怠ってこういう事故が発生した

ということなのですが、仮に子どもが置き去りにされた場合に、乳児とか小さい幼児では無

理かなと思いますが、バスのクラクションを鳴らして置き去りにされたという訓練をしてい

るところがあるようですが、こういうことも必要でないかと思いますが、どうでしょうか。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

 置き去りの事件が起こりまして、そういった同類の人的な確認ミスに起因する事故の防止

対策ということについてのご質問でございますが、そういった対応を取るということは非常

に大事なことだと考えているところであります。ただ、今のところ最優先すべきは、子ども

達の乗車後、乗務員が忘れ物だとか、降り忘れている子がいないかどうかというのをしっか

り確認するということを、今もしていますが、それについては、再度申入れをして、しっか

りと手抜きがないように対応するべく指導のほうをしてまいりたいと思っております。 

 また、そういったミスが重なって、置き去りが起こったようなことに対する訓練というの

は、この後、小学校、中学校の送迎バスにおいても、特に低学年も乗ってございますので、

検討していかなければならないかなと考えているところでございます。 

 以上です。 

○斉藤決算審査特別委員長 
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 関連で、菅委員。 

○菅敏範委員 

 今、同僚議員から保育園、小学校の通園・通学バスの安全対策の話があったのですが、教

育長から今後の話もありました。最初の説明の中で、こういう対策を取られているというの

は、僕もそうなっていると思っています。これは全国津々浦々のそういうところで、一応そ

ういう決まりがあるのではないかと思っています。ただ、実際それが丁寧に実行されている

かが問題なのですよ。 

今回の報道で知り得たのは、通常は運転手と同乗者がチェックしていると。この事故が起

きたときには、園の理事長が運転して、そして派遣職員がいたと。理事長は、本来であれば、

職員を指導するポジションにいる人が、全く気づかなかったという状況の話ですから、これ

ができますといっても、本当に機能しているかというのは微妙な差があることが想定されま

す。 

それで、やっぱり二重三重の、忘れ物を確認するだけではなくて、降車した後の人数確認

だとか、それからクラスに入ってからというか、園児が保育園に入った後の確認行為などを

手抜かりのない、漏れることのないようにしていく方向を、指導というポジションではなく

て、議論をして、そういうふうにしていく方向付けをしっかりしていっていただきたいと思

いますので、教育長の考えを聞きたいと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

 ただいま、議員のご発言にあったとおり、今回の事案というのは、やって当たり前のこと

がやられていなかったという、極めて人的なミスが重なったということが大きな原因だと

思っているところであります。 

したがいまして、委託先とそこの情報共有と指導をしっかり確認していくということもそ

うですし、実際に子ども達が乗っているわけでございますので、学校側、それから子ども達

の声等も定期的に収集しながら、改善すべき点があれば、すぐに業者、委託先、それから学

校、関係者等々と情報共有しながら、改善をその都度、その都度タイムリーにやってまいり

たいと思っているところであります。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 昨日、説明いただきました職員の研修のことについて伺います。 

 課長職、主幹職という重要なポジションにある方の研修参加が非常に少ないと、あるいは

ゼロという結果が出たのですが、職員研修の在り方として、都合がつかないとか、日程が合

わないとかというレベルではなくて、私は、当然、出張命令で行かなければならないし、職
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員全体を指導していく立場にある人が、指導ができるような理論的なレベルに達していない

とうまくないのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 

 一昨日、私のほうで研修について回答させていただきました。 

 一部漏れもあったかもしれませんが、この間の説明と重複するかもしれませんが、研修の

内容によって、この研修に関してはどの職員が行くべきかというのを判断して決めてござい

ます。まず研修の基本として１年、２年目、５年目、それと係長職、主幹職、課長職になっ

た場合には必ず行ってもらうという研修がございます。そういうのは決めてございます。そ

れ以外に、自主研修としていくという部分で、自由に手を挙げてもらうという研修がござい

ます。 

 令和３年度に関しましては、主幹職１名ということで管理職が大変少なかったのですが、

令和３年度の実情を申しますと、課長職、主幹職に新たになられた方が圧倒的に少なくて、

２名だったということで、そのうち１名は出席していただいているということです。今年は

また新たに主幹職、課長職になっておられる方がおりますので、そこの職の方には今年は課

長職の研修、主幹職の研修に必ず行ってもらっていますので、そういった必須のものに関し

ては、日程が何日かございますので、必ずその日程に合わせてもらい行くようにしておりま

す。 

ということで、日程が合わない部分に関しましては、そういう自己研修という部分に関し

ては、３週間くらい前に通知があるものですから、そういった部分で日程が合わない部分、

また研修に関しましては、比較的係長職をターゲットにした研修が主になっていまして、主

幹職、課長職に関しては、係長職の時代にそういった研修を受けている者がほとんどでござ

います。そういった事情がありまして、主幹職、課長職というのが比較的表に表すと少ない

ような数になっているというのが実情でございます。 

以上でございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 分かりました。 

今年はそういうふうに対応しているということですが、私の考えは、確かに入ったばかり

の１年目とか２年目とか５年目とかという職員は、基本的なところが最初は大事だと。それ

に、やっぱり上に立つべき人というのは、いつになっても勉強を退職するまでやらなければ

ならないのですね。幸いにして、大樹の役場でパワハラとかは聞かないけれども、指導する

うえで理論的に足りないと、ただ感情だけでいってしまうと、こういうところが少なからず

あったところでそういう問題が起こるということで、研修のレベルを課長、主幹という人た
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ちは一般職でもっともっと研修する機会は必要だと考えていますので、改めてもう１回課

長、主幹職についての対応をお願いいたします。 

○斉藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 職員研修の在り方についてご質疑をいただいているところです。 

 同じようなご質疑を令和４年度の予算の総括でも同僚議員からいただいておりました。 

私も、職員時代から職員の研修というのは、役場の組織を動かすためにも必要な最も重要な

部分といっても過言ではないかなと思っているところでもあります。 

 私ども職員研修に対しては、年間の職員の研修計画を総務課の担当のほうで作成し、それ

ぞれいろいろな知識でありますとか制度でありますとか、その段階、段階に応じた研修を受

けさせるように私どもが主体となって進めているところでもあります。 

ここ２年間、３年といってもいいかもしれませんが、コロナの影響もあって、なかなか研

修も、町村会、又は定住自立圏等の開催がままならなかった時期もありますが、今コロナ禍

にあって、研修制度の在り方も変わっておりまして、リモートで行うような研修もたくさん

行われております。 

幸い、実はリモートの研修が行われるようになってから、町村会でも言っていただきまし

たが、大樹町の研修の参加者が増えております。研修の中身によっては、他の町村に比べて、

この比較がいいかどうかわかりませんが、倍の数の研修を受けているという実態になってお

りますので、今後も機会を失うことなく、職員の研修についてはしっかりと対応していきた

いと思っておりますし、若い職員、中堅の職員、そして管理職、それぞれ求められるスキル

に応じた研修については、これからも鋭意取り組んでいきます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 地場産品研究センターに関して、今回の決算で維持費が１５２万４,３５２円。過去、昨

年も大体１５０万円前後弱くらい使っておりますし、それに対して、全て収支が合わないか

らというわけではないのですが、今年は随分使用料が、過去に比べると減っています。実際、

地場産品研究センターの利活用の現況をまずお聞きしたいなと思うのですが、その辺はどの

ようになっていますか。 

○斉藤決算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 地場産品研究センターの利活用の状況ということでございますけれども、令和３年度にお

きましては、年間の利用者数が２９２名という状況になっておりまして、令和２年度では３
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９９名という状況になっておりましたが、１００名ほど減っております。 

 要因といたしましては、令和３年度は、コロナの蔓延防止ですとか緊急事態宣言によりま

して、施設を利用中止とした期間もかなりありまして、そういった部分も令和２年度から令

和３年度にかけて減少した傾向かなと思っておりますが、全般的にここ数年の利用者は、あ

る程度３００人から４００人程度の人数ということで推移しているところでございます。 

 以上です。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 今利用者数を聞いたのですが、需要がない。私の記憶では、昨年、所管事務調査でいろい

ろお聞きしたときに、地場産品の研究センターの代行を別の場所でやっているところもある

と。たしかコスモールのほうだったかな、そのようなこともあるので、今後この施設そのも

のが必要というふうにお考えでしょうか。 

○斉藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長  

 地場産品研究センターの利用状況については、今、担当のほうから説明をしたとおりです。

私どもも、地場産品研究センターは、施設の老朽化も進んでいるということで、廃止等も含

めて検討した経緯が過去にはあります。ただ、あそこを使いたいという要望も実はございま

して、例えば学習センターに調理室がありますが、そちらのほうに誘導しようかなという思

いも実はあったことはあったのですけれども、いろいろな食料品を加工する段階において、

やはりあそこでの利用が望ましいという方々が、町内また町外の方も利用していただいてお

りますが、いらっしゃいます。 

今後どういう形であの施設を継続して利用していけるかというところについては、検討が

必要かなと思っておりますし、なかなか施設をリニューアルするというところも非常に財源

的には厳しいなという思いでおります。現在、利価値を図っていただいている団体の方々に

は、年間でそれぞれ、私どもの呼びかけに応じて清掃活動も行っていただいており、そうい

う部分では維持管理も含めて現在良好な状態にあるかなと思っております。 

 今後も利用が図れるような働きかけをしてまいりますが、何分にも、議員もご指摘のとお

り、施設が古いということもありますので、そこら辺を見据えた中で、利活用もどういう形

がいいかについては、所管事務調査もやっていただいておりますので、その報告の内容も含

めて、これから検討していく必要があるかなと思っております。５年、１０年使えるかどう

かというところは、ちょっと厳しいかなと思っております。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 
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 全く町長のおっしゃるとおりかなと私も常々考えておりますので、その辺の検討を、やは

り時間が経過するとともに施設というのは劣化していきますので、その辺も早急にいろいろ

と方向性を決めて進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 エキノコックス症対策について伺いたいと思います。 

 令和３年度に町内で捕獲したキツネの検体調査を実施するということで理解しているの

ですが、検体検査の結果がどのような形で出たのか、まず伺いたいと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

 エキノコックス症の検体の調査の結果ですけれども、４体検査を出しまして、４分の３が

陽性でありました。 

 以上でございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 ４分の３が陽性ということは、３頭が虫卵を抱えていたということですね。 

令和３年度の検体結果は７５％が陽性ということなのですが、令和４年度に検体検査を実

施する考えはありますか。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

 令和４年度の部分に関しまして言いますと、大体１２月頃に振興局より取りまとめがござ

います。その頃に要望があれば出すという形なのですけれども、何体出すとかという部分に

ついては、まだ検討中でございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 令和３年度が７５％の陽性結果でありますので、令和４年度も検体調査をして、今後の対

策を、例えばベイトの散布だとか等々いろいろありますけれども、町のエキノコックス症対

策の道しるべになるような結果が１年間でなく、２年もしくは３年というデータの中で、頭

数もある程度多いほうが現実に近い結果が出ると思いますので、そういう対応をぜひお願い

したいと思いますが、現状で、例えば令和３年度の結果でもって、４分の３の７５％の陽性



 

－ 10 － 

結果が出たから、何か町民向けに新たな対策を現時点で考えていることがあるとすれば、そ

こを教えてください。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

 現状で言いますと、保健福祉課でエキノコックスの検査を実施しておりますので、そちら

のほうで対応したいなと考えてございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 そうすると、今、新たな対策を考えていないとなれば、例えば令和４年度、あるいは令和

５年度の検体結果を参考にして、この陽性率が本当に例えば７５％毎年出るのであればとい

う結果に基づいて、新たな対策を考えていきたいということの理解でよろしいですか。 

○斉藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 私が申すまでもなく、エキノコックスが人体に及ぼす影響というのは深刻なものがあると

思っておりますし、そういう意味も含めて、私ども大樹町内に生息するキツネの４体取った

からどうかということではないかもしれませんが、継続して検体検査については実施してい

きたいなと思っております。 

その結果の公表も含めて、エキノコックスに対する予防策も含めて広報紙等で周知してい

くことが必要かなと思っておりますので、今後もエキノコックス対策に対する結果、又は予

防対策については、しっかりと町民の皆さまに周知を継続していくという取組が必要だと

思っております。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 男性職員の育児休暇の取得率についてお伺いします。 

 産後パパ、育休ということですね。夫の家事、育児の時間が長いほど妻は出産後、仕事に

復帰しやすいというデータが出ています。そして、また一つとして、次の子どもの出産の割

合も高く、少子高齢化対策にもつながるといったことから、職員の育児休業の内容をお願い

します。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 吉田総務課長。 

○吉田総務課長 
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 男性職員の育児休業の取得についてご説明させていただきます。 

 先週の議会のほうで、条例をお認めいただきまして、取りやすい環境の部分で、法律のほ

うも整備されていくものと思っておりますが、過去３年間で男性職員の取得率に関しまして

は、令和２年に１名あるのみです。それ以外に関して取得はございません。 

 以上でございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 西山委員。 

○西山弘志委員 

 今、１名と言われたのですが、聞いてびっくりしました。これからも産後パパ、育児をもっ

ともっと広める。この間話し合ったので内容は分かっているのですけれども、もう少し努力

してほしいなと思います。よろしくお願いします。 

○斉藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 今、総務課長から説明させていただいたとおり、取得の状況については、令和２年度に１

名ということであります。 

 今回、条例改正をお認めいただきましたが、少子高齢化に対応するという部分では、産み

やすい、育てやすい環境をつくっていくということが肝要だと思いますので、私どもも職員

のみならず、ぜひ町民の皆さまも含めて、男性が育児に関わるような環境になっていければ

なと思っておりますし、そういう意味では、職員に対する育児休暇の取得についても取りや

すいような環境づくりをしていく必要があると思っております。 

○斉藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 資料からですが、有価証券のことで、北海道衛星株式会社と北海道航空宇宙企画会社の中

で、５０万円と２００万円ということで、三角になって令和３年度末の残高はなくなりまし

たよということなのですが、有価証券ですので会社が倒産したらなくなったりすることは承

知なのですが、お金というのはどのようになったというか、株券の分のお金はどのように

なったのかお伺いしたいと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

菅企画商工課参事。 

○菅企画商工課参事 

 まず、北海道衛星株式会社についてですが、こちらにつきましては、昨年３月３１日をもっ

て解散しております。町の出資につきましては５０万円、１株５万円で１０株出資している

という状況でございましたが、最終的に清算結了が終わりまして１２万５,５００円の分配
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金の支払いで終了しております。ですので、出資５０万円に対してマイナス３７万４,５０

０円ということでありますが、平成１６年に大樹町のほうで設立した会社になりますので、

その間、固定資産税ですとかといったことでの儲けはあるのかなと思っております。 

 もう一つ、北海道航空宇宙企画株式会社、ＨＡＰと言われていた会社ですけれども、当初

の目的であった事業運営会社スペースコタンの設立がされたということもありまして、令和

３年９月３０日付で発展的に会社を解散しております。こちらにつきましては、町の単独出

資で２００万円という出資金でありましたが、それに対して令和４年２月２８日に清算結了

しておりまして、残余金１１万７,１２６円を町に返金しているところでございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 分かりました。 

ちょっと思ったことは、それぞれ事業体ですので、これからスペースコタンにしてもいろ

いろ関係することが起きたら、本当は１００あるものがこうやって１１とか１５ですよとい

うことはこれからもあるのですが、それについては、会社ですから、その中で出資者として、

株主と言っていいのか、株主としてこれからも注意していかないと、ここでいけば２５０万

円のものが十何万円というふうに、毀損というのかお金がなくなったような状態ですので、

これから途中で経営なりこれからの分についてもチェックしていかないと、航空宇宙に関し

ては一般財源を使わないのだよというせっかく高邁な理想で運営されてきても、実際的には

こうやってお金が毀損、毀損という言葉がいいのか減額という言葉がいいのかわかりません

が、そのようにして町民の財産が減っていくことになりますので、さらに出資とかについて

は注意をもって、参加というか運営というかしていただきたいと思っておりますが。 

○斉藤決算審査特別委員長 

黒川副町長。 

○黒川副町長 

 出資金につきましては、出資している関係上、株主総会等のご案内をいただいております。

そこで決算等々の資料もいただいておりますけれども、先ほど申しましたように、北海道衛

星につきましては５０万円出資して、町の施設に本社を置いていただいて、法人税等を払っ

ていただいていたというところでは、出資以上の見返りがあったのかなと思っております。

今回、残念ながら社長がお亡くなりになったということでやむなく会社を解散したものでご

ざいまして、これは致し方ないことかなと思っております。特に経営が悪くてやめたとかと

いうことではございませんし、ＨＡＰのほうにつきましては、そもそも町から全額出資して

新しい会社をつくるのだというところとその経費を賄うという部分もございましたので、そ

の部分につきましては活動費ということでございますので、町の財産が減ったとかというこ

とにはならないのではないかと思っております。 

○斉藤決算審査特別委員長 
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ほかに質疑ありませんか。 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

 柏林公園の維持管理、公園樹木剪定業務についてお聞きします。 

 大樹町の柏林公園は、象徴公園としての役割と、今は藤棚の観賞も含め、森林浴を楽しん

でもらうと以前お答えをいただきました。 

 町民の利用が大幅に減少していること、役場庁舎新築工事で多くの工事車両の往来があ

り、特に不便な状況の中でも、毎年１,０００万円を超える費用がかかります。景観の維持、

公園の整備については、私も重要なことだと考えていますが、やはり子どもから高齢者まで

町民の憩いの場として利用してもらえる公園を検討していくべきだと思うのですが、その点

についてお考えを伺います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 柏林公園の維持管理の話ではなくて、公園の利活用の話ということで、どうお答えすれば

いいでしょうか。柏林公園については、従前から柏を主体とした公園、議員のご発言にもあ

りましたが、藤棚も含めて公園を維持管理しているところです。 

 小さい子から高齢者までが憩いの場としての活用という部分では、若干ではありますけれ

ども遊具も整備をしているところでもあります。ただ、老朽化しているというところと、満

足いただけるような施設整備には至っていないかなと思っておりますので、今後どういう形

で柏林公園を活用していくかというところも含めて、これから検討されます総合計画等の施

設整備の中でも含めて、私は検討していくべきと思っております。 

 現在こういう形で遊具等を整備していくというところのプランは持ってはおりませんが、

また町民の多くの皆さまからのご意見を寄せていただいた中で、利活用についてはどういう

形が望ましいかも含めて検討していくべきと思っております。 

○斉藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 まずは、季節労働者対策として歴舟支障木の伐採という事業があったわけですけれど５２

８万円、そのうちの役務費というか労働費として１３１万円が支出されて、残りが運搬、伐

根、産業廃棄物の処理料ということで支出がされているのですけれども、支障木の利活用は

できないのか。特に大樹町の場合、バイオマスのチップを利用しているということで、支障

木を有効活用して、燃料として利用することができないのか、その辺をお伺いしたいと思い

ます。 

○斉藤決算審査特別委員長 
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伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 支障木の利活用という部分で、歴舟川の支障木の工事とはまた別に、町内の産廃事業者の

ほうでそういった建築廃材を使った利活用という部分で、チップを作ることも試験的に行っ

たところでありまして、晩成温泉のほうでも試験的に活用したことがございます。ただ、チッ

プが細か過ぎたり、物自体が木質ボイラーにはあまり合わなかったという結果にもなってい

るところでございまして、今後そのような課題も解決しながら支障木等の利活用を図ってい

ければ、再生可能エネルギーの利活用にもつながっていくのかなと思っているところでござ

います。 

 以上です。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 ぜひとも、こういった無駄になるというか、要らないものを利活用してエネルギーに変え

ていただければなと思っています。 

 それから、今回のこの事業に対しまして、本来の目的は季節労働者の雇用対策であるとい

う観点からすると、できれば、日額１万円の１３１人の人数がもう少し増えることがいいの

かなと思っております。以上、よろしくお願いいたします。 

○斉藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４１分 

再開 午前１０時４１分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長  

 令和３年度の決算の中身で内容を説明させていただきましたが、支障木の伐採処理に関す

る工事を行わせていただきました。一面では、季節労働者の冬期間の雇用対策というところ

も含めて事業をさせていただいているところでもあります。形としては、支障木の伐採処理

の工事ということで、全体の工事費の中で支障木の搬出等に携わっていただける賃金という

形で支出をさせていただいているところでもあります。 

 長年こういう形で季節労働者対策という意味も含めて、冬期間に工事を実施させていただ

いておりますが、傾向としては、ご参加いただける季節労働者の皆さまが減少傾向にあるか

なというところは否めないと思っておりますので、今後また新たな事業を行う場合には、工
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事を行う場所のボリュームもあるのですけれども、一人でも多くの季節労働者の方々に働い

ていただけるような部分については、意を注いでいきたいと思っております。何分にも高齢

になってきていることも含めて、なかなか労働力としての確保が難しいという部分もあるこ

とは、ご理解をいただきたいと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 町内のスポーツ団体の関係ですけれども、審判員や指導者の総体的な人口が減っている中

で、高齢化や不足が年々進んでいるように思いますが、教育委員会ではどのように認識され

ているか、まずお聞きいたします。 

○斉藤決算審査特別委員長 

松久社会教育課長。 

○松久社会教育課長兼図書館長 

 スポーツ団体の高齢化と審判員に対しての質問だと思いますが、やはり高齢化に伴い、体

育連盟の加入率もかなり下がってはきております。令和２年度は１７団体、会員７４５名い

た体育連盟の団体と人数なのですが、令和３年では１６団体、５６３名となって、少しずつ

下がっているような現状でございます。また、高齢化のほうも重なりまして、野球やソフト

とか、審判のほうもかなりご苦労なされているのかなという形でお伺いしてございます。 

 以上です。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 令和２年度から減ってきていると。４年度も減っていく状態なのかなと推測されますが、

その中で、このことについて教育委員会では何か検討されていることがあるか。また、その

ことの行動、実行、対策ですね、何か取られていることがあったらお聞かせいただきたいと

思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

 現状に対する教育員会の考え方ということでございます。 

 今、課長のほうから説明させていただいたとおり、体連への加入率の減少ですとか、会員

の皆さんの高齢化というところが問題であるということは説明したとおりでございます。 

そこで、特に今、有効策としてこれをやっていくというものは、正直これから検討してい

くことになりますが、まずは、体連等の各種競技団体の加入者の数を増やしていきたいなと

いうことと、それから審判員とかといった資格をお持ちの方の伝承、さらに、それをつない
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でいくということはやっていかなければならないかなと考えてございますので、各競技団体

主催の大会でありますとか講習会といったもののＰＲをしながら、教育委員会としても裾野

を広げてまいりたいと思いますし、各競技団体の課題等につきましてお聞きしながら、教育

委員会として対応できるところについては連携して取組をしてまいりたいと考えていると

ころであります。 

 以上です。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 教育長に正直なところをお話しいただいたと思います。 

こういう人口減少の中で人の確保というのはなかなか難しい面があって、有効な策はなか

なかないのかなと思いますけれども、それぞれの団体の連絡協議会等もあると思いますの

で、そういう現状を把握して、お互いにどうしていかなければならないかを検討していかな

ければならないのかなと思っております。 

 私も審判協会のほうに入っていますけれども、なかなか声をかけても入っていただけない

という状況もありますし、お互いにそういう団体が多くあると思いますので、知恵を出しな

がらやっていかないと、大樹町のスポーツ、町民の体力向上のためにもつながる団体育成で

すので、そこら辺よろしくお願いしたいと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

 今貴重なご意見を頂戴いたしました。いただいた意見を基にしながら、教育委員会のでき

ること、各団体と連携しながらやってまいりたい思いますので、改めてそのように答弁させ

ていただきます。 

 以上でございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

休憩します。 

 

休憩 午前１０時４９分 

再開 午前１１時００分 

  

○齊藤決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

 総括質疑はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 
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 滞納整理機構について伺います。 

 ２人、４５０万円ほど送って、４１４万円返ってきているのですけれども、結局どういう

人を送っているのか、それにもよりますが、私の考えとしては、結局回収できなかったもの

については、また役場に戻ってくると。最終的にはやっぱり町の職員でやらなければならな

いということになるのですよね。資料を見ますと、夜間と休日窓口を設けてやっていますよ

ね。そういうところで、都合がつかなくて、窓口の開いた時間以外でも納めてくると。また、

回収に対していろいろ苦労、エピソードは想像しますよ。そういうことができる職員のレベ

ルにあると私は思っているのですよね。だから、あえて滞納機構に送らなくても職員でやれ

ると考えているのですけれどもいかがでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 私は、国民である以上は納税の義務があると思っており、それが国を又は自治体を支える

根幹にあると思っております。ただ、何らかの理由で納税が思いどおりにいかない、又は納

める時期までに納められない方も町民の中にはいらっしゃいます。そういう方に対しまして

は、担当の職員をはじめとして、私どもからどういう形で納税が可能かというところはご相

談をさせていただきながら進めているところでもあります。夜間の納税窓口等も設けてお

り、その時間に限らず通常の時間ももちろん含めて、いかなる相談にも応じているところで

もあります。 

ただ、残念ながら、私どもの相談の呼びかけやそういうものに対して誠意をいただけない、

又はお約束したものに対してお約束を実行していただけない方も正直いらっしゃいます。そ

ういう方に対しましては、やはり納税するということを進めるにあたって、私どもでいかな

る手段を講じても状況が改善できない方については、滞納整理機構という組織がありますの

で、そちらに滞納の整理を委ねるということは、私の責任において今後も継続していきたい

と思っております。全ての住民の方から納税者になっていただける取組については、今後も

町の責務として行っていきたいと思っております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 ヤングケアラーについての質問です。 

ヤングケアラーというのは１８未満の子どものことをいうのですが、大人に代わって家事

や家族の世話をするなど、学校の授業などいろいろな面で影響が出ているのですが、実態の

把握をどのようにされているかお伺いします。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 
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○沼田教育長 

 ヤングケアラーに関する実態把握の方法についての状況でございますが、中学校において

は、道教委のほうから過日調査がございまして、実態調査ということで実施しているところ

でございます。調査の結果としては、大樹中学校には該当者なしということでお聞きしてい

るところであります。 

ただ、なかなか表に出にくいことでありますので、その調査だけに甘んじることなく、日

頃の生徒の生活実態を担任の目を通したり、教育相談の中で話をしたり、あるいは民生委員

からの情報提供等を受けながら、幅広く日常的に実態把握をしていく必要はあるかなと考え

ているところでございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 西山委員。 

○西山弘志委員 

 今そういうふうに言われるのですけれども、実際に、まさか子ども自身は言わないし、な

かなか家庭訪問しても親も言わない。一番大事なのは社会なのですよ。だから、いかに周り

の家とか社会の支援をどうするかに取り組まないと、把握できない。道から来て何がという

のはいいのですよ、でも実際に分かるのは隣近所。それを取り進めていく考えはありますか。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

 ただいまご意見にございましたとおり、本当に子ども自身も自分がヤングケアラーの対象

なのかという自覚がないということもあったり、家庭の事情をさらけ出すものになりますの

で、言いにくい、伝えにくいということは十分にあるかと思っております。 

そこで、先ほど申し上げましたが、道教委であるだとか、あるいは町教委だとかの調査と

いうことだけではなくて、そこには出てこないものもございますので、民生委員から情報を

いただいたり、あるいはＰＴＡの皆さんの日頃の情報だとかといった部分を幅広くアンテナ

を立てながら情報収集に努めていきたいと思っているところでございますし、実際にそう

いったことで心配ないでしょうかという教育委員会の情報提供なども今年度ございました

し、そういったものについて、また地域民生委員と情報共有しながら実態把握に努めている

ところでございますが、今後もより一層そういったことに意を尽くしてまいりたいと思って

いるところであります。 

○斉藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 新エネ有効活用モデル事業について何点か質問させていただいたのですが、一番気になる
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ところは、実証事業の進捗といいますか、モデル事業はバイオガスをトラクターの補助燃料

として利活用すると。さらに、それが現実として実用化されれば、大樹町が進めているゼロ

カーボン、つまり温室効果ガスを削減したり、今高騰している燃料費の補塡にもなったり、

いろいろなことが地産地消にもなりますし、実際、今進んでいる状況をまずお知らせくださ

い。 

○斉藤決算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 新エネ有効活用モデル事業で、令和３年度におきましては、家畜ふん尿由来のバイオガス

のトラクター燃料活用実証事業を行ったところでございます。 

この実証事業を行った結果といたしましては、ある程度本来トラクターの燃料として軽油

を使うところを、軽油の一部にメタンガスを活用するという部分では、軽油の消費量が減少

して、その分のコスト削減、そしてまたゼロカーボンにもつながっていくという効果もござ

いますけれども、ただ、バイオガス利用トラクターの生み出すコストメリットを比較いたし

ますと、まだまだコスト的には割高な部分がございまして、バイオガス生成装置ですとかメ

タンガスの吸着容器の価格も高額でありまして、これらを導入した場合のシステムの採算性

については、現在では厳しいという結果となっているところでございます。 

以上です。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 分かりました。 

 現実的に補助燃料として活用できるという段階にはあるということですよね。ただ、コス

ト的に課題があるということかなと理解したのですが、やはり今後、今回はモデル事業なの

で、いろいろな規模自体を大きくすると、コストメリットは発生すると思うのですが、何を

先に優先するかというのが非常に大事なことかなと思うのです。コストだけでいくのか、そ

れとも大樹町が進めているゼロカーボンを環境に適した方向性で示すのかというのが非常

に重要なところかなと思いますので、今後に向けては、これをどんどん拡大していくという

お考えはありますか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 今ご議論いただいている新エネルギーの関係のモデル事業につきましては、いろいろな実

証実験を行っております企業が、大樹町の、今回は酪農家でありますけれども、そこと協力

した中で、新しい農業分野におけるエネルギーの活用を検討する事業でありまして、実は大

樹町でやっていただいていることに対しては非常にありがたいと思っておりますし、この
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後、私どもの基幹産業である農業にも、またゼロカーボンの取組にも、有効な手段となって

いってほしいと思っておりますが、今回のこの事業に対して、町が意思を示して関わったと

いうところは正直あまりないということもありますので、今後、やったモデル事業の成果も

踏まえて、企業の方々が、そして協力いただいた酪農家の方々も含めて、モデルでやったこ

とを実際にどういう形で実証していけるか、実現できているかというところを検討されると

思いますので、その推移を見た中で、私どもがその中で取り組めること、関わりを持てるこ

とについては取り組んでいきたいと思っておりますので、モデルとして検討された中身につ

いては、今後の発展的な展開も含めて推移を見守っていきたいなと思っております。 

○斉藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 中学校の部活動の地域移行の関係でお聞きします。 

 国から何か通知がありましたら、その通知の内容をお聞かせください。ないのであればな

いということでお聞かせいただきたいと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

 中学校の部活動の地域移行について、国からの又は道からの情報の状況ということでござ

います。 

 国から過日、今後の部活動の地域移行の目的、それからスケジュール、課題等が出ており

ます。今後の移行に向けてのことにつきましては、まず、目標時期でありますが、令和５年

の開始から３年後の令和７年度末を目処として地域移行を図るという日程的なスケジュー

ル的なものが出ています。さらには、平日の部活動の移行はできるところから始めると。ま

ずは、休日の地域移行を先に進めるということであります。そして、自治体のほうに求めら

れることとしましては、今後、地域移行に向けた協議会を設置すること、さらには活動の実

施主体やスケジュールなどをそこで検討し、そして令和６年度に向けた取組の具体化を図る

ということが求められているという情報が来ております。さらにこれに準じた形で文化部の

活動についても同様の動きでという情報が来ているところであります。 

 また、国のほうは予算要望の時期でございますが、スポーツ庁の予算要望としまして、具

体的な今のところの数字で明らかになっているという情報が来ているところであります。 

 以上でございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 地域移行の内容を見ますと、こういう田舎のほうでは、なかなか民間移行が難しいのでは
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ないかということを思っています。民間で指導者等を見つけ、確保しなければならない。そ

れに対して今ありましたが、予算の関係もありますけれども、まず確保が、私は、大樹中学

校でいえば、十勝で考えて、中学校で行っている部活動に対して指導者が来ていただけるの

かどうかという根本的な心配をしているところです。 

そこで一つ、先ほど聞き忘れたことでこれに関連するのですが、町内のスポーツ団体審判

員、指導者にこういう人がいるということで把握されていると思いますけれども、一般の町

民の中でこれまで経験されて指導者になれるような人を把握しているか。そして、個人情報

を考えながら把握することも必要でないかと思いますが、そこら辺をお聞きしたいと思いま

す。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

 ただいまご質問にございました町内のスポーツ指導のいわゆる人材バンク的な情報の収

集と、そういったシステムがあるのかということについてでございますが、現在そういった

システム、情報についてはございません。したがいまして、地域移行の取組をにらみながら、

そういった情報を収集し、広く必要としているところに提供しながら円滑に地域移行を進め

ていくことが必要かと思いますので、今後の取組の中でそういった情報収集と、そういった

人材を活用するシステムをしっかり相談しながらつくっていくことは必要になるかなと考

えているところであります。 

 以上でございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 先ほど令和５年から７年の間で移行を図っていくと。具体的には令和６年度からというこ

となのですが、その中で、まず休日から行っていくと、ふだんの学校の放課後指導について

は教員が当たっていくということですが、分かる範囲でお答えいただきたいと思いますが、

今の段階では、令和７年以降について教員はタッチしないということなのか、そこら辺お聞

きしたいと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

 令和７年度以降の指導体制ということでございますが、国から例示されているものとしま

して、先ほど委員からございましたとおり、部活動のスポーツ団体等、いわゆる民間への委

託という方法とともに、現在スポーツ指導に関わっている教職員は、兼職という制度を取っ

て休日に別な立場で指導していただくということも一つの活動事例として示されていると

ころでございます。 
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ただ、本町としてどういった形が具体的に進めていく上で有効な手だてとなっていくのか

ということについては、現在、中学校の部活動で指導されている中学校の先生方の思いであ

りますとか実態なども把握した上で、どういった形で本町として取り組んでいくのかという

ことを、今後協議会を設置して相談していくことになると思いますが、そこで詰めてまいり

たいと思っておりますので、今のところ教職員がどの程度関わるのかということについては

白紙ということで、今後の検討事項ということでございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 これから検討されるという中で聞いているわけですけれどもが、先生の中には、今、教育

長おっしゃられたように、兼職を希望されている方も、中学校の部活動を一生懸命やりたい

先生も中にはいるのではないかと思いますので、そこら辺はこれからのことですけれども、

そういう先生方もいるという中でいろいろ検討していただきたいと思います。 

 スポーツ庁の答申によってこういう団体に来ているわけですが、今後、町内の競技団体等

も含めて協議されていくことになると思いますが、先ほどは人材の把握とかはしていないと

いうことですけれども、そういうことについてもぜひ検討していただきたいと思いますがい

かがですか。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

 ただいま、今後についてご意見を頂戴したところでございます。今、委員からありました

とおり、先ほども述べさせていただきましたが、一つの円滑な移行に際しまして、町内の人

材の情報を集約することはとても重要なことだと思いますので、そのことも含め、今後具体

化に向けて検討を重ねてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 町営牧場の運営について伺います。 

 町営牧場の使用料は、令和４年度から冬期舎飼として料金改定を実施することになりまし

たが、予期せぬ事態があり、令和３年度の冬期舎飼における餌の増量、それから飼料の高騰

がありました。令和４年度には、世界的な天候不順等々があり、さらに値上がりとロシア・

ウクライナ戦争の長期化も絡まり、さらなる飼料の高騰が進みます。ということは、令和４

年度から累積している町営牧場の赤字経営を少しでも緩和するために使用料の料金改定を

実施したところですが、実質、この料金改定が頓挫して水の泡になっている状況ではないか
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と思います。このままの状況で推移しますと、一層経営赤字が膨らむのではないかと思って

いるところです。 

このように通常では考えられなかった異常事態の中で、飼料の高騰が続く状況で、改善す

る見通しが立っていないので、臨時的な対応として何か方策を検討する考えはないか、伺い

たいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 町営牧場のみならず、生産資材、飼料、肥料の高騰は、おっしゃるとおりです。例えば肥

料・飼料を前年度、前々年度から比較すると１.７倍、１.８倍というところになっていると

いう話もございます。 

その対策につきましては、公共牧場も含めて、国、政府、北海道庁でいろいろ打ち出して

いるところではございますけれども、一時的な対応を取ったところで、これが高止まりする

可能性が非常に強いと考えてございます。特に、肥料原料は産出国の輸出調整といいますか

売り惜しみ、それから飼料に関しましては日本全体が買い負けしている状態です。非常に飼

料の購入意欲の旺盛な国がございます。また、ウクライナのそういった部分の穀類の不足も

実態でございます。 

今回、令和４年度から町営牧場の使用料を値上げしてございますが、牧場の運営も厳しい

のですが、逆に申し上げますと、地域の酪農畜産農家、肥料を使う畑作農家もそうですが、

そこも非常に苦しいと考えてございます。ですから、もし町営牧場が一時的にでも飼料高騰

分を反映させるなどという話になると、預けていただいている農家たちはもっと厳しくなる

という部分があろうかと思います。 

また値上げに際しましては、運営委員会のほうから、自分たちの経営計画の中に反映でき

るように３年程度は現状維持でお願いしたいという附帯意見もつけられてございまして、そ

ういった部分もある程度理解した上で考えているところでございます。 

牧場の赤字は、実際増えました。今年はもっと、収入は落ちるかもしれません。そういっ

た部分も含めて、引き続きコストの削減というのは取り組みますし、今回たまたま預託頭数

の減少に対しまして粗飼料の収穫量が十分確保できていますので、そういったものの販売、

また先般行いましたような不要物品、もしくは使える機械もあったのですが、町営牧場とし

て必要のないものにつきましては、財産処分を受けて収益の確保をした中で、利用料金につ

きましては３年間同じ、それから地域の預託者が経営計画の中に入れるように、また地域の

酪農・畜産・農業は全て厳しいことも踏まえた上で、取りあえずは今の状況で、町営牧場と

してはコスト削減を取り組んでいくということになろうかと考えているところでございま

す。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 菅委員。 
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○菅敏範委員 

 預託していない経営者も高騰した飼料を活用するのは同じ状況ですよね。ですから、厳し

いのですが、預託をしていない農業者も飼料の高騰に悩んでいる中で、国の一部補助等が今

検討されていますが、預託するとそのことが反映されなくて安い料金でという均衡を保つ必

要があるのではないかということで申し上げたのですが、今検討委員会の中で３年間の据置

の話もあるので、当面３年間については対応できないということがあったのですが、そこは

置きまして、これまでの議論の中で預託頭数が年々減ってきているという状況もありまし

た。そのことも牧場の経営赤字の大きな要因ということもあったわけです。 

 それで、預託頭数が減ってきている原因の一つの大きな要因として、伝染病の話もありま

した。この病気の話はどう解決されていくのか。病気の状況が改善されたら預託頭数が、飛

躍的にとは言いませんが、増える状況になって経営赤字の改善に一定の効果があるのか、そ

の辺の把握についてはどうなのでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 牧場預託頭数の原因の一番大きな理由の家畜伝染病の話でございます。 

 町営牧場の乳用牛に限っていいますと、９か月、１０か月ぐらいから分娩寸前の２４か月

ぐらいまで預託を受けてございます。現在、大樹町内には１２か月以上２４か月未満の乳用

牛、若牛と呼ばれる部分なのですけれども、全体で約５,０００頭おります。５,０００頭い

る中で、家畜伝染病の対策中の農家の飼養頭数が２,７００頭です。要は５５％程度が牧場

を使いたいと言っていただいても正常化するまではお受けできませんという状況になって

いるというのが実態です。 

その間、牧場に預けられない方たちは、自分たちで施設を整備して頑張っていただいてい

るのですが、そこが正常化した場合にまた牧場に復活するかどうかは個々の経営者とお話は

させてございませんのではっきりとは言えないのですが、現在のように、例えば生乳の生産

抑制が進んでいますが、これがインバウンド事業とかといったもので生乳が不足、逼迫する

ような状況になった場合、頭数を増やさなければなりません。その場合には、大樹町の農地

面積というのは１万４,０００ヘクタールで、これ以上大きくなりませんので、そうなると

育成部門、直接現金にならない部門に関しては、町営牧場もしくはほかの公共牧場をお使い

いただくという可能性は十分にあるものと理解して考えているところです。 

以上です。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 高騰する飼料の購入の関係でもって、今は指定業者というか、限られた業者から今の高い

価格で購入しているが、これを一般競争入札というような形でもっての購入ということは考
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えられないのでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 そういった部分での検討もしたこともございますし、一部については、現在の系統以外の

飼料を使った部分もございます。ただ、私どもでお預かりしているのは系統の組織の中で営

農なさっている皆さまですし、ほかの部分でも、現在の購入先とは様々な部分で連携してい

るところです。また本来、配合飼料の購入量を減らすとすれば、粗飼料の質を上げていくこ

ともございます。そういった努力もしながらやっていくのですが、今までのお付き合い、そ

れから預託者の方たちがご自分たちの農場で使っている餌と同じものを私ども牧場のほう

でも使ってございますので、そういった部分も踏まえて、全面的に見直すという部分は今の

ところ考えてございません。ただ、必要な部分である程度の金額の比較というのは今後も続

けますし、場合によっては、その一部を振り返るということは考えられることと思ってござ

います。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 今、何点かお聞きしたのですが、この状況で言いますと、冒頭申し上げたように、令和４

年度からせっかく赤字を少しでも減らすために、料金改定をいろいろな形で議論して、決め

たのですが、町営牧場の経営赤字の解消には道が遠いと言わざるを得ないと思います。何と

かしたいといっても、今の話でいうと、あっちもこっちも塞がり、具体的にこれを何とかで

きれば改善する余地があるという方法がないというふうに理解せざるを得ません。 

これ以上聞いても多分道は開かないのでやめたいと思いますが、最後町長に、何年間はや

むなしということで、これは状況変化を待つか何かがないと牧場の経営赤字については解消

が難しいという理解をしなくてはいけないということでよろしいですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 町営牧場の現在の状況等については、今、担当課長が説明したとおりです。牧場の経営を

見直すということも含めて、料金改定をさせていただき取組を進めています。その中で、運

営委員会の附帯意見として、酪農家等の経営のこともあるので３年程度は今の料金を維持し

てほしいという申入れも受けているところです。ただ、料金改定を計画した段階と今は少し

違っている状況もあって、牧場経営だけではなく、農業にも限りません。一次産業全般、又

はいろいろな経済において今の燃料の高騰等も含めて大きな影響が出ていると正直思って

いるところです。 
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 私どもも、地元の基幹産業である一次産業を守っていくためには、今の燃料高騰、飼料も

肥料もそうですが、それに対する手だてをどうやっていけるかについては、今段階で事務レ

ベルで協議しているところでもありますが、私も今週の定例会が終わった後、速やかに組合

長等ともご相談した上で、どういう対策を取れるかは協議していかなければならないと思っ

ているところです。 

 町営牧場の運営だけを考えれば、費用対効果ということで料金のさらなる改定も必要にな

る可能性はゼロではないかなと思いますが、やはり大樹町内における基幹産業である農業の

在り方、農業を発展していくための私どもの公共牧場の役割も含めて考えていく必要がある

と思っているところです。 

 委員のご質疑の中で、八方塞がりということもありましたが、先ほど担当からの説明が

あったとおり、支出を減らす、又は余剰のあるものについては処分した上で収益を上げてい

く取組も必要と思っております。その辺の考え方については、まさに町全体が取り組んでい

る行政改革の考え方と一緒と思っておりますので、今後も必要のない支出については、しっ

かりと検討した上で歳出の健全化を図っていくことも牧場経営の今後の運営の在り方の一

つと思っています。 

 昨今の農業を取り巻く、又は一次産業を取り巻く状況については、非常に今まで経験がな

いような高騰に見舞われているということもありますので、今後も経済団体等とも相談を進

めた中で、一次産業に対する町の支援策を講じていきたいと思いますし、その中で町営牧場

の運営の在り方、役割というところも議論していきたいと思っております。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 教育委員会に、学校での教材の整備についてお伺いいたします。 

 国庫教材と今まで言われていたものが多分１０年以上、もっと経っているかもしれません

が、一般財源化されました。国庫教材、それから理・算振と言われるような教材の整備を教

育委員会が一生懸命年度別にされていたことは承知しております。 

質問ですが、理科教育振興法で、俗に言う理振という教材の国庫補助が今なくなっている

のか、現存法律で理振法が存在しているのかということをまず最初にお聞きします。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

 今ご質問ございました理振の国庫補助は現状でも存在しているのかということでござい

ます。理振で理科に関係する教材を整備してきたということは過去にもございました。まさ

に現在の直近について、手持ち資料がないものですから調べさせていただきまして、後ほど

報告をさせていただきたいと思います。 
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 以上でございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 私が議員になってから、その時点では理振法があることは承知していましたが、そのとき

のご答弁では一般教材の中で理科教材が整備されているから必要ないというようなお答え

もありました。一般的に日本は理科離れとかと言われるように、理振の、後からやり取りは

資料でいいのですが、学校現場のほうも、本当に理科教材の整備が学校で希望が１００％な

いものなのか、そこら辺もよくそのときの資料も併せて検討いただきたいと思っています。 

 教材のことで、もう一つあります。国庫教材は確かに一般教材化、一般財源というように

なりましたから、町の考え方や教育委員会の考え方によって整備されていくことは濃淡が

あっても致し方ないと思っているのですが、今までの学級数からいったら、一般教材と言わ

れるものについても非常に額が少なくなっている気がしているのですが、教材の整備の水

準、教育委員会の中での事務方、教育委員のそれぞれの教材整備についての過不足というお

話は出ていないのでしょうか。額が大分少ないように感じているのですが、そこら辺はいか

がでしょうか。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 井上学校教育課長。 

○井上学校教育課長 

 学校における教材の整備については、毎年、年度初めに教頭先生含めて事務担当者と１年

間必要な教材について打ち合わせをして購入しているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 教育委員会は、学校経営のことも校長先生や教頭先生、そのほか学校現場とヒアリングさ

れたり予算要求されているので問題はないかとは思うのですが、教育長も学校現場においで

の若き日には、国庫教材でも理振でも、国が整備すべき必要数とか充足数と必要数の差額に

よって国庫教材の補助事業があったと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 西田委員。 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時３３分 

再開 午前１１時３３分 
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○齊藤決算審査特別委員長 

 委員会を再開いたします。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 そのような専門的な教材の整備の在り方とか知識というのは、なかなか事務方なり新しい

先生だけではなくて、客観的に教材を整備されていく水準とかが必要でないかなと思ってい

るのですが、その整備の在り方はどのようにお考えになりますか。 

○斉藤決算審査特別委員長 

沼田教育長。 

○沼田教育長 

 教材の整備についてでございますが、各学校が配置すべき教材の基準については国から示

されたものがございますので、それについては委員会と学校のほうで協議をしているところ

でございます。しかしながら予算の枠がございますので、単年度で全てをそろえるというこ

とにはなりませんので、今までと同様に、学校のニーズを踏まえながら計画的に教材を整備

していって基準に近づくように努力してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 教育長にお伺いいたします。 

昨日もお伺いしましたが、ＮＨＫの受信料の関係で、支払っているのは職員室、校長室と

いうことなのですが、受信料の免除基準からいきますと、児童生徒の専用に供するというＮ

ＨＫの受信料の免除基準で、私も郵便局のときにＮＨＫ受信料の契約と集金とかということ

をやっていたので、生徒専用に限らず、職員室、校長室というのは学校全体として一体のも

のと私は理解するのですが、免除について校長室も職員室も一層のこと免除してもらうよう

に関係機関に働きかけていったほうが私はいいと思うのですがいかがでしょうか。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 沼田教育長。 

○沼田教育長 

 昨日も質問の中で答弁させていただいたところでございますが、校長室、職員室のテレビ

の配置につきましては、災害時のリアルタイムの状況でありますだとか、その把握の上では

どうしても必要なものだと考えているところでございます。 

ただ、ＮＨＫの視聴料等の支払いについてでございますけれども、そうしていただけるに

越したことはないかと思いますが、制度としてなっているものについては、町の対応と押し

並べて足並みをそろえて対応せざるを得ないかなと思っているところでありますが、何かそ
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ういった支払の猶予される制度とかあるのかどうなのかということについては、関係する機

関にいろいろ情報提供いただきながら詰めてまいりたいなと思っているところであります。 

 以上でございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 総務使用料についてお聞きします。行政区会館の使用料、令和３年度決算では８万４,９

００円があります。行政区外の企業もしくは団体が使用した場合の収入減かなと私は解釈し

ているのですが、一応レギレーションといいますか、１回当たりの使用料いくらという原則

があれば教えていただきたい。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

 行政区会館の使用料の件についてでございますが、１室１時間当たり５００円ということ

になってございます。 

 以上でございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 今までとは会館のいろいろな設備とかが変わってきている可能性も十分あると思うので

すが、私の考えとしては、時間当たり５００円というのは妥当という気がするのですが、そ

の辺は従来から５００円だからいいとか、例えば新しくなった行政区会館でも、古い行政区

会館でも同じなのか。一切変わらないというお考えなのか、その辺お聞きしたいと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

 使用料につきましては、条例で定められておりますので、その辺は新しくても古くても同

じなのかなと考えてございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 町を知るアプリの開発について伺います。 

 これはマスコミ報道で仕入れた情報ですが、大樹高校２年生の女子生徒が、大樹町の情報

を手軽に入手できるアプリの開発をして、それを発表し、今後は、町の広報担当者らと協力

しながら開発を進めるとの新聞報道がありました。 
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その後どこまで町との連携が進んでいるのかということと、大樹の若者が町に対する関心

を持ってくれていることは非常にいいことだと思って期待していましたが、その後萎んでし

まったという気もするので、その辺お聞かせいただきたいと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 大樹高校の生徒から提案いただいた、菅委員からお話のありましたとおり、町を知るアプ

リという部分で、私どもの町の広報担当者と教育委員会のほうでいろいろと内容の打合わせ

をさせていただいておりました。町としても、ＳＮＳを活用した情報発信を行おうという取

組をするうえで、ＬＩＮＥというアプリの活用を取り組もうとしていたところだったのです

が、記憶はちょっと定かでないのですけれども、中国の問題とかもその当時ありまして、総

務省のほうからもそういった通知等もございまして、その部分が一旦休止という状況になっ

たというところで、現在、取組が止まっているという状況になってございます。 

 以上です。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 この事案は、私は全然詳しくないのですが、情報からいうと、先も申し上げましたが、若

者が町に興味を持ってくれているということになると、それを多くの町民が活用できれば非

常にいいことだなと思って期待していました。 

今、外的な要因で中断しているということですから、もしそこがクリアされれば、それは

また連携して、何か前向きな取組をしていくということで理解していいですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 今、高校生がアプリを開発して私どもの広報も含めて一緒にというようなお話をいただい

ていて、その流れが現在は中断しているということです。 

 若い世代がまちづくりに関わっていただけるというのは非常に貴重だと思いますし、これ

は一つのツールとしての活用ですが、これ以外の部分も含めて若い世代がまちづくりに関

わっていただけるという取組については、私どもも常に歓迎しておりますので、これに限ら

ず、いろいろな取組に対しては町としてもしっかり応援して、そういう目をしっかりと育ん

でいく役割を担っていければなと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 
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 「１１６字削除」 

○斉藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時５４分 

再開 午前１１時５４分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

 委員会を再開いたします。 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 「２７１字削除」 

○斉藤決算審査特別委員長 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 「１１２字削除」 

○齊藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 「３４２字削除」 

○斉藤決算審査特別委員長 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 「２４４字削除」 

○齊藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 「１８８字削除」 

○斉藤決算審査特別委員長 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 「１４９字削除」 

○齊藤決算審査特別委員長 

休憩します。 

 

休憩 午後 ０時００分 
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再開 午後 １時００分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

 午前中の吉岡委員の総括質疑に対して、吉岡委員に再度発言を求めます。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 休憩前に私が質問した事項につきまして、本決算委員会の総括質疑でする質問として適当

ではなかったのではないかと思い質問を取り下げていただきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 それでは、お諮りいたします。 

ただいま吉岡委員より取下げの申出がありました。 

出席各委員の同意を求めます。これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 それでは、吉岡委員の取下げを決定しました。 

 それでは、引き続き総括質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 西山委員。 

○西山弘志委員 

 現在、物価高騰でいろいろなものが上がっています。これから冬にかけて光熱費がかかり

ます。大樹町では福祉灯油という対策を取っていますが、一般の家庭にも水道料金全額免除、

この冬の期間だけでもいいのです。町民の経済的負担の軽減ができないかを考えております

か、質問します。 

○齊藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 令和４年度に入りまして、燃料等も含めてあらゆるものが高騰しているという状況に、日

本以外に海外も含めてそういう状況になっております。国のほうでも各種の交付金で対応い

ただき、私どもも可能な対策についてはそれぞれ講じているところでもあります。 

今回、私どもの令和４年度一般会計予算でも、現在形付けているものについては、予算化

をお認めいただきましたので、これから物価高騰対策も含めて取り組んでいきたいな思って

いるところです。 

今後、交付金の中でどういう対策が可能かというところについては、現在検討している項

目もありますし、これから検討を進める項目もあります。その中には、管内又は道内でも取
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組が出てきております水道料の基本料の公費負担も検討の中にはあるということで考えて

いるところです。私どもの町の規模で申し上げますと、基本料金を１か月負担した場合の負

担額については、概算ですけれども７００万円程度かなと思っておりますので、その金額を

ベースにどのぐらいの対応ができるか、又は取り組むかどうかも含めて、現在検討を進めて

いるところでもあります。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 地域おこし協力隊活動用備品として３２万円の備品が購入されておりまして、まちなかラ

イブラリー本棚７万円、それから移動本屋準備品２５万円を執行されております。 

昨日の答弁の中で、２５万円が移動本棚に関しまして柏林公園で使用しているという状況

を聞きました。利用実績は、そのほかにどのぐらいあるのか。それから、今後の利用方法に

ついてお伺いしたいと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 地域おこし協力隊の活動備品の関係でございますが、今回の備品として購入させていただ

きました移動用の本棚、その部分の活用方法というご質問だと思います。 

 昨年は、柏林公園まつりの中において来場者の皆さんに本を提供したという活用をしまし

たが、今後も同じような形で各種イベント時においては、移動式の本棚を活用して様々な方

に本を紹介をしながらまちづくりを行うという地域おこし協力隊の意向に沿った形で利用

していくことになるかと思いますが、イベント以外にも協力隊の中においては日常、例えば

公園に出向いて子ども達に向けて本の紹介、場合によっては読み聞かせ等も行っていくとい

う活用も図っていきたいと聞いております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 今、屋外での利用ということを主眼に置かれているのかなと思っております。本棚の移動

にはどのような方法を使うのか。１人で移動できるのか、また自力で移動するものなのかと

いったことをお聞かせください。 

○斉藤決算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 本棚の下にはキャスターがついていまして、ある程度引っ張ることが可能ですけれども、

遠く離れたところに行くときは車に乗せて運んで駐車場に車を置いて、そこからキャスター
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で移動するということが可能になっていると思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 いずれにしても、かなり重たいものなのかなと思っております。写真で見る限り、１人で

はなかなか移動できない。現実的にこれを移動するとなると、かなりの労力を使うのかなと。

また移動に際しても輸送運搬する手段も必要なのかなと。 

そういったことで、今回、地域おこし協力隊の隊員の働きかけで、本に親しむことは大変

重要だと思っておりますが、今後、協力隊というのは期限がありますよね。期限を過ぎると

どういった利用があるのか。それとまた、それ以外にもっと利用頻度を高めるようなことは

考えているのかをお聞かせください。 

○斉藤決算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 まず、協力隊が卒業後の活用方法ですが、卒業後は町の備品という形になります。町にお

きましても、協力隊が卒業後に町に定住した際には、協力隊にも備品を使っていただきなが

ら本の活用のためにぜひとも備品を活用いただきたいと思っておりますし、備品の活用に

よって、先ほど辻本委員もおっしゃったように、子ども達に本と触れ合っていただくような、

例えば屋内に図書館がありますが、図書館に出向いていって本を読むということもできます

が、例えば公園等の屋外で本屋を開設しているというような形で子ども達が集まってきて、

そこににぎわいが生まれればいいかなと考えているところでございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

辻本委員。 

○辻本正雄委員 

 今の中で、私も備品についてはいいことなのだろうと思って考えております。しかしなが

ら、大樹町には移動図書というのもございます。そういった活用もあったのかなと思うので

すが、今後は、その辺の絡みをどう考えておられるかお聞かせいただきたいと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 図書館で実施しています移動図書館につきましては、現在は各施設を回っているというよ

うな状況でありまして、今回の備品につきましては、各施設ではなくて、いろいろと子ども

達が、また町民の方が集まるような場所に行って、そこで青空市的な感じでやるというのが

一つの目的でもございますので、移動図書館とは趣向が違うというところでございます。 

 以上です。 
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○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

 公園維持管理業務第２工区町内公園についてお聞きします。 

 各公園の機械刈り、手刈りの作業の回数の詳細については、資料で確認させていただきま

したが、公園の利用者目線では、適当だとは思えません。整備の回数を増やすべきだと思い

ますが、その点についてお聞きします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 公園維持管理業務の第２工区の業務内容と管理しております草刈りの回数についてのご

意見等承ってございます。 

 現在、第２工区のほうでは、主に６月、７月、９月並びに場所によりましては８月の概ね

３回から４回の草刈りを１シーズン通して行ってございます。今後の草刈りの回数につきま

しては、現在、大樹町の全ての公園の第１工区、第２工区で維持管理業務をしてございます

ので、総体的な予算の枠と、今後、上昇される人件費もしくは灯油の価格なども考慮して、

今日いただきましたご意見を参考にして検討していきたいと思っております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 船戸委員。 

○船戸健二委員 

 もう１点ですが、鳥とかカラスのふん等で遊具が汚れている場合があります。利用する子

ども達の衛生管理にとっても非常に重要なことだと思いますので、清掃状況の見回りを強化

するなど、今後考えていただきたいと思いますが、その点についてお伺いします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 現在行っている管理業務としましては、草刈りとシーズン始まる前の枝拾い、もしくは清

掃という中身のみとなってございますので、公園使用が始まる４月、５月並びに使用期間に

ついても、今ご意見いただいたことも踏まえて、先ほどの草刈り回数と併せて検討させてい

ただきたいと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 町長、また教育長にお伺いいたします。 
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 いわゆる国葬の問題です。安倍元首相の国葬が行われようとしております。そこで、いろ

いろ反対が多いのですが、もし仮に実施された場合、職員又は子ども達にそういう弔意や半

旗ということを強制しないようにしてもらいたいということです。鈴木知事は国葬に参加す

るが自治体、教育委員会にはそういうことは求めないと一部報道で伝えられておりますが、

町長、教育長の考えをお伺いします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時１５分 

再開 午後 １時１５分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

委員会を再開いたします。 

ほかに質疑ありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 お伺いしますのはコスモールの件なのですが、今、物すごく空き店舗が目立っていると。

活用法、これからどうするのか、それをお伺いしたいのですが。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 黒川副町長。 

○黒川副町長 

 ショッピングセンターのことかと思いますけれども、当初おられた店が何件かやめられて

空きスペースができているという状況はご覧のとおりだと思いますが、こちらにつきまして

は、基本的には商店組合の活動の中で行っているものでして、町としてどうするというもの

は、利活用を町が何か一部使うとかということは検討してもいいかなと思うのですけれど

も、一時サテライトオフィスなんかを入れたらどうかなどと検討したこともあるのですが、

今は新しい店も入ったり、もともとある店はちょっと小さくしたりといった動きの中でおり

ますので、ちょっと様子を見ているというところです。町として何か店舗の中の一部を借り

て何かをするかという部分では検討の余地はありますが、今具体的にはないですが、そう

いった検討はできるかと思いますが、基本的に町の施設ではないので、商店組合のほうで出

店したいという人を募ったり、もしそういう人がいればスペースが合えば入ることもあるか

とは思います。町として考えることがあるとすれば、町として利用する部分があるかどうか

というようなことと思っております。 

○斉藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 
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○吉岡信弘委員 

 国は、２０２５年までに段階的に公立小学校を３５人学級に引き下げることを決めており

ます。それで、小学校全体で学級数を引き下げたのは４０年ぶりということであります。広

大な北海道の地理的要件を考えたときに、小中学校はもとより高校においても３５人学級、

あるいはそれ以下の１学級３０人学級とかということを検討してもいいのではないかと。こ

ういう角度からの要請を継続してきているのかなと思いますけれども、こういう要請が必要

なのかなと思いますが、まずこのことについて町長の考えをお伺いします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

沼田教育長。 

○沼田教育長 

 少人数学級の取組についてでございますが、現在、北海道において令和２年度より小学校

２年生、さらには毎年学年を上に上げていって、令和６年度には小学校６年生まで３５人以

下という少人数学級の実現に向けて今動いているところであります。 

 本町においても、その制度に乗り少人数指導を今実施しているところもございますし、３

５人に満たない学年が１学年ございますが、そこについては、町独自の予算で教員を雇用し

配置して少人数学級の指導ということで動いているところでございます。今後、６年生まで

小学校は全て少人数学級の対象になって動いてまいりますので、その制度の中で個に応じた

指導の充実に努めてまいりたいと考えているところであります。 

 以上でございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 取組は分かりました。 

 先ほど申しましたが、北海道は地理的要件があります。小学校は３５人学級ということで

すけれども、中学校、あるいは高校についても間口の関係がありますが、今は１学級４１人

が定員ですが、３５人あるいは３０人となっていけば、間口の維持もできるのかなと思いま

す。３０人学級の要請はどうだったか分かりませんが、３５人学級はきっと全国的に要請が

あって４０年ぶりに決まったということなのですが、こういう１学級３０人学級にしてくだ

さいと、２５人学級にしてくださいと、今すぐは間に合わないかもしれませんが、出生数が

少ない、将来を見据えた中で、長く持続的に要請活動していくことが大切でないかなと思っ

ておりますが、町長の考え方をお聞かせいただきたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 子どもの学びの場の環境をいかにつくっていくかは、ゴールがない取組でもあると思いま

すし、少人数学級の取組については、小学校の動きは教育長から説明をしたとおりでありま
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す。また、中学校、高校においても、どのぐらいの生徒数が適正かというところも見据えた

中で、必要なものについては当然要請をしていきたいと思いますし、少人数学級の実現に向

けては、町村会を通じて、又は北海道全体の大きな問題として、町村会等で教育に携わる部

会等でも検討し要請は行われておりますので、私どものそういう流れに追随する同じ思いを

持って、町としても必要な部分については意思表示をしていきたいと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 私も今、町長が言われたように、先ほどは話しておりませんけれども、十勝町村、全道の

町村は大変苦労していると思います。これは全道一丸となって取り組んでいただかなければ

ならないと。国では、予算が絡んでおりますので財務省で財源、あるいは学級の人数を減ら

すことによって教員の数が増えることの教員の質の問題等、財務省では問題材料にしている

ようでございます。先ほど申しましたように、３５人学級が４０年かかったという中で、今

後の人数の要請がどうなるか分かりませんが、息長く地道に全道的な活動として取り組んで

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

松本委員。 

○松本敏光委員 

 私は、総括として質疑する中で、今、町民が生活に必要な砂利道ですけれども、要するに、

一次産業としても砂利道は必要とされている中で、近年、砂利道に水がたまっているという

状況が非常に多く目立つのですよね。そこで、町側として土木関係で砂利の補修関係で金額

は見てはいるのですが、もう少し金額を増やしたほうがいいのではないかなと思っておりま

す。そこのところをお聞きしたいです。 

○齊藤決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 町道の砂利道の維持管理に関するご質問と要望と解釈してございます。 

 令和３年度におきましては、原材料費の町道の砂利補修資材として支出済額４００万円弱

ほど支出してございます。今年度行った路線としましては１３路線、大体距離の延長として

は平均にならしますと７キロぐらいの砂利不足があったり、交差点の凸部の修繕などに回っ

たのかなと想定してございます。 

町内の砂利道を言いますと、除雪対象路線として約７０キロございます。令和３年度から

始まりました集中的な砂利道の資材の運用については７キロですので、今後も、できました

ら最低でも今年度ぐらいの規模でやりたいと考えております。また、それ以外に部分的に損

傷の激しい場所、もしくは砂利の不足する箇所がありましたら、パトロールの中でも徹底し
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まして、その部分については応急的に対応するなど措置をしていきたいと考えてございま

す。 

○齊藤決算審査特別委員長 

松本委員。 

○松本敏光委員 

 私も町道を見てはいるのですが、近年、水たまりもしくはグレーダーで道路を改良工事し

た場合、道路幅が若干狭いのではないのかなという感じも受けます。そこで、もう少し道路

幅も３メートル以上、要するに農道などきちんと管理してもらえれば助かると私は見受けま

すが、そこのところどのように考えているかお聞きします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 町道の中で舗装化に至っていない町道というのがまだまだあると思っております。また一

方で、町道を利用する一次産業、特に農業者の方々の作業機等も含めて大型化をしている、

また大きなダンプが牧草とかの収穫でも走るというようなこともあって、町道の傷みが激し

いというのも承知しているところでもあります。維持の関係では、委託業者が定期的にパト

ロールを行っている中で補修箇所については補修を行っているという現状であります。ま

た、作業機の大型化に伴って町道が狭隘になっている、又は小さな横断管等も含めて道路幅

が狭いという意見、ご要望はいただいているところでもあります。 

 今後も町道の維持管理には適切な維持管理に努めていきたいなと思っておりますが、何分

にも限られた予算で行っているということもありますので、本当に手だてが必要なところに

ついては迅速な対応をしていきたいなと思っておりますので、今後とも、ぜひお気づきな点

等がありましたら遠慮なく言っていただければ、私どものほうで現場を確認し、適切な対応

を取っていきたいと思っております。今後も町道の適切な維持管理にご協力をいただければ

と思います。よろしくお願いします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 今年のカムイコタン使用料が、観光管理使用料になりますが、かなり収入としてはありま

した。金額としては１１１万４,０００円になりますけれども、多分キャンプか何かの需要

が増えたということだと思うのですが、実際その辺を１件確認したいのと、ちなみに晩成温

泉のキャンプ場も、今年は以前よりも増えているような気がしますし、温泉の元パークゴル

フ場側もキャンプサイトになっているという実態もありますが、晩成温泉のキャンプ場の使

用料は取っていないと記憶していたのですが、その辺はどのようになっていますか。 

○齊藤決算審査特別委員長 
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暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時３０分 

再開 午後 １時３１分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

委員会を再開します。 

寺嶋委員。 

○寺嶋誠一委員 

 ここ２、３年のコロナ禍で、キャンプの需要というかニーズというのが結構あると思いま

すので、今後キャンプ場整備に関することのご予定ですか、晩成温泉のキャンプ場なんかも

そうなのですが、その辺の考えの検討が予定としてあるのかをお聞きしたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 ここ一、二年、コロナの影響だと思っておりますが、屋外での活動が密にならないという

ようなこともあって、全国的にキャンプ場の活用が拡大しているということは私も承知して

いるところです。そういう流れも受けて、晩成温泉の指定管理をしていただいている方が

パークゴルフ場の利用よりもキャンプ場としての活用がいいのではないかというようなこ

とも含めて、今活動していただいております。 

 今後も同様の傾向が少なからず続くのかなと思っておりますが、現在、私どもが運営して

おります、委託はしておりますけれども、カムイコタンキャンプ場についても利用者の方か

らの改善等、又は要望等も私のところにはまだ届いておりませんので、今後さらなる必要性、

又は改善の余地等、又は拡大の余地等も含めて、そういう意向があれば、私どもでどういう

ことができるかについては検討していきたいと思っておりますが、現在そういう意味では、

私どものところで拡大なり改善を検討しているという動きはございません。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 柏林公園内の柏大径木のメンテナンスについて伺いたいと思います。 

 質疑の中でも、若干実施したメンテナンスについては、土壌の改良とチップの敷設という

ことでお聞きしています。数多く成育し、親しまれる公園になっているのですが、そこで現

地を見ますと、公園を形成している大径木の柏の中に老木化しつつあるものがたくさん見ら

れます。それで対応を判断しなければならない状況があると思いますので、具体的な処理に

ついて、扱いについてお聞きしたいと思います。 
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現地には、枯れて立っている木、いわゆる古立木、それから根本に穴が開いている腐食木、

それから傾斜木で周辺の建物に倒れた場合に被害を与えるものなどが見られます。これにつ

いては、状況調査をして具体的にどう処理をしていくのか、メンテナンスをして元気を取り

戻すようにするのか、それとか、どうしても伐倒処理をしなければならないものとか出てく

ると思うのですよ。その辺を計画的にどうするのか、ここは真剣に考えていく必要があると

思っていますので、そこをお聞きしたいと思います。 

それから、近々に処理しなくてはいけない枯れて立っているもの、日曜日に柏林公園まつ

りが予定されていますが、それを処理しなければ、立入禁止区域の設定では安全確保ができ

ないという状況もありますので、その辺の関係の扱いについてお聞きしたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 柏林公園内に生息します大径木の柏についてでございますけれども、ここ５年程度でしょ

うか、老木となっているような柏、また危険がありそうな柏については、随時伐採している

状況です。また、それに追って、植栽のほうも切った分は植えるような形で現在、柏林公園

の剪定業務の中で実施している状況にあります。 

 まず、ご指摘いただきました傾斜木、危険がある、ありそうだということで今週末に迫っ

ています柏林公園まつりに対しての対処につきましては、祭り前に危険木については処理す

る手配となってございますので、随時進めていきたいと考えてございます。 

 また、そのような中で、老木になってきている柏についての状況調査についてです。先ほ

ど質疑にもありました公園維持管理業務の中で、ある程度一定された町内業者のほうで維持

管理をしていただいておりますので、我々もある程度の把握はしてございます。ただ、老木

についての対処につきましては、業者から専門的な知識もいろいろといただきながら、また、

それ以上の対処につきましては、より個別に、例えば管内で活躍されている樹医の方を活用

しながら状況の把握、それと今後、さらに柏の長寿命化にはどのような手だてが必要なのか

ということも必要かなと思っているところです。また、それらの実施につきましては、予算

もございますけれども、計画的に進めていきたいと考えております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 今言われました老木の処理と扱い、実態調査については、これからどう扱うべきか実態調

査をして、ぜひ検討を進めていただきたいと思います。 

 それともう１点、大きな木の老木化の中で穴が開いたり、腐ったりしてくる一つの大きな

要因として、根本の保護があるのですが、どうも一般的には保護の仕方が間違っていると僕

は理解しています。というのは、根本の保護だけをしているのですが、実は木が立っていて

一番大事なのは根っこのところの根ではなくて、張っている根の先のほうの根なのですよ。
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そこから栄養分を吸い上げていますから、そこを傷められると弱ってくるのですよ。柏林公

園まつりのときに大型車が空間を利用してやむを得ない面はあるかと思いますが、かなり柏

の木は悲鳴を上げていると思います。本当は、重たい機械が通らないように、そこの保護を

しないと、それが負担になって細い根が折れて、丈夫な成長ができないという状況なので、

そこは全部が全部やめることはできないと思いますが、考えながら対応できればいいのかな

と、アドバイスではありませんけれども、そこはご理解してもらって対応していただければ

と思います。木の立場になるとそういうことでありますので、傷みを分かち合っていただき

たいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 今までも小水力発電のことについて繰返し質問しております。 

自然を守っていく、またそれを活用していくという観点から、今まで調査をするというこ

とできて、いろいろな調査をして、結果は聞いていたのですが、もうそろそろ第６期計画に

迫っておりますので、一歩前に進めて、実際にやる計画なんかを立てるべき時期に来ている

のではないかと思いますが、その点についての考えをお伺いします。 

○斉藤決算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 小水力発電に関しては、以前から志民委員のほうからもご質問をいただいているところで

ございますが、小水力発電は再生可能エネルギーの一つとしまして渓流水ですとか農業用水

などを活用して電気を発電するという仕組みとなっている部分では有効な再生可能エネル

ギーの一つと言われておりますが、大樹町のほうで農業用排水ですとかの適所といった場所

が今のところないということもありまして、現在具体的に何か取り組んでいるかというと、

取り組んでございません。 

引き続き、小水力発電につきましては情報収集に努めながらいろいろと研究をしていきた

いと考えておりまして、今年、再生可能性エネルギーの導入計画も策定するという部分でも

ございますので、そういう面で大樹町に見合うのかどうかという議論もあるのかなと思いま

すので、その辺も含めまして第６期計画の中にはどのように盛り込むかは、検討していきた

いと考えているところでございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 交付税措置のある人材確保のことについて質問させていただきます。 
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 ＡＬＴとか地域おこし協力隊の方については、交付税措置があるのではないかと思われま

すが、国から交付税措置のあるような人材確保という制度がほかにもあるのではないかと思

われますが、どのような制度があるのか、まずお聞きしたいと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

黒川副町長。 

○黒川副町長 

 交付税措置のある人材活用ということでございますが、ご存じのとおりの地域おこし協力

隊が人件費で２８０万円ほどに加えて活動費が２００万円ぐらいの交付税措置があるもの

がございまして、当町でも活用させてもらっているところです。 

そのほかに地域活動支援員という制度もございまして、これも地域おこし協力隊と同じよ

うに措置された制度でして、当町ではまだ活用はないのですが、こちらは地域おこし協力隊

よりは要件がちょっと緩い部分もありますので、こちらの活用も今後考えていきたいなと

思っております。地域プロジェクトマネージャーという制度は６００万円程度の交付税措置

があるということで、こちらは首都圏の企業から派遣していただくというものでございまし

て、当町でも活用しているものでます。また、地域活性化起業人というものもございまして、

こちらも活用しているところです。 

また、いろいろな制度が今後も出てくるかと思いますので、情報収集しながら積極的に活

用していきたいと思っているところでございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 制度がいろいろあることが分かりましたし、これから町村経営も人件費なんかもそうそう

増やせるものではないのではないかなと考えておりますし、既存の事業をやっていく中でも

地域おこし協力隊の方に担っていただくのも現実的なことでないかなと思うのですよね。今

のお話のように、私自身は、ふるさと納税なんかはもともと協力隊の方が中心になってやっ

ていた事業でないかなと認識しておりますけれども、そういうことも、今の方であれば十二

分に新しい方もできる事業も、町の中でいろいろあるのではないかなと思います。さらに専

門性の高い企業から来ていただけるような人材確保というのは、これから町にとって有用な

制度でないかなと思うのですけれども、専門的な方を含めてお考えがあるのかどうか、再度

質問させていただきます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

黒川副町長。 

○黒川副町長 

 ご指摘のとおり、専門的なスキルを持った方については、特に必要としたいところも部門

的にはございますので、実際、企業からの派遣とか、あるいは地域活性化起業人にあっては、

それなりのスキルのある方で実際にすぐ働いていただいているというようなこともありま
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して大変助かっているということもございます。 

地域おこし協力隊につきましても、いろいろです。例えば野外活動の指導員をやっていた

だける方というふうに募集する場合もありますし、提案型といいまして、私こういうことを

やりたいのですということで来ていただく場合もあります。「それ、おもしろいね、ぜひやっ

てください」というようなことで来ていただくこともあります。それらスタイルはいろいろ

ですけれども、こちらで求める人材、こういったことができる人いませんかというようなこ

とも、これから積極的に考えていきたいなと思っております。 

 何せ今、引っ張り合いになっているようなところもありまして、公募したらすぐ来るとい

う状況にはなく、なかなか難しいところがあるようですけれども、積極的に活用していきた

いと思っております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西山委員。 

○西山弘志委員 

 給食費でお願いします。 

 今食材が、物価の値上がりが続いていますが、今後、給食費をどのように考えているのか。

それと、学校給食の有機農産物を食べさせたいという声が上がっています。安心・安全な学

校給食の安定的提供ということで、有機農産物を利用した給食についてお伺いします。 

○斉藤決算審査特別委員長 

沼田教育長。 

○沼田教育長 

 ただいまご質問がございました学校給食についてでございます。 

 まず初めに物価の高騰に関わる今後の給食の在り方についてということであります。給食

費は、定例の第２回町議会におきまして地方創生臨時交付金で１０３万１,０００円の補正

をいただいたところでございます。現状としましては、各家庭から徴収させていただいてお

ります給食費と補正いただいた臨時交付金の範囲内で今のところ材料費を賄えるように努

力をしているところでございます。ただ、９月に大幅にまた上がるという情報がございます

ので、今後の推移を今見ているところですが、補正もいただいたところですので、この予算

内で運営をしてまいりたいと鋭意工夫をしているところであります。 

 それから、２点目の有機農産物の活用でございますが、本町の給食においては、年に３回

ほどふるさと給食をやってございます。地産地消の取組で、食材を地元のものを用意して子

ども達に給食を提供しています。予算の関係もあるのですが、そういった観点で地元の有機

農産物等をできる範囲で積極的に活用を考えてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

西山委員。 
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○西山弘志委員 

 有機農産物はすごく高いですね。私も知らなかったのですが、例えばカレーライスをそれ

で作るとしたら１食当たり５７４円ということで、ふだんのものでやると３５０円で収まる

ということで、かなりの差額があるのにはびっくりしたのですが、でも保護者としては、あ

くまでも有機農産物を食べさせたい、安心・安全を訴えていますので、今後の取組について

お伺いします。 

○斉藤決算審査特別委員長 

沼田教育長。 

○沼田教育長 

 給食の在り方につきまして、給食費の賄い代のことも含め、今ご意見のございました有機

農産物の活用は、栄養の面、安心の面から非常にそれを取り入れた給食というのは必要なも

のだという認識はございますが、いかんせん値段的なものもございますので、今後、給食運

営協議会等もございますので、各委員にそういった町民の皆さんからの声もあるということ

も情報提供しながら、今後の在り方について検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

休憩します。 

 

休憩 午後 １時５１分 

再開 午後 ２時００分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

総括質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 総括にと回った分二つほどありますので、お話しさせていただきます。 

 一つは、学力検査コンピューターの検査結果は、教育委員会としてはどのように利用して

いるのだということです。もちろん学校現場ではちゃんと活用されていると存じ上げており

ますけれども、教育委員会の事務なり、それから教育委員なり、その先のことについてどの

ように利用されているかお聞きします。 

○斉藤決算審査特別委員長 

沼田教育長。 

○沼田教育長 

 学力検査の活用についてということのご質問と受け止めてございます。 

 現在、小学校、中学校では、ＣＲＴ学力検査を実施しております。委員会では、診断料と
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検査の採点処理の手数料について支出しているところであります。基本的には、町の教育研

究所で結果の内容を分析し、それらをまとめて教育委員会にも情報提供いただいているとこ

ろであります。各学校の子ども達の学力の状況と、それから指導の今度の改善について、そ

の結果から委員会でも考察し、各学校と情報を共有しているところであります。また、それ

らの結果については、教育委員会の中でも報告し、委員からもご意見等を頂戴しているとこ

ろであります。そのような活用で、学校だけでなく教育委員会も同じように、子ども達の学

力の状況と課題を共有しながら学校への指導と支援に努めているところでございます。 

以上です。 

○斉藤決算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 分かりました。 

 それで、個々のことについては全国とか全道とか新聞にもよく出ておりますし、うちはい

いか悪いか別にして、１校なものですからなかなか難しいところもあるとは思うのですが、

学力の分の結果として、子ども１人１人のところまで、例えば読む力が弱いよとか、計算す

る力が弱いよとか、文章的なことというのは、各担任のところまで指導ということはなされ

ているのでしょうか。 

○斉藤決算審査特別委員長 

沼田教育長。 

○沼田教育長 

 学力調査の結果の個人へのフィードバックのことについてのご質問だと思いますが、実

は、ＣＲＴ学力検査の調査結果について、業者からいただく調査結果には各学年、それから

学級の学力の状態とともに、子ども１人１人の個票というのがございまして、その中に結果

と、今後の学習点の努力をしたらよい点というアドバイスが書かれているものが個々に配付

されるようになってございます。学校では、それを子ども達に配付する際に、さらに担任の

先生から日頃の学習状況を見ながら子ども達へ個票とともにアドバイスしながら手渡して、

授業ですとか、日頃の家庭学習に生かせるような指導を取っているところでございます。 

 以上でございます。 

○斉藤決算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 大変分かりました。ありがとうございます。 

 関連的なことになるのですが、学力の部分で、結果として具体的には、例えば英検なんか

であれば、文科省は中学校を卒業するまでにおよそ何割の子どもは英検が取れるような実際

のイメージを示していますが、教育委員会においても、それが漢検か数検か英検かはそれぞ

れ、選択はその中で子どもが、最大に力が発揮されて将来に結びつくような、それは体力の
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ことも一緒だと思うのですよね。１人１人に合った分析で、今の英検のような、文科省に従

うという意味ではなくて、具体的な将来のプラスになっていくような資格的なことも教育委

員会としては応援すべき事項ではないかと思っているのですが、このことについて、最後ど

のようなお考えなのか教育委員会の考えを示していただきたいと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

沼田教育長。 

○沼田教育長 

 テスト結果を活かして今後の教育施策等の関連性というご質問というふうに承らせてい

ただいたところでございます。 

 お話にあったとおり、テストの結果を単なる点数の結果ではなく、授業の改善、さらには

教育活動のさらなる充実に結びつけるということは、これをやっている大きな意味の一つだ

と考えてございますので、結果を踏まえながら、どういった形でこれをさらに学校教育の充

実に結びつけていくかという点で、今後検討を重ねてまいりたいと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 給食費の関係でお伺いいたします。 

 前に資料を教育長にお渡ししたかなと思うのですが、全国であのような高い８割を超える

ところで免除、又は負担軽減をしているということで、ぜひ大樹町でも負担軽減、又は免除

について検討していただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

○斉藤決算審査特別委員長 

沼田教育長。 

○沼田教育長 

 給食費の援助についてでございますが、先ほどの委員のご質問も中でも答弁で触れさせて

いただきましたが、過日の第２回本会議で物価高騰に関わる給食費の支援ということで補正

をいただいたところでございました。そのほかに、本町としましては就学援助の制度を持っ

てございまして、その中で給食費の援助もしているということでございまして、コロナ禍、

又は国際情勢の不安定な中で急激な家計の圧迫があるという家庭もあると思いますが、そう

いったご家庭についても就学援助の受付を年間通してやってございます。 

そういった援助をしていることが一つと、それからもう一つ給食費につきましては、ご承

知のとおり、学校給食法によりまして負担は保護者がするものと規定されておりまして、そ

れを根拠として給食費を頂戴しているところでございますが、これには食育の観点から申し

ますと、さらに食べ物に対するありがたみですとか、給食に関わる方たちへの感謝の気持ち

を育てる意味でも意味のあることだと思ってございます。 

そういった意味で、家計上非常に困っているというご家庭には就学援助という形で支援の
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対応をしっかりとさせていただきたいと思ってございますし、食育の観点からも無償化とい

うことは考えてございませんけれども、困っているご家庭には就学援助の制度を使って支援

をしてまいりたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○斉藤決算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

 従前どおりの答弁と理解しております。 

 食材費の負担は保護者負担と、それを超えてそれだけの全国的な負担軽減をしているとい

うことで、基本的には義務教育費の負担軽減という全体的な問題にも発展していくのかなと

私は思っているのですが、引き続き全国的な情報を、十勝管内でも幾つかの自治体で出てい

ますので、そういうところも考慮しながら、食材費が自己負担という枠を超えて、無償又は

軽減に進んでいっていただきたいと思います。その点について検討を始めてほしいと思いま

すがよろしくお願いします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 鳥獣による被害と駆除についてお伺いしたいと思います。 

 大樹町における有害鳥獣の駆除については、ヒグマ以下何項目はやっているのですが、特

にアライグマの駆除対策についてお聞きしたいと思っています。２０２０年度の道内の農業

被害が過去最悪の１億４,０００万円になったということで、道は駆除対策の強化のために

効率的に捕獲できるプログラムを策定し、被害防止対策の周知を図るという考えを表明され

ていましたけれども、道からこの対策の指示について何かがあったかどうか、まずお聞きし

たいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 細かい具体的な部分は現在承知していませんけれども、アライグマに対する講習会である

とかといったもの、道主催の駆除の講習会が来月か再来月に開催されて、駆除であるとかと

いった部分に対する市町村現場への情報周知、それから、取組の徹底について求めていると

いうような感触はございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 あまり具体的なものがないということでありますから、今後まだあるかもしれませんが、
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大樹町における具体的な被害の情報は聞いていますか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 令和３年度の鳥獣被害の聞き取りでは、アライグマによる被害といたしまして、スイート

コーン０.５ヘクタール、金額でいきますと５４万円程度という報告を受けているところで

ございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 大樹町におけるアライグマの確認が最初に確認されてからまだ１０年少々しか経ってい

ない中で、異常なほどの勢いで生息数が増加しているということは承知のとおりだと思いま

す。以前の議論の中で、生息地域については生花・晩成にはいないということで聞いていた

のですが、その現実についてはまだ変わっていませんか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 基本的には、アライグマの捕獲された市町村というのは、道が町村ごとに図面で書いてい

ます。生花・晩成云々という部分の区別はなかったのですけれども、少なくても下芽武方面、

美成方面でも、アライグマの捕獲実績がございますので、生花・晩成がゼロということは、

もしかしたらないのではないかと理解してございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 大樹町における令和３年度の駆除が約８０頭なのですが、アライグマの繁殖力が強いとい

うことと、生命力が強いということは、私が知っている範囲では、年何回か出産をする、そ

して親を捕っても小さい子どもは死なないと、生命力が強いということを聞かされています

が、こういう状況でいくと、何らかの今まで以上の手を打たないと、本当に冗談ではなくて、

石を投げたらアライグマに当たるというような実態に近い状況にならざるを得ないのかな

とことも想定されます。 

 そこで、現在の状況をお聞きしたいと思います。町が保有している檻の数について数量は

幾つで、今後増やす考えがあるかどうか、ひとつお聞かせください。 

○齊藤決算審査特別委員長 

松木農林水産課長。 

○松木農林水産課長兼町営牧場長 

 アライグマのわな、キツネも兼用で使っていますが、大樹町有害鳥獣対策協議会、それか
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ら広尾と一緒に持っているものもあるのですが、キツネを合わせて、あと個人所有、振興局

から借りるものを含めると４５基程度持っています。こちらにつきましては、随時お貸しし

ていますが、貸すわながなくなったという状況は今のところはございません。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 今の話でいうと、４５基がまだフル回転はしていないということでありますので、駆除に

従事している人については、それよりも人数が少ないということで理解したいと思います。 

 最後に、町長に伺いたいのですが、先ほど言いましたように、非常に恐るべき数字でもっ

て生息数が増えてきているということは異常事態ではないかと思います。それで、今後の対

策として、生育圏としている廃屋の解体処理や、それから駆除に従事する人の人数を増やし

ながら対応する、そして生命力が強い、繁殖力が強いということに対応して、どの時期が一

番適当なのかも含めて、今後いろいろな形で町としての対策を取っていくのかと考え方につ

いてお聞きしたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 有害鳥獣駆除実施隊から毎月月報が上がってきます。昨年のアライグマの駆除頭数につい

ては、先ほど委員がご発言のとおり、８０頭近くあったかなと思いますが、今年度４月から

８月までで、実はその数を既に超しているはずです。その数字を見たときに私も大変ショッ

クを受けまして、今年度、１年経った後アライグマの駆除頭数がどのぐらいになるのかとい

うところは注視すべき数字だなと思っているところです。 

 委員ご発言の中にもありますが、アライグマは非常に繁殖力が強いということもあって、

それの被害対策については、全道的な規模で大きな課題になっていると思っておりますの

で、動向を注視しながら必要なものについては対策を講じていく、またどういう生態系でど

ういうところに巣なり通常の営巣、いる場所を築いているかというところも情報を得ながら

取り組んでいきたいと思っております。 

 実際、有害鳥獣の駆除については、猟友会大樹支部の会員の方々から町が委嘱しました実

施隊にお願いをしているという実態もありますので、猟友会の実施隊のほうのご意向も確認

した上でしかるべき対応についてはしっかりと町の役割も含めてとっていきたいと思って

おります。まずは、数値の動きを注視したいと思っております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

船戸委員。 

○船戸健二委員 
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 町道除排雪、公共施設の除排雪業務についてお聞きします。 

 降雪日数は少なかったが１日に降る量が多く、除雪費用の削減、抑制にはつながらなかっ

たものと思います。今後に向けた対策と取組についてお聞きします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 まず町道の除排雪についてです。令和３年度におきましては、ご承知のとおり３月に２回

ほど補正予算をお認めいただいて、何とか１シーズンといいますか除雪業務を終わることが

できました。昨年度を振り返りますと、３月の雪が、２０センチ以上降る日が例年と比べま

すと多かったように思っております。また、ちょうど新雪の除雪の後、どうしても道路の際

に雪山ができてきます。その雪山の排雪の基準といたしましては、雪山の高さとしましては

大体２メートル程度目安にはしているのですけれども、実際はその前に道路の有効幅、事故

防止の観点から考えますとどうしても除雪の雪で道路の有効幅が狭くなりますので、排雪も

せざるを得ないような状況で実施してまいります。 

 今後の状況についての取組ですが、やはり町道の維持管理としましては、維持については

今の基準の１０センチ以上積もる場合にはその状況に応じて出動するというような最低限

の基準を守りながら有効的な除雪も考えていきたいと思ってございます。有効的な除雪とい

うのは、今後、降る雪の降り方ですとかその辺を見据えて１０センチは目安になるのですけ

れども、もう少し待てば２回の除雪が１回で間に合うとかといった中で、許される中でそう

いった効率も図りながら除雪をしてまいりたいと考えてございます。 

ただ、予算額につきましては、人件費の高騰、それと燃料代の高騰がございますので、ま

た最近では除雪の担い手になっていただける方の人材不足もございます。その辺も把握しな

がら、有効な除雪業務に取り組んでまいりたいと考えております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

 あと１点お聞きしたいのがあって、通学路の除排雪業務は、通学時間に除排雪業務は行わ

ないなど安全管理の徹底はされていたのかどうかお伺いします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 日頃、除雪をする路線の優先ルートとしましては一次路線、この一次路線の中に通学路が

含まれている状況です。ですので、優先的に通学路は除雪するというような順序になってご

ざいます。ただ、通学路の歩道の部分につきましては、まずは一次路線、二次路線の除雪に

回り、その後、必要に応じて歩道の除雪という形になりますので、昨年度におきましても若

干歩道が、道路の除雪が終わった後すぐ歩道ができればよろしいのですが、町内の路線数、
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また延長距離がございますので、そういった部分では致し方ない部分もあるかと思います。

通学路の安全確保についても例年どおり管理していきたいと思っております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

船戸委員。 

○船戸健二委員 

 最後に、今後も冬期間だけではなくて、現在行われている役場庁舎の解体工事や新庁舎の

南側駐車場の工事も控えています。児童の通学路の安全管理を徹底していただいて、危険性

の排除に努めていただきたいなと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 毎年、予算、決算でお伺いしているのですが、ふるさと納税についてお伺いします。 

 一般財源としている部分のふるさと納税についてですが、例年お聞きしますと、返礼品等

の関係でなかなかふるさと納税額の増加に至らないというような話を伺っております。 

ただ、他の自治体の納税額を見ると、大幅に伸びているところもございます。各町村それ

ぞれの自治体で産物も違いますし、状況も違ってくるのかなと思いますが、例えば近隣であ

れば、突出して１１億円というところもございます。クラウドファンディングの活用という

こともありますが、そうなると、どうしても返礼品の開発については何とかならないのかと。

増えている町村については海がないわけでありまして、大樹町には海があると。ただ、例年

漁獲高が減っているという中で、なかなか返礼品には結びつかないのかと思いますが、そこ

の商品の開発がネックになっているのであれば、今はたしか委託先に委託しているというこ

となのですが、管理、運営、ＰＲ等の業務を委託していると思いますが、もうちょっと担当

体制を強化できないかと。例えば行っているのかもしれませんが、町の一次産品とか返礼品

に結びつくような業務の担当者と年に１回でも何回でもいいですが、協議の場を持って商品

の開発に対する意見交換をするなどの体制強化ができないか、お伺いしたいと思います。 

○斉藤決算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 ふるさと納税の返礼品の関係の商品の体制といいますか、そういった部分のご質問かと思

います。私ども、ふるさと納税に関しての大樹町の返礼品につきましては、生産者の皆さま

のそれぞれのご努力によりましてふるさと納税の返礼品ということで活用させていただい

ているというところでございます。返礼品に関しましては、委託しておりますふるさと納税

の利用者とともに年１回協議の場を設けまして、それぞれ意見交換をさせていただいている

ところでございます。なかなか返礼品に供給する品物も通常の営業をやっている中でのふる

さと納税の返礼品でございますので、そこにふるさと納税だけに商品を回すというにも数に
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限りがあるという実態でございます。 

 また、新たな返礼品の開発という分では、事業者ごとにいろいろと工夫をしていただきま

して、アイスクリームの種類を増やすとか、例えば豚肉の返礼品としての別なメニューも用

意していただくとか、それぞれ工夫していただいて、協力もいただいているという実態でご

ざいます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 商品開発ということで聞きましたけれども、大樹の資源として、もうそちらに回す資源は

今のところないのだということなのでしょうか。 

○斉藤決算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 資源といたしましては、水産物でありましたら、海のほうで品物が獲れれば、回せる分は

生まれてくるかと思いますけれども、今のところ不漁というような部分もございまして、資

源的には不足しているという部分。また、生産加工という部分では、今既存の加工の品物と

しては、用意できているものとしては可能な限り返礼品のほうに回しているというのが実態

で、また新たな生産加工場ができれば、そういった品物も生まれてくるかと思いますが、現

状では精いっぱい返礼品として可能な限り用意しているという状況でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 状況にもよりますが、例えば利用できるかの関係ですが、牛乳が余って過去には捨てたと

いうこともあると思います。いろいろな状況が生まれてくると思いますので、タイミングを

外さないで利用できるものは数に限りがあるということですので、利用して商品開発につな

げていってほしいなと思います。 

 町内の水産業関係者、あるいは農業関係者というところも含めてお話を聞くということも

年に１回は最低必要でないかと思いますが、そこら辺のことはどう考えるかお聞きします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 ふるさと納税の取組については、個人の方からいいただく部分、又は企業版の分も含めて、

それぞれ取組を進めているところでもあります。 

私も、ふるさと納税という制度は、町に対して納税をいただくということはもちろんです

が、返礼品を通して大樹町の一次産品を知ってもらう、そしてまたさらにそれでリピーター
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になってもらって大樹の理解を深める、応援していただける方々を増やす目的もあると思っ

ておりますので、これからもふるさと納税の取組については、鋭意取り組んでいきたいと

思っているところでもあります。 

 いかに大樹町のふるさと納税を知っていただくかというところでは、ポータルサイトを増

やして取組を拡大していくことは、私どもの役割かなと思っているところでもあります。 

また、委員ご発言の中で、年に１回ぐらいは生産者と意見交換をというご発言もございま

したが、定期的には行っておりませんが、今、ふるさと納税に携わっている方々で年１回ど

ころではなく、かなりな頻度でいろいろな商品開発も含めて打ち合わせ、協議の場を持って

いただいていると思っているところです。 

オーダーが増えれば品物の動きが活発になりますし、品物がたくさんあるからオーダーが

増えるという、そこら辺のバランスは難しいところではありますけれども、一人でも多くの

方に大樹町のふるさと納税を知っていただく取組を通じて、これからもより多くの方々から

大樹町にふるさと納税を通じた応援をいただけるように鋭意取り組んでいくことは、私ども

これからもその思いを強く持って進めていきたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 ありがとうございます。 

令和３年度、２０２１年度のふるさと納税の結果が出た中で、感じてまた質問したわけで

すが、この中では大樹町は１９市町村の中で９番目という中で結構頑張っているのかなと思

いますが、中には１０億円を超える町村もあり、その超えた町村では一般財源として人口減

少対策と子ども・子育て対策等にもかなりつぎ込んでいることもありますので、商品は今の

ところ数に限りがあるみたいなことなので、どうしようもない面はあるのかなと思います

が、今後とも、町長が言われた各関係が協議しながら鋭意頑張っていただきたいと思いまし

て質問を終わります。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 高校生に対する医療費の助成についてお伺いします。 

 小中学校の医療費については大樹町も全額補助をしておりますが、高校生に対する医療費

は、私は町内ばかりではなく、大樹高校に通う生徒も含めて助成をしていったらよいと考え

ております。この点についていかがでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 
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 今、志民委員から高校生に対しても医療費の町費負担を考えてはどうかというご発言があ

りました。最近、新聞報道で知ったのですけれども、管内でも高校生に対する医療費の負担

をしていくという自治体があるということは存じております。 

 その目的はどこにあるかというところも、私は判断が必要かなと思っておりまして、例え

ば大樹高校の存続に向けての目的を持って取り組むということも政策としてはあるかなと

思っております。ただ、それにしても私どもの財源が必要な取組ということもありますので、

その辺についてはどういう形がいいか検討が必要かなと思っておりますので、検討の項目に

はなり得るかと思っております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

 検討の項目には入るということなのですが、ぜひ前向きに、存続に向けてと、私はあえて

最初からつけなかったのですね。高校生の健康維持が一番ですから、あえて高校維持という

問題ではないと私は考えております。その点について、私はあくまで高校生の健康のためと

考えておりますがいかがでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 私どもは高校生に限らず町民のための健康で安心して暮らせるまちづくりにとってどう

いう施策が必要かという判断に基づいて取組を進めていきたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 住生活基本計画の策定について伺います。 

 令和３年度に前の計画を見直して、令和４年度から１３年度までの１０年間の計画策定を

５５０万円かけて実施しました。その目的も施策の重点部分もあります。それで、実際に出

来上がった施策の重点部分の中に子どもの産みやすい住まいの実現とか、住宅の耐震化の促

進という項目があるのですが、施策を個人が住宅を建てるときにどのように施策と関わりを

持っていくのかというのがなかなか理解できないのです。住宅を建てる人は自分の理想とす

る住宅を建てるのではないかと思うのですが、ここに町が持っている施策をどのように反映

させるのかがよく理解できないので、これから１０年間これを活用するわけですから、そこ

の一番重要部分を聞きたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 
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 令和３年度におきまして住生活基本計画と並行しまして公営住宅長寿命化計画を策定し

ています。その中で住生活についての説明をいたしますと、基本目標として三つ掲げていま

す。一つ目が安心して暮らせることのできる住まいづくり、また二つ目は持続可能な住環境

の維持・向上、三つ目は良質な住宅のストックの形成ということで、この大きな三つの目標

を掲げております。 

まず耐震化の方につきましては、目標３番目の良質な住宅ストックの形成ということで、

昭和５６年以前に建てられた旧耐震性の住宅については、国のほうの指導もしくは法律の策

定等もございまして、国からの支援も受けながら大樹町においても個別住宅の耐震化及び耐

震改修について一部補助を実施してございます。ただし、残念ながらこの制度を創設しまし

て７、８年経つのですが、実績としては０件です。内容としては、ここ３年、４年の間に耐

震改修に向けてのご相談は受けております。その中で相談者から耐震診断をしたいという相

談を受けましたら、北海道で取り組んでおります無料の耐震診断のほうのご紹介、あっせん

をしている状況です。その部分の住宅施策として耐震化を実施しているのですけれども、や

はり安心・安全な住宅に住み続けていただけること、大樹町長く住んでいただきたいという

思いもあり、施策として掲げているところです。 

 また、一部子どもの産み育てやすい住まいの実現ということで、大樹でかなえるマイホー

ム支援事業の加算額について、お子様の人数に応じて補助金の加算をしています。実情とし

ては、昨日の質問の中でもご説明したとおりですが、町を形成する一つの大きな要素として

住宅というものが位置付けられております。その住宅が集まることで集団ができ、町が形成

できるというような観点から新築住宅についても補助を実施している状況となっておりま

す。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 今、お金の給付、古い住宅の耐震化のときに補助があると。それから新築のときにマイホー

ムの加算額があると話を聞いたのですが、ただ、これは大樹だけでつくったものではなくて、

全国的な流れだと思うのですよ。ですが、もしこのことを周知であれば、子どもの産み育て

やすい住まいの実現であれば、誰かが住宅を建てるときに、これでは子どもをちゃんと育て

られない住宅だからこっちにしなさいというアドバイスをしないといけないのではないか

と。だから、そういうものが何かがあるのかどうか。 

今、実態としては、それぞれが自分の思いで住宅を建てているから、先ほど言ったゼロ件

とかとなって、本当にこの施策がこれから１０年間で活かされるのかという疑問があるので

す。だから、せっかくつくったものであれば、活かされなければいけないと思うので、その

辺は今結論でないのかもしれませんが、ぜひ１０年間あって、そして見直す前に現行の施策

についてどうやって認識したのか。そして、進捗状況なんかを周知して、見直してつくった

わけですから、階段を上ってきているのですね、一歩一歩。そこがあるのに、まだ利用され
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ていないとなるとちょっと残念なのですが、その辺今後の課題としてぜひ活かしていただき

たいと思いますが、私もよく理解できないので、ここに活かせと言えないのですよ。ただ、

みんなの思いで建てる住宅に対して、もし必要があれば、アドバイスみたいにして活用する

のがいかがかなと思いますので、その辺の見解はございますか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 今回作成した住生活基本計画については、過去１０年経過したものを新たにリニューアル

したものであります。過去１０年の取組の住生活基本計画の中で、古い耐震基準を満たさな

い古い住宅にお住まいの町民の皆さまには、耐震改修をこの計画に基づいてやりませんかと

いうことで、窓口を設置して呼びかけをさせていただきました。ただ、耐震改修をするとい

う選択肢をされないで、古い家なので建て直すという選択肢をする方が大半でございまし

て、耐震診断を受けて耐震改修をするという件数については、残念ながら１０年間でゼロ件

ということになっているということを説明させていただきました。 

一方、安心して子育てができる住環境をこの計画に基づいて整備しましょうということ

で、昨年まで５年間、大樹でかなえるマイホームの制度を活用して大変多くの方に大樹町で

住宅を建設していただいたところでもあります。子育てしやすい自分にとってどういう住宅

が子育てしやすいかは、それはもう１００人いれば１００通りの住宅があるかなと思ってお

り、それぞれの設計又は建て方に対して私どもはそれを誘導してあげる役割はあるかなと

思っており、そのために助成制度を作成しているところであります。 

 今回、新たな住生活基本計画を策定するにあたって、過去５年間の経緯も含めてどういう

取組が必要かというところは、少し制度もリニューアルした中で住生活基本計画に基づき今

年度以降住宅の整備に対する助成を行っているという流れておりますので、その流れの中で

進めている事業だということについては、ご理解をいただきたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 地域公共交通確保維持改善事業補助金が令和３年度の決算で入っています。支出額が思っ

たほどに伸びていなかったのでよかったと思っているのですが、先の心配の部分で、乗車密

度が下がれば補助金が増えるのかと思ったら、その制度は逆で、乗車密度が下がれば冷たい

措置をされるので、すごく心配しているが、もしかしてこのまま乗車密度が万が一にも下が

り続けた場合には、補助金が出なくなって大変なことになると危惧しているのですが、この

制度の最悪のシナリオとしてどのようなことが考えられるのか教えていただきたいと思い

ます。 

○斉藤決算審査特別委員長 
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伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 十勝バスへの補助金の関係でございます。令和３年度におきましては、先に質疑でいただ

いたように、国の特例措置によりまして乗車密度による補助金のカットがなかったものです

から、補助金が満度に出たということで、私ども自治体の負担がそんなに高くならなかった

と、抑えられたという形になりました。 

 乗車密度によりまして、平均乗車密度が５人を上回れば、補助金のカットが行えないとい

う制度でございまして、５人を下回ったことによって、通常、運行回数を１日１２回とか動

かしてきているのが、５人を下回れば、その率分、運行回数が、本当は１２回なのに１０回

にみなされるような形で計算される仕組みなので、乗車密度が減れば減るほど運行回数が１

０回が９回、８回、７回にみなされることになり、本来補助金が１億円ほど出ている分が、

その分減っていきますので、どんどん運行回数分が、１２回運行している経費があるのに８

回しか運行していないとみなされた経費分しか見てくれないような感じで、補助金が減ると

いう仕組みになってございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 大分制度が分かりました。 

 それで、心配なのは、１２回運行しているのに５回という基準を持たれたら、当然町村の

負担額が大きくなっていくので、鉄路がなくなって十勝バスは唯一の公共交通で、タクシー

とかハイヤーは別にして、全道、全国に、この制度が維持できなくてやめた公共交通機関と

いうかバス路線はあるのか、情報としてお持ちでしょうか。 

○斉藤決算審査特別委員長 

伊勢企画商工課長。 

○伊勢企画商工課長兼地場産品研究センター所長 

 運行側とすれば、赤字分を国か、自治体が補助してくれるかという部分ですので、何ら補

助してくれる限りは運行できるところですので、あとは負担を沿線の自治体ができるかどう

かに係ってくるのかと思います。 

 それによって路線がなくなったという分については、聞いたことがございません。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 それで町長、鉄道もそうだったのですが、なければ駄目だと言う割には皆さんなかなか利

用されていなくて、結果的に広尾線の廃止も現実的にあのようなことになってしまったとい

う反省はそれぞれ住民の方は皆おありだと思うのです。 
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それで、一方的にチケットを買うのは補助制度としては多分禁じていて駄目だと新聞で読

んだのですが、別な住民利用が促進されていくような手だてがあれば、乗車密度も下がらな

くて、町の各沿線自治体の補助金といいますか支出額もある程度抑えられていくのではない

かと思うのですが、沿線の首長方で十勝バスの広尾線の維持についてのお話合いなり方策と

いうのは、これからされるのでしょうか。情報をいただきたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 今、十勝バスが広尾線南十勝夢街道という名前で運行されております。広尾線が昭和６２

年に廃止されて以降、唯一の公共機関だと思っており、これがなくなるということは、この

沿線自治体にとって住民の足がなくなるということになりますので、何としても避けていか

なければならないですし、継続して公共交通機関を確保していくことは、それぞれ沿線自治

体の首長の使命だと思っております。一方、なかなか乗車率が上がらない現実もあり、その

改善策対応については、それぞれ頭を痛めていると思っております。 

大樹から帯広まで通勤通学で使う、また病院等に通う段階で使う場合も、今１時間４５分

ぐらいかかると思います。その時間が非常にネックになることもあって、私どもの大樹町内

の公共交通計画から交通の確保の実証運行の中で、町内のデマンドなり乗合バスの運行に合

わせて、実は高規格道路を活用した帯広までの通勤・通学の足の確保を図れないか中札内村

などと協力しながら進めている経過もありますので、今後とも乗ってもらえるような交通の

確保はどうやってやっていくかというところがあると思っており、目的によっては、それぞ

れの今のように細かいバス停で拾っていくバスもあってもいいし、時間帯によっては、ある

意味本当の拠点だけを拾って帯広まで早く到達できるようなバスの運行もこれからニーズ

が出てくると思っておりますので、その辺は事業運営者であります十勝バス、又は沿線自治

体とも協議を進めた中で、乗ってもらえるようなバスの運行も含めて、足の確保はこれから

もしっかりと対応していかなければならないと思っております。やはり、乗車率を上げてい

くことが大きな課題だと思っております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、総括質疑を終了します。 

これより、認定第１号令和３年度大樹町一般会計決算認定についての件の討論を行いま

す。討論はありませんか。 

志民和義委員。 

○志民和義委員 
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 ただいま提案されております令和３年度大樹町一般会計決算認定に反対の討論を行いま

す。 

 総務費、徴税費、賦課徴税費の十勝圏複合事務組合滞納整理機構への支出でございます。

日頃から滞納整理に町職員が力を合わせ取り組み、高い収納率を上げていることは承知して

おります。しかし、私は町民の問題は町職員で解決していくことが重要だと考えています。

住民の事情をよく知る職員にそれを解決していく力を備えていると認識しております。 

以上の理由から、滞納整理機構に回すことなく職員で徴収するべきと考え、本決算に反対

をいたします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 次に、賛成討論の発言を許します。討論はありませんか。 

辻本正雄委員。 

○辻本正雄委員 

 令和３年度大樹町一般会計歳入歳出決算認定について、賛成の立場で意見を申し上げま

す。 

歳入の状況を見ますと、調定額に対する収入割合は、前年度から０.１ポイント増の９９.

８％となっています。主要財源である町税の収入割合は前年度から０.２ポイント増の９７.

９％と引き続き高い数字を維持しており、決算額も前年度を７６万円ほど上回る９億１,４

３７万円となっております。 

歳出の執行率は前年度から８.３ポイント増の９７.４％となりましたが、翌年度繰越額を

除いた不用額は前年度とほぼ同割合の２.０％であり、効率的に予算執行されているものと

判断します。 

この結果、繰越財源を除いた実質収支は３億５,９５６万円の黒字となり、歳入の確保や

歳出の削減に対する努力は十分評価できるものと考えます。 

また、地方債の現在高は、役場庁舎建設事業に係る起債の借入れ等により２１億２,７７

６万円増の９５億８３２万円となったものの、交付税措置のある起債を有効に活用し、歳出

の平準化に努める姿勢が見て取れます。 

基金残高は、当初５億２,０００万円の繰入れを予定した財政調整基金が１,２８０万円の

積立てに転じたほか、企業版ふるさと納税の積立て等により６億７,６６０万円増の４０億

８,９０７万円となっております。健全化判断比率や資金不足比率を見ても基準値内の比較

を維持しており、引き続き健全な財政状況であると考えます。 

予算執行の内容及び成果についても、決算審査意見書のとおり、効率的かつ適正に執行さ

れておりますので、令和３年度大樹町一般会計歳入歳出決算を認定することに賛成いたしま

す。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 次に、反対討論の発言を許します。討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 
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○齊藤決算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

次に、賛成討論の発言を許します。討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了します。 

 これより、認定第１号令和３年度大樹町一般会計決算認定についての件を、起立により採

決します。 

本件は、原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 着席願います。 

起立８名、起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり認定することと決しました。 

 

   ◎延会の議決 

○齊藤決算審査特別委員長 

 お諮りします。 

 委員会運営の都合上、本日はこれで延会とし、明日１５日午前１０時から委員会を再開

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれで延会とし、明日１５日午前１０時より委員会を開催します。 

 

◎延会の宣告 

○齊藤決算審査特別委員長 

本日は、これにて延会といたします。 

 

延会 午後 ３時０２分 

  



 

－ 1 － 

令和３年度決算審査特別委員会会議録（第４号） 
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開議 午前１０時００分 

 

   ◎開議の宣告 

○齋藤決算審査特別委員長 

 ただいまの出席委員は１０名であります。 

 定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、あらかじめ、お手元に配付したとおりであります。 

 

   ◎日程第１ 委員会記録署名委員指名 

○齋藤決算審査特別委員長 

 日程第１ 委員会記録署名委員の指名を行います。 

委員会記録署名委員は、規定により、委員長において、 

  船 戸 健 二 委員 

   松 本 敏 光 委員 

を指名いたします。 

 

   ◎日程第３ 認定第２号 

○齊藤決算審査特別委員長 

 日程第２ 認定第１号令和３年度大樹町一般会計決算認定についてから日程第９ 認定

第８号令和３年度大樹町下水道事業会計決算認定についてまで、以上、一括議題とされた８

件のうち、日程第２ 認定第１号令和３年度大樹町一般会計決算認定についての審査は、昨

日で終了しておりますので、これより、日程第３ 認定第２号令和３年度大樹町国民健康保

険事業特別会計(事業勘定)決算認定についての審査に入ります。 

 関係説明員から議案並びに事項別明細書の説明を求めます。 

 水津住民課長。 

○水津住民課長 

 それでは、認定第２号令和３年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)決算認定に

ついて説明させていただきます。 

 決算総括表から説明させていただきますので、議案の次のページをお開き願います。 

 令和３年度国民健康保険事業特別会計決算総括表について、科目ごとに決算額を申し上げ

ます。 

 まず、歳入です。 

保険税、決算額１億６,０８６万８,８７１円、不納欠損額２７万６,６５４円、収入未済

額１,９１５万９,３８２円、収入割合は８９.２％で、前年度と比較して０.７ポイント増と

なっております。国庫支出金、決算額３,０００円、道支出金４億７,１９１万７,７００円、

財産収入１０９円、繰入金４,９６３万１,６５３円、繰越金２,１４７万１,５０２円、諸収
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入７８万９,０１８円。 

 収入合計、予算現額７億１,７５７万９,０００円、調定額７億２,４１１万７,８８９円、

決算額７億４６８万１,８５３円、不納欠損額が２７万６,６５４円、収入未済額１,９１５

万９,３８２円、収入割合は９７.３％でございます。 

 次に、歳出ですが、総務費、決算額１,０８３万４,７８４円、保険給付費４億３,９２２

万８,３９２円、国民健康保険事業費納付金２億３,２４８万３,０００円、共同事業拠出金

２８７円、保険事業費５４９万４,２７１円、公債費の支出はございません。諸支出金５３

３万９,１８４円です。 

 支出合計、予算現額７億１,７５７万９,０００円、決算額６億９,３３７万９,９１８円、

不用額２,４１９万９,０８２円、執行率９６.６％です。 

歳入歳出差引残高が１,１３０万１,９３５円で、同額を翌年度へ繰り越しするものでござ

います。 

次に、事項別明細書で説明いたしますので、事項別明細書の２５３ページ、２５４ページ

をお開き願います。 

歳入です。収入済額のみ申し上げます。 

１款保険税、１項保険税、１目一般被保険者保険税、収入済額ともに同額の１億６,０８

６万８,８７１円。現年課税分では、収入割合が９８.３％で、前年対比０.４ポイントの増

です。滞納繰越分では、収入割合が２３％で、前年比５.８ポイントの増となってございま

す。不納欠損は１件分で２７万６,６５４円となっております。２目退職被保険者保険税、

収入済額はございません。 

２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目国民健康保険災害臨時特例補助金ともに同額の３,

０００円です。 

３款道支出金、１項道補助金、１目保険給付費等交付金ともに同額の４億７,１９１万７,

７００円。保険給付費に充てられている普通交付金が４億３,８４５万６,７００円と、特別

交付金が３,３４６万１,０００円となっております。 

４款財産収入、１項財産運用収入、次のページ、１目利子及び配当金ともに同額の１０９

円です。 

５款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金ともに同額の４,９６３万１,６５３

円です。 

６款繰越金、１項繰越金、１目前年度繰越金ともに同額の２,１４７万１,５０２円です。 

７款諸収入７８万９,０１８円、１項延滞金及び加算金、１目延滞金ともに同額の２０万

５,６００円。２目加算金の収入はございません。次のページに移りまして、２項雑入５８

万３,４１８円、１目療養給付費等負担金２７万円。この負担金は、町独自の制度によりま

して現物給付に係る一部負担金を一般会計で負担しているものでございます。２目第三者行

為徴収金の収入はございません。３目雑入３１万３,４１８円。 

収入合計が、予算額７億１,７５７万９,０００円、調定額７億２,４１１万７,８８９円、
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収入済額７億４６８万１,８５３円、不納欠損額２７万６,６５４円、収入未済額１,９１５

万９,３８２円となるものです。 

次に、歳出の説明させていただきますので、２５９ページ、２６０ページをお開き願いま

す。 

歳出です。支出済額のみ申し上げます。 

１款総務費１,０８３万４,７８４円、１項総務管理費、１目一般管理費ともに同額の９６

４万５６６円、１２節委託料では国保事務に係る電算システムにつきまして、市町村の事務

軽減、費用負担軽減の観点から令和２年度に北海道が導入いたしました国保事務処理標準シ

ステム保守業務を支出するため経費を支出してございます。次のページに移りまして、２項

徴税費、１目賦課徴税費ともに同額の１０８万２,３１８円。３項運営協議会費、１目運営

協議会費ともに同額の１１万１,９００円。 

２款保険給付費４億３,９２２万８,３９２円、１項療養諸費３億８,２２７万６,８２０

円、前年対比で９８.７％となっております。１目一般被保険者療養給付費３億７,９７３万

３,５２２円、２目一般被保険者療養費１４７万８,３６９円、３目審査支払手数料１０６万

４,９２９円。２項高額療養費５,２８９万４,１２２円、前年比で１０５.７％となっており

ます。次のページに移りまして、１目一般被保険者高額療養費５,２８９万４,１２２円。２

目一般被保険者高額介護合算療養費の支出はございません。３項移送費の支出はございませ

ん。４項出産育児諸費３７８万１,８９０円、１目出産育児一時金３７８万円、２目審査支

払手数料１,８９０円。５項葬祭諸費、１目葬祭費ともに同額の２４万円。６項傷病手当諸

費、１目傷病手当金３万５,５６０円。 

次のページに移りまして、３款国民健康保険事業費納付金２億３,２４８万３,０００円。

この納付金は、平成３０年度から国民健康保険が都道府県単位化されたことによりまして北

海道が算定した額を納めるものでございます。１項医療給付費分、１目一般被保険者医療給

付費分ともに同額の１億６,２３９万３,０００円。２項後期高齢者支援金等分、１目一般被

保険者後期高齢者支援金等分ともに同額の５,０２９万８,０００円。３項介護納付金分、１

目介護納付金分ともに同額の１,９７９万２,０００円。 

４款共同事業拠出金、１項、１目ともに同額の２８７円。 

５款保健事業費５４９万４,２７１円。１項保健事業費、１目保健衛生普及費ともに同額

の６２万５,３４７円。次のページに移りまして、２項、１目特定健康診査等事業費ともに

同額の４８６万８,９２４円、１２節委託料の特定健診の実施人数は４５０人となっており

ます。 

６款公債費の支出はございません。 

７款諸支出金５３３万９,１８４円、１項償還金及び還付加算金１８１万１,１８４円、次

のページに移りまして、１目一般被保険者保険税還付金４０万５,７００円、２目保険給付

費等交付金償還金１４０万５,４８４円。２項繰出金、１目直営診療施設勘定繰出金ともに

同額の３５２万８,０００円。この繰出金は、北海道から大樹町立病院の運営に特別に要し
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た費用分として交付されました緊急患者受入体制に対して病院会計に繰り出したものでご

ざいます。 

支出合計、予算現額７億１,７５７万９,０００円、支出済額６億９,３３７万９,９１８円、

不用額２,４１９万９,０８２円となるものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 議案並びに事項別明細書の説明が終わりました。 

これより、事項別明細書の歳入歳出全般についての質疑を受けます。 

質疑はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 歳入の２５４ページの２節保険給付費等交付金、特別交付金ということで、内容の説明を

いただきたいのですが、保険者努力支援分と特別調整交付金分の中身についてお伺いいたし

ます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

水津住民課長。 

○水津住民課長 

 歳入の部分の保険給付費の交付金の普通交付金と特別交付金の関係でございますが、保険

給付費等交付金等の交付金は、平成３０年度以降の国保運営に対しまして被保険者に対する

給付費を担保するための仕組みでありまして、都道府県と市町村をつなぐ要とした役割を有

するものとなっております。具体的には、都道府県は、市町村が賦課徴収した保険税を国民

健康保険事業の納付金として取りまとめ、その他公費負担分と合わせた上で保険給付に充て

るための財源であります。保険給付費等の交付金として市町村に交付するための仕組みであ

り、安定した国保運営のために不可欠な機能となっています。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時１８分 

再開 午前１０時１９分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

水津住民課長。 

○水津住民課長 

保険者努力支援分につきましては、予防健康づくり等の取組状況に応じて交付される交付
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金となっています。 

以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

特別調整交付金、二つ出ていますから。 

水津住民課長。 

○水津住民課長 

もう一つ、特別交付金につきましては、町立病院の運営等に交付される交付金となってい

ます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

 努力支援分については、いろいろ対策を取って、国民健康保険の給付を低く、いろいろな

努力をして、その結果、そういうところに対して努力をしたことで給付していることでいい

のですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

水津住民課長。 

○水津住民課長 

 国保被保険者に対して特定健診とかマイナンバーといったものに対して取り組んでいる

部分に対して評価される部分となってございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

 健診業務とか予防業務をやった結果について、特に南十勝がそういう傾向にあるというこ

とで、いい傾向にあるということで、保険給付が低いところでも勘案されているのでしょう

か。 

○齊藤決算審査特別委員長 

水津住民課長。 

○水津住民課長 

 委員のおっしゃるとおりでございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 歳入の２５４ページの２節滞納繰越金であります。 

説明の中で、不納欠損額に２７万６,６５４円の内訳は１件とお聞きしましたが、不納欠

損等しなければならない理由をお聞きします。 
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○齊藤決算審査特別委員長 

水津住民課長。 

○水津住民課長 

 不納欠損額の２７万６,６５４円のことについてですが、昨日も一般会計で説明させてい

ただきました同じ方の不納欠損となりまして、この方は平成２８年にお亡くなりになりまし

て、前半省略いたしますが、令和元年に大樹町が相続財産管理人の申立者となりまして、申

し立てた後、令和３年まで土地建物等々の売却に時間がかかり令和３年８月に相続財産管理

人より配当弁済の通知が来て清算が完了いたしました。それで、土地建物の売上げとして６

０万５,１７３円ありましたので、その分を差し引いた差額を国保税として２７万６,６５４

円となったものでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 収入の２５４ページを見ますと、令和３年度に収入にならなかったお金がそれぞれ現年分

と滞納分があるのですが、滞納者に対して短期証の発行がされているかどうかお聞きしま

す。短期証の発行があれば、何名の方かお知らせいただきたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

水津住民課長。 

○水津住民課長 

 ただいまの短期証の発行の件数でございますが、世帯でよろしかったでしょうか。短期証

の世帯の件数でございますが、短期証の１か月が６世帯、それから３か月が１４世帯、６か

月が９世帯となってございます。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、歳入歳出全般に関する質疑を終了します。 

これより、認定第２号令和３年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)決算認定に

ついての件の総括質疑を行います。 

総括質疑はありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 
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 国保に関しては、同じ町民で社会保険との間の負担の格差が段々大きな問題になってきて

いることで、町長もいろいろな町村会等で要望しているということですね。その中にこうい

うような努力をして医療給付を低くしていると、保健指導なんかも一生懸命やっているとい

うようなことで、機敏に対応して都道府県化になったときは道に要望に行ったということを

私も評価しております。それで、社会保険との間の格差について、引き続き縮めていくとい

う要望をぜひお願いしたいと。 

 もう一つは、子どもの均等割です。これは、いろいろな関係の町村会、また町村議会議長

会等の要望もあって非常に一歩大きく前進したと思っています。さらに全額免除に向けて要

望を続けていっていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 国保の保険事業に関わらず、制度というもので中身を改善する必要があるものについては

私どもも積極的に取り組みたいと思っております。 

また一方で、国保制度と、社会保険制度の格差と委員はおっしゃいますが、それは制度が

違うことですので、もともとの根本の負担の考え方があると思いますので、不合理があれば、

それは正すべきだと思いますが、制度が違うところもご理解をいただきたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

 制度が違うと、全くそのとおりなのですね。ただ、同じ住民ですので、格差があってはな

らないと私は考えているのです、構造的なものがあると。これは今のこういう時代を背景に

した自営業者、農業者も含めて、そういう人たちの世帯の減少があるので、これは制度の違

いだけは放置できないと私は考えているのですがいかがでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 社会保険制度はそれぞれの会社なりで入っている部分がありますので、その中でも正直い

ろいろな制度の違いはあるかと思います。 

国保の事業については、加入いただいている加入者の方々のための制度でもありますし、

私どもの役割としては、国保事業会計をいかに安定的に運営していくこと並びに国保加入者

に対して特定健診などを進める中で医療費の削減を図っていく、それがめぐりめぐって国保

加入者の安定的な医療体制の確保につながると思っておりますので、私どもが意を注ぐべき

はその点にあると強く思っています。 

○齊藤決算審査特別委員長 

志民委員。 
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○志民和義委員 

 全くそのとおりで、実際そういうことはしていると。ただ、それだけでカバーできるかと

私は思っているのです。 

 もう一つ質問していた、子どもの均等割の引き続きの要望についていかがでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 最後の子どもの均等割も含めて、最初の答弁で返答させていただいたつもりでおります。

制度の中で改善すべきもの、見直すべきものについては、しっかりと対応していきたいとい

う答弁で回答させていただきました。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに総括質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、総括質疑を終了します。 

これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了します。 

 これより、認定第２号令和３年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)決算認定に

ついての件を採決いたします。 

 お諮りします。 

本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり認定することと決しました。 

 

◎日程第４ 認定第３号 

○齊藤決算審査特別委員長 

次に、日程第４ 認定第３号令和３年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定について

の件を議題といたします。 

関係説明員から議案並びに事項別明細書の説明を求めます。 

 水津住民課長。 
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○水津住民課長 

 認定第３号を説明させていただきますので、議案のほうにお戻り願います。 

 認定第３号令和３年度大樹町後期高齢者医療特別会計の決算認定について説明させてい

ただきます。次のページの決算総括表をご覧ください。 

 令和３年度後期高齢者医療特別会計決算総括表につきまして、科目ごとに決算額を申し上

げます。 

 歳入。 

後期高齢者医療保険料、決算額６,７３０万４,９００円、収入未済額７万１,０００円、

収入割合が９９.９％で、前年度と比較して０.１％増となっております。繰入金、決算額２,

８１８万８,２４９円、繰越金４８万６,７６１円、諸収入４万２,７００円。 

収入合計、予算現額９,６３７万３,０００円、調定額９,６０９万３,６１０円、決算額９,

６０２万２,６１０円、収入未済額７万１,０００円、収入割合が９９.９％でございます。 

次に、歳出です。 

総務費、決算額５３万２,１５９円、後期高齢者医療広域連合納付金９,４８７万３４９円、

諸支出金３万３,８００円。予備費の決算額はございません。 

歳出合計、予算現額９,６３７万３,０００円、決算額９,５４３万６,３０８円、不用額９

３万６,６９２円、執行率９９.０％。 

歳入歳出差引残高が５８万６,３０２円で、同額を翌年度へ繰り越すものでございます。 

次に、事項別明細書で説明いたしますので、事項別明細書の２７１ページ、２７２ページ

をお開き願います。 

まず、歳入です。収入済額のみ申し上げます。 

１款、１項、１目ともに後期高齢者医療保険料、同額の収入済額６,７３０万４,９００円、

収入割合は、現年度分が１００％、滞納繰越分が３８.８％となっております。後期高齢者

医療保険制度に加入している方の保険料で、対象人数は年間平均で１,０７３人となってお

ります。 

２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金ともに同額の２,８１８万８,２４９

円。 

３款、１項、１目ともに繰越金、同額の４８万６,７６１円。 

４款諸収入４万２,７００円、１項延滞金及び過料の収入はございません。２項償還金及

び還付加算金、１目保険料還付金ともに同額の３万３,８００円、２目還付加算金の収入は

ございません。３項雑入、次のページに移りまして、１目雑入ともに８,９００円。 

歳入合計、予算現額９,６３７万３,０００円、調定額９,６０９万３,６１０円、収入済額

９,６０２万２,６１０円、収入未済額７万１,０００円となるものです。 

次に、歳出です。 

２７５ページから２７６ページにかけまして、支出済額のみ申し上げます。 

 １款総務費５３万２,１５９円、１項総務管理費、１目一般管理費ともに同額の４９万８,
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００７円。２項徴収費、１目徴収費ともに同額の３万４,１５２円。 

２款、１項、１目ともに後期高齢者医療広域連合納付金、同額の９,４８７万３４９円。

この納付金は、後期高齢者医療制度の運営主体であります広域連合に納付するもので、保険

料の収入分と町が負担する保険基盤安定制度の負担金、事務費の負担金を支出してございま

す。 

３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金ともに同額の３万３,８０

０円。 

４款予備費の支出はございません。 

歳出合計、予算現額９,６３７万３,０００円、支出済額９,５４３万６,３０８円、不用額

が９３万６,６９２円となるものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○齋藤決算審査特別委員長 

 議案並びに事項別明細書の説明が終わりました。 

 これより、事項別明細書の歳入歳出全般についての質疑を受けます。 

 質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 一つは、現年度１００ですので短期証はないと思うのですが、滞納繰越分の方に短期証の

交付があるかお聞きします。 

 それからもう一つ、医療費を払うときに、基本的には１割負担と思うのですが、２割の方

が増えたり、現職並みの負担金など率が変わると思うのですが、千七十何人の中の負担割合

の１割の方、２割の方ということでの割合及び人数を教えていただきたいと思います。 

○齋藤決算審査特別委員長 

水津住民課長。 

○水津住民課長 

 まず、収入未済額の７万１,０００円ですけれども、この方は１人でございまして、短期

証の部分の評価としましては６か月となってございます。 

それと、医療機関での自己負担の関係だと思うのですけれども、区分として全部で６項目

ありまして、そのうちの３項目で現役区分１、２、３というのがございまして、その部分は

３割負担となっておりますが、その部分の人数として４２人、それから一般区分２、区分１

として１割負担の方については１,０５１人でございます。 

以上でございます。 

○齋藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 
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 質疑なしと認めます。 

これをもって、歳入歳出全般に関する質疑を終了します。 

これより、認定第３号令和３年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定についての件の

総括質疑に入ります。 

総括質疑はありませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 いつもお伺いしているのですが、制度上、もともと国民健康保険だったところに高齢者部

分を切り離していくことになったので、これは保険運営上、できるだけ分母を大きくして

やっていったほうが事務的にも、経費も余分にかからないのではと単純に私は考えるのです

が、その点についていかがでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 酒森町長。 

○酒 森 町 長 

 後期高齢者医療の関係で、毎回同じご質疑をいただいております。 

私は、全くそう思っておりません。これから団塊の世代と言われる方々が、いわゆる後期

高齢者になっていくことで、医療制度が持つ役割というのは、これからもさらに強まるので

はないかとも思っておりますし、いち早く広域連合の形で後期高齢者医療も運営しているこ

とでありますので、これからも重要性が増すと私は認識をしております。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ほかに総括質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 総括質疑なしと認めます。 

 これをもって、総括質疑を終了します。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 ただいま提案されております令和３年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算に反対討論

を行います。 

 この制度は、発足当時から高齢者を区別することになると批判が多く、かつての老人保険

制度でよかったと考えております。よって、本決算認定に反対をいたします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

 西山弘志委員。 

○西山弘志委員 
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 ただいま議題となっております認定第３号令和３年度大樹町後期高齢者医療特別会計決

算認定について、賛成の立場で討論させていただきます。 

 後期高齢者医療制度につきましては、急速に少子高齢化が進む中、国民の医療費が増加す

る状況にあり、特に増え続ける老人医療費を安定的に賄うための医療制度として、高齢者の

皆さまが安心して医療を受けられるよう構築された制度であります。 

 北海道では、道内の全市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合がこの制度の運営

主体を担っております。制度発足後１４年が経過し、安定した事業運営が行われています。 

 後期高齢者医療特別会計における町の事務としては、対象者の加入、離脱の届出、保険料

の徴収、保険証の引渡しなど、被保険者の身近な窓口業務を遂行しているところであります。 

 本会計においては、事業運営が円滑に進められており、事務処理においても適切に処理さ

れていることから、本会計の決算に賛成します。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 次に、反対討論の発言を許します。討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 反対討論なしと認めます。 

 次に、賛成討論の発言を許します。討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 賛成討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了します。 

 これより、認定第３号令和３年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定についての件を

起立により採決いたします。 

 本件は、原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 着席ください。 

起立８人、起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり認定することと決しました。 

休憩します。 

 

休憩 午前１０時４７分 

再開 午前１１時００分 

 

○齋藤決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 
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◎日程第５ 認定第４号 

○齊藤決算審査特別委員長 

 日程第５ 認定第４号令和３年度大樹町介護保険特別会計決算認定についての件を議題

といたします。 

 関係説明員から議案並びに事項別明細書の説明を求めます。 

 清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 それでは、認定第４号の議案をお開きください。 

 認定第４号令和３年度大樹町介護保険特別会計決算認定につきましてご説明を申し上げ

ますので、次のページの総括表をご覧ください。 

 令和３年度介護保険特別会計決算総括表につきまして、科目ごとに決算額を申し上げま

す。 

 歳入です。 

 介護保険料、決算額１億２,６２１万２,５７２円、不納欠損額１４万５,８８０円、収入

未済額３２万８,４６０円、収入割合９９.６％。収入割合は、前年度と同じとなっておりま

す。国庫支出金１億７,２９９万８,２４８円、道支出金９,５０３万１７０円、支払基金交

付金１億５,６４９万２,９３６円、財産収入１,５５１円、繰入金１億３,２０６万６,０６

０円、諸収入２１７万１,７０１円、繰越金３,９９６万６,１２９円。 

 歳入合計、予算現額７億２,１３８万８,０００円、調定額７億２,５４１万３,７０７円、

決算額７億２,４９３万９,３６７円、不納欠損額１４万５,８８０円、収入未済額３２万８,

４６０円、収入割合９９.９％でございます。 

 次に、歳出です。 

 総務費、決算額２,５１５万１,０６４円、保険給付費５億５,６５８万８,４０２円、地域

支援事業費６,４４３万６,２３３円、基金積立金２,４０１万２,５０１円、諸支出金１,８

２３万１,２４４円。 

 歳出合計、予算現額７億２,１３８万８,０００円、決算額６億８,８４１万９,４４４円、

翌年度繰越額はございません。不用額３,２９６万８,５５６円、執行率９５.４％でござい

ます。 

 歳入歳出差引残額３,６５１万９,９２３円、うち翌年度へ繰り越す額は同額の３,６５１

万９,９２３円となります。 

 それでは、決算の内容につきまして事項別明細書でご説明申し上げますので、２７７ペー

ジ、２７８ページをお開きください。 

 初めに、歳入です。 

 １款、１項ともに介護保険料、１目第１号被保険者介護保険料、収入済額１億２,６２１
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万２,５７２円、現年度分は１億２,６０７万７,４３０円。６５歳以上の方にご負担いただ

いております介護保険料で、３月末における被保険者数は１,９４１名となっております。

不納欠損額は１４万５,８８０円で２名分です。収入未済額は現年度分が７万６,９８０円で

２名分、滞納繰越分が２５万１,４８０円で２名分でございます。 

 ２款国庫支出金１億７,２９９万８,２４８円、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、

収入済額１億６２２万１,８３８円。２項国庫補助金６,６７７万６,４１０円、１目調整交

付金４,５２８万４,０００円、２目地域支援事業交付金１,７３０万５,４１０円、３目介護

保険事業費補助金７１万円、４目地域支援事業調整交付金１３８万８,０００円、５目保険

者機能強化推進交付金１１０万７,０００円、６目介護保険保険者努力支援交付金９８万２,

０００円。 

 ３款道支出金９,５０３万１７０円、次のページにまたがります。１項道負担金、１目介

護給付費負担金ともに同額の８,５７９万１９１円。２項道補助金、１目地域支援事業交付

金ともに同額の９２３万９,９７９円。 

 ４款、１項ともに支払基金交付金、同額の１億５,６４９万２,９３６円、１目介護給付費

交付金１億５,１２１万７,９３６円、２目地域支援事業支援交付金５２７万５,０００円。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金ともに同額の１,５５１円。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金ともに同額の１億３,２０６万６,

０６０円。次のページをお開きください。２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金

はございません。 

 ７款諸収入２１７万１,７０１円、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、２

目第１号被保険者過料はございません。２項雑入２１７万１,７０１円、１目第三者納付金、

２目返納金はございません。３目雑入２１７万１,７０１円、地域包括支援センターで行っ

た要支援の方に係る介護予防サービス計画作成費の収入が主なものです。 

 次のページにまたがります。８款、１項、１目ともに繰越金、同額の３,９９６万６,１２

９円。 

 歳入合計、予算現額の合計７億２,１３８万８,０００円、調定額７億２,５４１万３,７０

７円、収入済額７億２,４９３万９,３６７円、不納欠損額１４万５,８８０円、収入未済額

３２万８,４６０円となるものです。 

 次のページをお開きください。 

 歳出です。 

 １款総務費、支出済額２,５１５万１,０６４円、１項総務管理費、１目一般管理費ともに

同額の１,６１０万６,７７３円。一般管理費では、職員２名の人件費と事務経費を支出して

おります。次のページをお開きください。２項、１目ともに賦課徴収費、同額の２４万７,

４１７円。３項介護認定審査会費８７９万６,８７４円。介護サービスを利用するために必

要な介護認定の費用を支出しております。１目介護認定審査費１９２万２２５円、２目介護

認定審査会費４８６万３,８２０円。南十勝４町村で共同設置する介護認定審査会の負担金
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を支出しております。令和３年度の認定審査件数は、大樹町分で３９４件となっております。

３目認定調査費２０１万２,８２９円。 

 ２款保険給付費５億５,６５８万８,４０２円、１項介護サービス等諸費５億４,５８４万

９,８３０円、次のページをお開きください。１目居宅介護サービス給付費２億７６１万６,

２１１円。２目居宅介護サービス計画費３,２００万６,１２４円、３目施設サービス給付費

２億７,４３４万３８６円、４目福祉用具購入費１０２万５,６３４円、５目住宅改修費２４

６万７,６７０円、６目特定入所者介護サービス費２,７９２万１５３円、７目審査支払手数

料４７万３,６５２円。２項高額介護サービス費１,０７３万８,５７２円、１目高額介護サー

ビス費８９３万９,０８８円、次のページをお開きください。２目高額医療合算介護サービ

ス事業費１７９万９,４８４円。 

 ３款地域支援事業費６,４４３万６,２３３円、１項介護予防・日常生活支援総合事業費１,

７４２万２,３７３円、１目介護予防・生活支援サービス事業費１,１８５万９０１円、２目

一般介護予防事業費５５７万１,４７２円。ここでは、委託料として社会福祉協議会に委託

している介護予防教室の経費などを支出しております。２項包括的支援事業任意事業費４,

７０１万３,８６０円、１目包括的支援事業費４,３３３万３,６６８円。ここでは、包括支

援センター運営費及び職員３名の人件費を支出しております。次のページをお開きくださ

い。２目任意事業費３６８万１９２円。町が行っている配食サービス事業や介護タクシー利

用助成事業、また社会福祉協議会に委託している介護職員初任者研修や除雪サービスに要す

る経費を支出しております。 

 次のページをお開きください。４款、１項ともに基金積立金、１目介護給付費準備基金積

立金、同額の２,４０１万２,５０１円。 

 ５款諸支出金１,８２３万１,２４４円、１項償還金及び還付加算金３６０万５,０６０円、

１目第１号被保険者保険料還付金はございません。２目償還金３６０万５,０６０円。次の

ページをお開きください。２項繰出金、１目他会計繰出金ともに同額の１,４６２万６,１８

４円。 

 歳出合計、予算現額の合計７億２,１３８万８,０００円、支出済額６億８,８４１万９,

４４４円、不用額３,２９６万８,５５６円となるものです。 

 以上で説明を終わります。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 議案並びに事項別明細書の説明が終わりました。 

 これより、事項別明細書の歳入歳出全般についての質疑を受けます。 

 質疑はありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 歳出、２９０ページの介護サービス等諸費であります。資料をいただきましたが、住宅改

修費３３件で２４６万７,６７０円となっています。資料の中で、引っ越しや要介護度が高
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くなった場合に再度の支給対象ということがあるのですが、３３件の実績の中で再度の支給

対象になった事例があるのかどうか。あればその内訳をお聞きしたいと思います。 

 引っ越しについては、単純に、家族の子ども達のところに短期間行くとかではなくて、完

全に住所変更をしてとの条件がないと駄目なのかどうかをお聞きします。 

 それから、１割負担から３割負担まで所得の関係であるということですが、３割負担とな

る場合の所得の金額をお聞きしたいと思います。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 住宅改修に係る再度の給付があったかという点につきましては、１件ありました。その１

件の方は、町内から町内への住所変更ということです。 

 ３割の負担割合の所得の金額につきましては、少しお待ちください。 

○齊藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時１９分 

再開 午前１１時１９分 

 

○齋藤決算審査特別委員長 

休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 利用者負担割合の判定基準ですけれども、３割負担の方は合計所得金額が２２０万円以

上の方が３割と規定されております。 

 以上です。 

○齋藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 今、町内から１件あって、町内から町内への住所変更ですが、他町村に行くと、この分

は該当しないという理解でよろしいですか。 

○齋藤決算審査特別委員長 

清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学
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童保育所長 

 大樹町から大樹町外に転出された場合は、今度は転出された市町村の介護保険の被保険

者ということになりますので、そちらでの住宅改修につきましては対象になりません。 

 以上です。 

○齋藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 何点かあります。 

 一つは、収入未済額の分で、短期証が出ているのかどうかでございます。 

 それから、介護保険料は普通徴収と特別徴収があると思うのですが、割合と金額を教え

てください。 

 もう一つは、１割、２割、３割の窓口負担割合というのでしょうか、割合と人数を教え

ていただきたいと思います。 

○齋藤決算審査特別委員長 

清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 まず１点目の短期証の件ですけれども、介護保険には短期証というのはありません。も

し納付がなくて介護サービスを受ける場合は、一旦１０割負担していただいて、１０割分

から介護保険料を納めていただいて、介護保険料が納まりましたら普通の１割負担なり２

割負担、３割負担となっていきます。 

 そして、普通徴収と特別徴収の割合ですけれども、少しお待ちください。現年度分でい

きますと、普通徴収が対象人数３４５名です。特別徴収が１,７６３名です。 

 そして、最後の１割、２割、３割の人数につきましては、申し訳ございません、今説明

できる資料はありませんので、後ほど説明させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○齋藤決算審査特別委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 続けて、二つお願いいたします。 

 一つは、地域支援の補助金、国庫と道補助金で２,６００万円ほど入っているのですが、

歳出で見たら、大きく１,７００万円とか、それから社協関係のお金で、補助の対象の、収

入は国庫補助と道補助と思われるのですが、支出の積上げの事業を教えていただきたいと

思います。 

 もう一つ、令和３年度末の数字で出ている分が、介護度３で６４人、介護度４で３４人、
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介護度５で２６人、大体１２０人いるのですが、その方々は、大樹町の特養でいえば５０

床で、全部が全部特養ではないとは思うのですが、行き先などはどのように把握されてい

るのでしょうか。その２点お願いします。 

○齋藤決算審査特別委員長 

 明日見保険福祉課参事。 

○明日見保険福祉課参事 

 地域支援事業の委託分の積上げについてですが、地域支援事業については、大きく事業

が三つに分類されております。一つが総合事業となりますが、その中で委託している事業

は主に一般介護予防事業になり、総額では決算額は５５７万１,４７２円となります。もう

一つが包括的支援事業という分類になり、これは主に生活支援体制整備事業で、社会福祉

協議会に委託している事業になりますが、総額としては１,７７９万５５６円が決算額とな

ります。次に、任意事業ですが、主に介護職員初任者研修ですとか介護用品支給事業にな

りますが、決算額としては２７７万８,１９６円となります。 

 以上です。 

○齋藤決算審査特別委員長 

清原保健福祉課長。 

○清原保健福祉課長兼南十勝こども発達支援センター所長兼町立尾田認定こども園長兼学

童保育所長 

 要介護５、４、３の方のそれぞれの生活をどこでしているかですが、要介護５の方は２

６名と主要施策報告書には載せてありますが、ほぼ全員施設入所、もしくは入院という形

で施設での生活をされております。４の方につきましても、ほとんどの方が同じ状況です

が、一部自宅が大樹にあって家族の方がすぐ近くにいる方などは在宅で生活されている方

もいらっしゃいます。およそ１割となっておりまして、正確な人数は把握しておりません

が、後ほど精査して資料を出させていただきたいと思います。要介護３につきましては、

段々割合が減ってきますので、施設入所の方もおりますが在宅の方もいらっしゃいます。 

 以上です。 

○齋藤決算審査特別委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 地域支援事業なのですけれども、補助率として考えたら駄目なのですが。介護保険事業

の全体の中で国からいただいたり、道からいただく分の補助金になっていますので、補助

率というのはあると思われるのですが、補助率のことをお聞きします。 

○齋藤決算審査特別委員長 

 明日見保険福祉課参事。 

○明日見保険福祉課参事 

 地域支援事業の補助率ですが、地域支援事業は、財源構成が定められておりまして事業
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の種類によって若干率が変わっています。介護予防・日常生活総合支援事業は、財源構成

が公費と保険料とで半々になっており、公費の部分は国が２５％、残りは道と町が半分に

なり、残り５０％は保険料ですが、もう一つの包括的支援事業任意事業は、保険料が２３

％となっており、残りを国２、道・町が１という割合で負担をしています。以上が財源構

成です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

 （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入歳出全般に関する質疑を終了します。 

 これより、認定第４号令和３年度大樹町介護保険特別会計決算認定についての件の総括質

疑を行います。 

 総括質疑はありますか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 ２９４ページの任意事業の委託料に関わる部分なのですが、大樹町配食サービス事業の業

務であります。資料で令和３年度の利用者は３４人、延べ２６３人ということでいただきま

したが、対象としては生活保護世帯、町民税非課税世帯のうちの６５歳以上の独り暮らしの

高齢者、高齢者のみの世帯、そして身体障害者手帳、養育手帳、精神障害者保健福祉手帳の

交付者ということでありますが、対象者のうちの３４名なのですが、希望ですから、これを

全部合算するとサービスを受けられる対象者の数というのは分母になるから把握している

のではないかと思いますが、把握していて今お手元にあったらお聞きしたいと思います。も

しなければ後から数字だけ教えていただきたいと思います。 

○齋藤決算審査特別委員長 

 明日見保険福祉課参事。 

○明日見保険福祉課参事 

 配食サービスの対象者の件ですが、独居の高齢者の方、高齢者夫婦のみの世帯、又は障害

手帳などをお持ちの方のみの世帯となっていますが、現在ご説明できる資料がございません

ので、後ほど整理してお渡ししたいと思います。 

○齋藤決算審査特別委員長 

 ほかに総括質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 総括質疑なしと認めます。 

 これをもって、総括質疑を終了します。 
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 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了します。 

 これより、認定第４号令和３年度大樹町介護保険特別会計決算認定についての件を採決い

たします。 

 お諮りします。 

本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり認定することと決しました。 

 

◎日程第６ 認定第５号 

○齊藤決算審査特別委員長 

 日程第６ 認定第５号令和３年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定についての

件を議題といたします。 

 関係説明員から議案並びに事項別明細書の説明を求めます。 

 牧田特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービスセンター所長。 

○牧田特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービスセンター所長 

 それでは、認定第５号令和３年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定につきまして

ご説明申し上げますので、ページのほうをお開きください。 

 次のページの総括表をご覧ください。 

令和３年度介護サービス事業特別会計決算総括表につきまして、科目ごとに決算額を申し

上げます。 

 歳入。 

 サービス収入、決算額１億９,２５６万５,３１１円、分担金及び負担金４,３５６万８,

０１３円、収入未済額１４万４,１２７円、収入割合９９.７％、前年対比０.３％の減となっ

ております。繰入金１億２,９６１万８,０００円、繰越金１,６３４万７５８円、諸収入３

９７万８,７５０円。 

 歳入合計、予算現額３億８,７２０万円、調定額３億８,６２１万４,９５９円、決算額３

億８,６０７万８３２円、収入未済額１４万４,１２７円、収入割合につきましては決算額に

対する収入未済額の比率が小さいため端数処理の関係で１００％の表示となっております。 

 次に、歳出です。 

 居宅介護サービス事業費、決算額６,５３０万３,９３３円、介護老人福祉施設事業費３億
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１,０２３万５,９３０円。 

 歳出合計、予算現額３億８,７２０万円、決算額３億７,５５３万９,８６３円、翌年度繰

越額はございません。不用額１,１６６万１３７円、執行率９７.０％となっております。 

 歳入歳出差引残額１,０５３万９６９円、同額を翌年度へ繰り越すものでございます。 

 それでは、決算の内容につきまして事項別明細書でご説明申し上げますので、２９９、３

００ページをお開きください。 

 歳入です。収入済額のみを申し上げます。 

 １款サービス収入１億９,２５６万５,３１１円、１項介護給付費収入１億８,５７０万５,

０８３円、１目居宅介護サービス事業収入２,２６５万８,６８２円、２目介護老人福祉施設

事業収入１億６,３０４万６,４０１円。２項介護予防・日常生活支援総合事業費収入、１目

通所型サービス事業費収入ともに同額の６８６万２２８円。 

 ２款分担金及び負担金、１項負担金ともに同額の４,３５６万８,０１３円、１目居宅介護

サービス事業負担金３０９万３,７３６円、２目介護老人福祉施設事業負担金４,０４７万

４,２７７円、収入未済額１４万４,１２７円。 

次のページをお開きください。 

３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金ともに同額の１億２,９６１万８,

０００円。 

 ４款、１項、１目ともに繰越金１,６３４万７５８円。 

 ５款諸収入３９７万８,７５０円、１項受託事業収入、１目介護サービス事業収入ともに

同額の５万７,７５０円。２項、１目雑入ともに同額の３９２万１,０００円。 

 歳入合計、予算現額３億８,７２０万円、調定額３億８,６２１万４,９５９円、収入済額

３億８,６０７万８３２円、収入未済額１４万４,１２７円となっております。 

 次のページ、３０３ページをお開きください。 

 歳出です。支出済額のみ申し上げます。 

 ３０３ページから３０８ページ下段にかけまして、１款、１項ともに居宅介護サービス事

業費、１目通所介護費ともに同額の６,５３０万３,９３３円。内容につきましては、老人デ

イサービスセンター１日定員３０名の運営に係る経費、介護の職員６名、会計年度任用職員

１２名、計１８名の人件費並びに施設管理費を支出しております。１７節備品購入費では、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、通所者送迎用ワゴンを購入し

ております。 

 次に、３０７ページ下段から３１６ページにかけまして、２款、１項ともに介護老人福祉

施設事業費、１目介護老人福祉施設費ともに同額の３億１,０２３万５,９３０円。内容につ

きましては、特別養護老人ホーム定員５０床、短期入所生活介護ショートステイ１０床の運

営に係る経費、介護、看護、調理員などの職員３２名、会計年度任用職員３２名、計６４名

の人件費並びに施設管理費を支出しております。１４節工事請負費では、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、手洗い設備設置工事を行っております。また、
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１７節備品購入費では、給食管理システムを更新、購入しております。 

 次に、３１５、３１６ページをお開きください。 

 歳出合計、予算現額３億８,７２０万円、支出済額３億７,５５３万９,８６３円、不用額

１,１６６万１３７円となるものです。 

 以上で説明を終わります。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 議案並びに事項別明細書の説明が終わりました。 

 これより、事項別明細書の歳入歳出全般についての質疑を受けます。 

 質疑はありませんか。 

 吉岡委員。 

○吉岡信弘委員 

 ３００ページですが、一番下の介護老人福祉施設利用者負担金なのですが、収入未済額が

あります。この人数と理由をお聞かせいただければと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

牧田特別養護老人ホーム所長。 

○牧田特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービスセンター所長 

 入所負担金の収入未済額についてですが、本件ですが、対象者は１件でございます。当初、

利用者の長女が代理人として負担金を支払いしておりましたが、その方の体調悪化を理由に

長男の方へ利用者代理人が変更されております。その変更の時期が令和４年２月でございま

す。それまでも納期限過ぎての入金はしばしばありましたが、この時点で５か月分の利用料

４３万円ほどが未納となっており、納付書の再発行と支払いを求めております。その後、出

納閉鎖期間に利用者代理人のほうに督促状を送付するなど電話連絡、自宅訪問などの督促を

行いましたが、まとまったお金が用意できないということで２期分１９万円ほど支払っても

らったものの、残り１４万４,１２７円が収入未済となったものです。 

 今後とも、未納金の早期解消のため、自宅訪問など督促のほうを強化して、早期に納めて

もらうよう努めるものでございます。 

 以上です。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 一つ、職員数の説明をいただいたのですけれども、デイにしても施設利用者にしても、そ

れぞれ利用が月によって変わるのですが、特養及びデイサービスセンターでは、国の基準に

対して、今の５０床で介護職員が何人という基準との差というのは、国の基準どおりの配置

なのか、町独自で配置しているのか、まず１点目にその点をお聞きいたします。 

○齊藤決算審査特別委員長 
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牧田特別養護老人ホーム所長。 

○牧田特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービスセンター所長 

 国の基準ですけれども、入所者１名につき３人という基準がございまして、現在はその基

準より若干多く職員を配置しております。介護職員で２２名、看護職員で２名ということで

若干国よりも多いという配置にはなってございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 国の基準よりも若干と言いますけれども、国の基準については、今ここで、何人で２２人

配置していますとか、そのようなお答えをいただければ、何人分が多いかということが明ら

かになのですけれども、そのようなお答えをお願いできませんか。 

 それから、会計年度任用職員というのは、７人に１人とか６人に１人の中には、カウント

はできないのですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

牧田特別養護老人ホーム所長。 

○牧田特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービスセンター所長 

 １日、その日の配置基準ということになってございますので、会計年度任用職員も交代制

で勤務しております。そのうちの会計年度任用職員含めての体制ということで人数に含まれ

るということでございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時５１分 

再開 午前１１時５２分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

牧田特別養護老人ホーム所長。 

○牧田特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービスセンター所長 

 国の基準ですと、職員が２０名という配置基準になるところ、職員２６名ということで６

名が国の基準よりも多いということになってございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ショートステイについては定員１０名で、資料を頂いたら、ほぼ満床の状態で動いている
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のですけれども、これは１０人といったら本当に、例えば１１人を利用できるとか、多少の

弾力というのはあるのでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

牧田特別養護老人ホーム所長。 

○牧田特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービスセンター所長 

 ショートステイの定員数なのですけれども、こちら１か月の利用ベッド数が１０床という

ことでございますので、日によっては１１人、１２人と増えてもそのほかの日において空床

があれば、その部分はカバーできるということで、月で１０床ということで理解いただけれ

ばと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 デイサービスのことをお伺いしたいと思います。 

 定員３０人で、資料を頂いた中では平均２０人ですが、入所施設のように満床に近くなら

ないとか、利用者３分の２で３分の１にまだ空きがあるのですが、原因はコロナで利用者の

数が少なくなったことも考えられますが、あと、老健とか、ひなたぼっこにもデイサービス

があると思うのですが、主な原因はどのように認識されているでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

牧田特別養護老人ホーム所長。 

○牧田特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービスセンター所長 

 デイサービスの利用状況についてでございますが、令和３年度につきましては、平均の利

用者数は、主要施策報告書のほうでもご報告させていただいておりますが、１９.５人とい

うことでなってございます。前年の令和２年度におきましては１５.８人ということで、令

和２年度がコロナの影響を受けて利用者数が減少したというところが際立っているものか

と思います。それから利用者が回復してきている傾向だということでご理解ください。 

 現在も、利用申込みされていて登録はされているのですが、コロナ収束まで利用を控える

という利用者が一部でいらっしゃいます。そういった部分で、コロナの影響が大きいという

ことでこちらとしては認識しているところでございます。 

 以上でございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 あともう一つ、同じ人数でも、これは僕、何年か前の知識ですので間違っている可能性画

大ですから言っていただきたいのですが、今のデイサービスの利用時間を増やすとか、何か

別の収入増になるような手だてというのは、職員を増やさなければならないとか、いろいろ

施設がというように定員を変えてとかという意味ではなくて、現行の枠の中で収入が増えて
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いく手だてというのは、扱う時間数を長くしたことによって収入増になるとか、そのような

現行の例えばバスですとか、現行の施設や現行のものの中で収入の増えていくような手だて

というのはないものなのでしょうか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午前１１時５７分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入歳出全般に関する質疑を終了します。 

 これより、認定第５号令和３年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定についての件

の総括質疑を行います。 

 総括質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 デイサービスの収入増を図るような方策というのは考えられないのか、お伺いします。 

○齊藤決算審査特別委員長 

牧田特別養護老人ホーム所長。 

○牧田特別養護老人ホーム所長兼老人デイサービスセンター所長 

 デイサービスの収入を増するための方策かと思いますが、先ほどの１日の利用者平均の人

数をご報告したところですが、定員３０名で、令和３年度ベースでいいますとまだ空きがあ

るところです。令和４年度に入り、日の平均利用者数もそこからまた回復しているところで

すが、こちらも１か月の平均で３０名というところで、日によっては３１名になっても、な

らして３０名以内であればそれまで増やすということが可能ですので、さらに利用者を増や

すことをまずは努力することが一つとしてはございます。 

そのほか、介護保険の適用分の費用の算定の部分で、いろいろと入浴加算とかといった形

で提供するサービスによって介護報酬が加算されるものがあります。これからに向けて検討

しているところではあるのですが、例えば口腔ケアの加算というところがございまして、食

事の後に口の中の歯磨きの指導をすると。指導するだけではなくて、訪問してモニタリング

というところも行っていくということが条件になっておりますので、そういった部分の対応
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を、今後サービスを広めて加算を取っていくという形で収入を増やしていくといった形で方

策を今検討しているところでございますので、ご理解願いたいと思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、総括質疑を終了します。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了します。 

 これより、認定第５号令和３年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定についての件

を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり認定することと決しました。 

休憩します。 

 

休憩 午後 ０時００分 

再開 午後 １時００分 

 

○齊藤決算審査特別委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

 

◎日程第７ 認定第６号 

○齊藤決算審査特別委員長 

 日程第７ 認定第６号令和３年度大樹町水道事業会計決算認定についての件を議題とい

たします。 

 関係説明員から議案並びに決算書の説明を求めます。 

 奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 
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 認定第６号令和３年度大樹町水道事業決算認定についてご説明します。 

 説明は、地方公営企業会計制度に従い、決算報告書は税込みで、財務諸表は税抜きで作成

しております。 

 それでは、決算書の１ページ、２ページをお開きください。 

 令和３年度大樹町水道事業決算報告書。 

 決算額にて説明いたします。 

１、収益的収入及び支出。 

 収入。 

区分、第１款水道事業収益、決算額４億９,９５７万７,５９７円、第１項営業収益２億９,

５５７万８,４４６円、第２項営業外収益２億３９９万９,１５１円となってございます。 

 続きまして、支出。 

区分、第１款水道事業費用、同じく決算額４億８,５７４万７,３１０円、第１項営業費用

４億５,８４４万４９７円、第２項営業外費用２,７３０万６,８１３円、第３項予備費はご

ざいません。 

 次に、３ページ、４ページをお開きください。 

 ２、資本的収入及び支出。 

収入。 

区分、第１款資本的収入、決算額５,００８万６,９６１円、第１項工事補償金６７万円、

第２項工事負担金７９０万９,０００円、第３項繰入金４,１５０万７,９６１円。 

 続きまして、支出です。 

区分、第１款資本的支出、決算額２億１,６０１万３１８円、第１項建設改良費１億１１

万７,２４１円、第２項配水管等補償工事費９２２万９,０００円、第３項量水器整備事業費

７２６万６,９００円、第４項企業債償還費９,９３９万７,１７７円。こちらでは、第１項

建設改良費におきまして、翌年度繰越額４,１８０万円計上してございます。 

 資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億６,５９２万３,３５７円は、損益勘定留保

資金で補塡してございます。 

 続いて、９ページから１０ページをお開きください。 

 令和３年度水道事業報告書。 

 １、概況。 

（１）総括事項。 

ア、給水状況、令和３年度末の給水状況、２,７７０戸、対前年度増減３６戸の増でござ

います。続いて、水量について。区分、年間有収水量、令和３年度末１２５万８,２６９立

方メートル、対前年比３万１,１２２立方メートルの減。１日最大給水量、令和３年度末４,

６３０立方メートル、対前年度増減４４６立方メートルの減。１日平均給水量、令和３年度

末３,４４７立方メートル、同じく対前年度増減８６立方メートルの減でございます。 

続いて、イ、事業状況です。 
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建設改良事業１億１１万７,２４１円、配水管等補償事業９２２万９,０００円、量水器整

備事業７２６万６,９００円、合計といたしまして１億１,６６１万３,１４１円となってご

ざいます。 

ウ、財政状況につきましては、先の１ページから４ページに説明いたしましたので省略さ

せていただきます。 

次のページ、１０ページ中段、（２）議会議決事項、議案番号、議案第４０号から議案第

２４号まで７件の議決をしてございます。 

 （３）行政官庁認可事項、こちらの該当事項はございません。 

 （４）職員に関する事項、区分、令和４年３月３１日現在、事務職員２名、技術職員１名、

合計３名となってございます。前年度の増減でありますけれども、技術職員で１名の減と

なってございます。 

 （５）料金その他供給条件の設定、変更に関する事項、こちらに関して特記する事項はご

ざいません。 

 続いて、１１ページをお開き願います。 

 ２、工事。 

 （１）建設工事の概況。 

 ア、建設改良工事では、工事名、大樹第３地区配水・給水管布設替工事、第１工区から表

の下段、大樹町第３地区配水・給水管布設替工事、第２工区までの９件、合計金額といたし

まして９,３５１万１,０００円の工事請負費を執行してございます。 

 続いて、イ、配水管等補償工事。 

工事名、振別団地９号線配水管布設工事から表下段、大樹公共下水道単独工事に伴う配水

管移設工事までの３件といたしまして、合計６３４万７,０００円の工事請負費を執行して

ございます。 

 続いて、１２ページ。 

 （２）保存工事の概要。 

 ア、量水器更新工事、検定満期メーター器更新工事、第１工区から同じく第３工区までの

３件、合計金額といたしまして３６０万３,０００円の工事請負費を執行してございます。 

 １３ページをお開き願います。 

 ３、業務。 

 （１）業務量、年度末給水人口といたしまして、令和３年度５,４５４名、対前年比９人

の増となってございます。続いて、配水量、年間配水量１４４万２,７８０立方メートル、

対前年比２万５,１３４立方メートルの減でございます。有収水量、年間１２５万８,２６９

立方メートル、対前年比３万１,１２３立方メートルの減となってございます。有収率８７.

２１％、対前年比０.６３％の減となってございます。続いて、供給単価２２６円３７銭、

対前年比２円２１銭の増。給水原価２９４円７７銭、対前年比６６円９５銭の減となってご

ざいます。 
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 続きまして、（２）事業収入に関する事項。 

対前年比の増減で説明させていただきます。 

 区分、営業収益増減、３４５万１,７６０円の減、営業外収益、対前年比１００万８,８５

１円の増、合計といたしまして２４４万２,９０９円の減となってございます。 

 次に、（３）事業費に関する事項。 

同じく前年比増減で説明させていただきます。 

区分、営業費用１,１８７万１,９３１円の増、営業外費用３４万５,９６３円の増、合計

１,２２１万７,８９４円の増となってございます。 

 次に、１４ページです。 

４、会計。 

（１）重要契約の要旨としまして、契約金額１,０００万円以上のものを記載してござい

ます。契約内容、坂下浄水場前処理設備更新工事以下３件の工事を実施してございます。合

計、契約金額７,８８４万８,０００円となっております。 

なお、先にも説明しましたが、住吉浄水場浄水設備更新工事、契約金額４,１８０万円に

つきましては、翌年度繰越となってございます。 

 （２）企業債及び一時借入金の概況。 

イ、企業債。 

当年度借入高０円、当年度償還高９,９３９万７,１７７円、当年度末残高といたしまして

７億２,６７５万５,２２８円となってございます。 

また、ロの一時借入金については、ございません。 

 続いて、１６ページ、１７ページをお開き願います。 

 その他の書類といたしまして、税抜きの明細の主なものについてご説明いたします。 

 １、収益的収支明細書。 

収入です。 

 水道事業収益、営業収益、給水収益、水道使用料２億５,８９６万１,９８３円、対前年比

３８０万７,６２９円の減。営業外収益、一般会計補助金８,８６２万１,２３４円、対前年

比３７５万５,７６６円の減。長期前受金戻入１億１,４８４万３,６９２円、対前年比３５

８万２,１１６円の増。収益合計４億７,４１５万８,６６８円、対前年比２４４万２,９０９

円の減となってございます。 

 次に、支出です。 

水道事業費用、営業費用、原水及び浄水費、委託料４,８３６万４,１５０円、対前年比２

６７万１,０５０円の増です。１７ページに移りまして、配水及び給水費、委託料４８２万

２,７２７円、対前年比３９２万９,０２５円の増。総係費２,３４０万７,８８７円、対前年

比１７５万８,３７５円の増。減価償却費３億２,１６３万８,９９７円、対前年比３３４万

３,６６１円の増。費用合計４億６,９６５万８,６４４円、対前年比１,２２１万７,８９４

円の増となってございます。 
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 １８ページ、１９ページをお開きください。 

 ２、資本的収支明細書。 

収入。 

資本的収入、工事補償金６７万円、対前年比４５０万円の減。損益勘定留保資金１億６,

５９２万３,３５７円、対前年比７,６６６万９,０９０円の減。合計２億１,６０１万３１８

円、対前年比７９２万２,３１２円の減となってございます。 

 続きまして、支出。 

資本的支出、建設改良費９,４９４万７,０５４円、対前年比７２３万２,５４４円の減。

配水管等補償工事費８３９万円、対前年比３６９万円の増。支出合計２億９６４万８３１円、

対前年比６,９２７万５,０００円の減となってございます。 

 ２０ページ、２１ページをお開きください。 

 ３、固定資産明細書。 

（１）有形固定資産明細書。 

資産の種類といたしまして、上段、土地から表の下段、建設仮勘定までの７項目となって

ございます。年度当初の現在高といたしまして１３４億２,４２３万７,８０３円となってお

り、当年度の増減及び減価償却の増減によりまして、２１ページ右の列の下段になります、

年度末償却未済額といたしまして６３億３５万３,３０２円となるものです。 

 ２２ページ、２３ページをお開きください。 

 こちらでは、企業債明細書を表してございます。 

 まず、発行総額といたしまして２１億６,６００万円、発行種類の内訳といたしまして、

政府資金で１３口、公庫資金で３口、合計１６口となってございます。未償還残高７億２,

６７５万５,２２８円となってございます。また、翌年度償還予定額を１億９７万６,２６４

円とし、流動負債の企業債といたしております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 議案並びに決算書の説明が終わりました。 

 これより、決算書の歳入歳出全般についての質疑を受けます。 

 質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入歳出全般に関する質疑を終了します。 

 これより、認定第６号令和３年度大樹町水道事業会計決算認定についての件の総括質疑に

入ります。 

 総括質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 
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○齊藤決算審査特別委員長 

 総括質疑なしと認めます。 

 これをもって、総括質疑を終了します。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了します。 

 これより、認定第６号令和３年度大樹町水道事業会計決算認定についての件を採決いたし

ます。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり認定することと決しました。 

 

◎日程第８ 認定第７号 

○齊藤決算審査特別委員長 

 日程第８ 認定第７号令和３年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定について

の件を議題といたします。 

 関係説明員から議案並びに決算書の説明を求めます。 

 下山町立病院事務長。 

○下山町立病院事務長 

 それでは、認定第７号令和３年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定についてご

説明申し上げます。 

 ２ページ、３ページをお開き願います。 

 令和３年度大樹町立国民健康保険病院事業決算書。 

 １、決算報告書。 

 決算報告書、税込みにつきましては、決算額で説明させていただきます。 

 （１）収益的収入及び支出。 

収入は、第１款病院事業収益、決算額１０億３,５４８万４,５０３円、第１項医業収益５

億１,８０６万７,０５８円、第２項医業外収益５億１,７４１万７,４４５円。 

 次に、支出は、第１款病院事業費用、決算額１０億３,２７５万４６３円、第１項医業費

用１０億２,８１５万９,２１０円、第２項医業外費用４５９万１,２５３円、第３項予備費、

予備費支出、流用はありません。 
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 次に、４ページ、５ページをお開き願います。 

 （２）資本的収入及び支出。 

収入は、第１款資本的収入、決算額６,７９２万６,５９０円、第１項一般会計負担金６,

４０９万９,２９０円、第２項企業債２９０万円、第３項貸付金返還金０円、第４項道支出

金９２万７,３００円。 

 次に、支出は、第１款資本的支出、決算額６,８９８万６,５９０円、第１項建設改良費２,

６０８万８,７００円、第２項企業債償還金４,１４３万９,９９０円、第３項貸付金１０６

万円、第４項一般会計負担金返還金３９万７,９００円。一般会計負担金返還金は、地方公

営企業法第２６条の規定によります繰越額に係るもので、収入の一般会計負担金１,８３３

万１００円に対しまして、支出が建設改良費１,７９３万２,２００円であったことから、不

用額の３９万７,９００円を一般会計に返還したものでございます。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１０６万円は、損益勘定留保資金で補塡

しております。 

 次に、６ページをお開き願います。 

 ２、財務諸表（税抜）です。 

（１）損益計算書。 

損益計算書は、発生主義に基づき収益と費用を対比させ、その結果、どのぐらい利益を上

げたのか、１会計年度中の経営状況を表すものでございます。 

令和３年度病院事業の運営結果としましては、表の下段になりますが当年度純利益１４５

万７,０７２円となっております。 

次に、７ページ。 

（２）剰余金計算書です。 

剰余金計算書は、貸借対照表が年度末の結果の表でございますので、１会計年度に資本金

の処分や剰余金がどのように変動したのか、その資本合計の変動内容を補完する表でござい

ます。表の変動内容は、資本剰余金では、内視鏡洗浄用消毒装置の故障に伴います除却損１

万４,０００円の減と利益剰余金で当年度純利益１４５万７,０７２円の増でありましたの

で、このことから当年度末の資本残高は７,６３３万４,３６１円となるものでございます。 

１０ページをお開き願います。 

 令和３年度大樹町立国民健康保険病院事業報告書。 

１、概況。 

（１）総括事項です。 

令和３年度における本事業の収支決算の結果としては、収益的収支（税抜）における総収

益は１０億２,８７０万１,１６４円、対前年比５.６％の減、総費用は１０億２,７２４万４,

０９２円、対前年比０.７％の減で、収支差引１４５万７,０７２円の利益が生じたため、当

年度未処理欠損金は１１億２５４万２,３７０円、対前年比０.１％の減となりました。 

 また、資本的収支（税込）においては、総収入６,７９２万６,５９０円、総支出６,８９
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８万６,５９０円で、不足する１０６万円は損益勘定留保資金から補塡しております。 

 （２）議会議決事項です。 

 補正予算が６件、令和２年度予算繰越報告、それと決算認定及び令和４年度当初予算が各

１件、合計９件です。 

 （３）職員に関する事項です。 

令和４年３月３１日現在の職員数ですが、合計で１００名、前年度に比べ３名の増となっ

ております。この職員に関する事項は、今回の決算報告から予算決算の事項別明細書に合わ

せました区分、名称に整理しております。内訳は、医師で退職による１名の減。看護師で退

職２名、新規採用３名による１名の増。医療事務局員で退職による１名の減。フルタイム会

計年度任用職員で新規採用１名の増。パートタイム会計年度任用職員で、増加要因といたし

ましては、育児休暇に対応した派遣看護師１名の増とコロナワクチン対策に対応した外来看

護師、事務補助員を各１名、正規職員の退職補充として医療事務員１名を増員いたしました

ほか、病棟作業補助員１名の退職により差引き３名の増となっております。 

なお、パートタイム会計年度任用職員２６名の内訳は、看護師６名、栄養士１名、給食調

理員８名、介護補助員１名、医療事務員３名、事務補助員１名、リハビリ補助員２名、眼科

補助員１名、病棟作業補助員３名となっております。 

 １１ページをご覧ください。 

２、工事。 

 （１）建設工事の概況は、医師住宅（旧副院長住宅）を４２９万円、税抜３９０万円で修

繕しております。 

 次に、３、業務。 

 （１）業務量です。 

入院は内科、外科、小児科合わせまして１万４,００４人、前年比４５６人の減。１日平

均患者数は３８.４人で、前年比１.２人の減となっております。外来は、内科から耳鼻咽喉

科まで合わせて２万３,７５３人、前年比１,７１０人の増。１日平均患者数は９８.２人で、

前年比７.１人の増となっております。 

 （２）事業収入に関する事項（税抜）です。 

 表の左側、医業収益は５億１,１４０万２２０円、前年比４,６４１万８,４２８円、１０

％の増。入院収益は２億６,００１万９５３円、前年比１４万５,０８２円、０.１％の増で

す。入院患者数は減少しておりますが、長期入院患者の割合が低くなり、診療単価が上がっ

たことで若干の増収益となっております。外来収益は１億８,５１１万８,７１２円、前年比

７４９万９,９３６円、４.２％の増です。新型コロナウイルス感染症対策として講じており

ました定期通院患者の通院間隔を令和２年度に比べまして若干正常に戻したことと、また患

者の受診控えの兆候がこれも若干弱まったこと等により外来患者数が増加したため、増収益

となっております。その他医業収益は６,６２７万５５５円、前年比３,８７７万３,４１０

円、１４１％の増です。これは、新型コロナワクチン接種が主な増収要因となっております。 
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表の右側、医業外収益は５億１,７３０万９４４円、前年比７,６８５万５,２７２円、１

２.９％の減。主な要因としましては、他会計負担金では８２３万６,３６１円の減、新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業の皆減により企業債償還利子のみと

なったことによるものです。国庫支出金で９４９万４,０００円の減、発熱外来の開設に伴

います交付金の減少が要因です。他会計補助金で６,６５０万４,０００円の減。当初予算に

おいて前年に比べ２,０００万円を減じていること、また新型コロナウイルスに対応するた

めの発熱外来やワクチン接種の実施に伴い、交付されておりましたその他医業収益、国道支

出金の補正増４,６５０万４,０００円に合わせまして一般会計補助金を減額したことによ

るものでございます。 

以上、事業収入の合計は１０億２,８７０万１,１６４円、前年比３,０４３万６,８４４円、

２.９％の減となっております。 

（３）事業費用に関する事項（税抜）です。 

表の左側、医業費用は１０億９７７万５,２４９円、前年比４２４万６,４８０円、０.４

％の減。増減のある主な費用は、材料費で６２２万５,２２７円、５.５％の減。資産減耗費

で固定資産除却費２１５万９,３８８円の皆増となっております。表の右側、医業外費用で

は１,７４６万８,８４３円、前年比３００万７,２４２円、１４.７％の減。主な費用は、雑

支出で２８８万２,５６２円、１５％の減となっております。 

以上、事業費用の合計は１０億２,７２４万４,０９２円、前年比７２５万３,７２２円、

０.７％の減となっております。 

４、会計。 

（１）重要契約の要旨です。 

令和２年度からの繰越予算で、検査情報管理システムを１,４１９万円、税抜１,２９０万

円で更新しております。 

次に、１７ページをお開きください。 

財務諸表附属書類の２、資本的収支明細書（税抜）です。 

節の区分、金額で説明いたします。 

 （１）収入の部。 

 一般会計負担金６,４０９万９,２９０円、うち１,８３３万１００円は前年度からの繰越

財源です。企業債２９０万円、貸付金返還金０円、道補助金９２万７,３００円、収入合計

は６,７９２万６,５９０円で損益勘定留保資金から補塡する額１０６万円を合わせますと、

合計６,８９８万６,５９０円となっております。 

 次に、（２）支出の部。 

機器及び備品購入費１,９８１万７,０００円、うち１,７９３万２,２００円は繰越予算に

よる支出です。工事請負費３９０万円、企業債元金償還金４,１４３万９,９９０円、貸付金

１０６万円、一般会計負担金返還金３９万７,９００円、支出合計は６,６６１万４,８９０

円となっております。 
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１８ページをお開きください。 

 ３、固定資産明細書です。 

 （１）有形固定資産明細書。 

土地から車両までの計、年度当初の現在高２０億４,０７４万９,６３２円に建物及び器械

備品の当年度増減額を反映した結果、年度末現在高は２０億４,２８５万８,７４１円とな

り、減価償却累計額の現在高６億５５３万３,５２０円を差し引いた年度末償還未済額は１

４億３,７３２万５,２２１円となっております。 

 次に、４、企業債明細書です。 

 平成２４年度の病院改築実施設計及び医師住宅建設から令和３年度の医師住宅改修工事

まで、発行総額は８億２,８１０万円。償還額の計１億１,３４９万８,３９１円を差し引い

た未償還残高の計は７億１,４６０万１,６０９円となっております。 

 なお、貸借対照表の流動負債にも計上しております翌年度償還予定額は４,０６９万２,

０００円となってございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 議案並びに決算書の説明が終わりました。 

 これより、決算書歳入歳出全般についての質疑を受けます。 

 質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

質疑なしと認めます。 

これをもって、歳入歳出全般に関する質疑を終了します。 

 これより、認定第７号令和３年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定についての

件の総括質疑に入ります。 

 総括質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、総括質疑を終了します。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、認定第７号令和３年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定についての

件を採決いたします。 
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 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり認定することと決しました。 

 

◎日程第９ 認定第８号 

○齊藤決算審査特別委員長 

 日程第９ 認定第８号令和３年度大樹町下水道事業会計決算認定についての件を議題と

いたします。 

 関係説明員から議案並びに決算書の説明を求めます。 

 奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 認定第８号令和３年度大樹町下水道事業決算認定についてご説明します。 

説明は、公営企業会計規則制度に従い、決算報告書は税込みで、財務諸表は税抜きで作成

しております。 

 それでは、決算書の１ページ、２ページをお開きください。 

令和３年度大樹町下水道事業決算報告書。 

決算額にて説明します。 

１、収益的収入及び支出。 

収入。 

区分、第１款下水道事業収益、決算額、税込み価格となります。３億４,８１７万５,６４

６円、第１項営業収益７,２８４万１,５２７円、第２項営業外収益２億７,５３３万４,１１

９円となってございます。 

次に、支出。 

区分、第１款下水道事業費用、決算額２億８,６９９万４,７６２円、第１項営業費用２億

６,９９４万６,８９７円、第２項営業外費用１,６３５万５,０５７円、第３項特別損失６９

万２,８０８円、第４項予備費はございません。 

次に、３ページ、４ページをお開きください。 

２、資本的収入及び支出。 

収入。 

区分、第１款資本的収入、決算額３,４０１万４,７００円、第１項企業債２,２６０万円、

第３項受益者負担金１９４万７,５００円、第４項受益者分担金１４４万円、第５項国庫補

助金５８０万２,５００円となってございます。 

次に、支出。 
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区分、第１款資本的支出、決算額１億６,８１１万４,３６３円、第１項建設改良費７,０

４２万３８９円、第２項企業債償還費９,７６９万３,９７４円となってございます。 

資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億３,４０９万９,６６３円は、損益勘定留保

資金にて補塡してございます。 

続いて、９ページ、１０ページをお開きください。 

令和３年度大樹町下水道事業報告書。 

１、概況。 

まず、（１）総括事項についてです。 

 ア、水洗化状況。 

令和３年度末１,９６４戸、対前年度増減７４戸の増でございます。続いて水量について、

年間処理水量及び有収水量ともに令和３年度末３４万１,５１０立方メートル、年間処理水

といたしましてまして９,９２７立方メートルの増。年間有収水量といたしまして、対前年

比１,３３７立方メートルの増となってございます。 

続いて、イ、個別排水処理施設設置状況。 

令和３年度末２１８戸、対前年比１６戸の増でございます。 

次に、１０ページ中段の（２）議会議決事項についてです。 

議案第４２号から議案第２６号まで、６件の議決をしてございます。 

（３）行政官庁認可事項については、該当ございません。 

（４）職員に関する事項。 

令和４年３月３１日現在、事務職員１名、技術職員１名、合計２名でございます。 

（５）料金その他供給条件の設定、変更に関する事項は、特記に値する事項はございませ

んでした。 

続いて、１１ページ、１２ページをお開き願います。 

２、工事。 

（１）建設工事の概況。 

ア、建設改良工事（公共下水道）です。 

工事名、大樹公共下水道単独工事第１工区から表下段、同じ第４工区までの９件を実施し、

合計金額２,７８８万５,０００円の工事請負費を執行してございます。 

次に、イ、建設改良工事（個別排水処理施設）です。 

 工事名、個別排水処理施設整備工事第１工区から、次ページの１２ページ、表の下段、第

１６工区までの１６件を執行し、合計金額３,５１８万３,５００円となってございます。 

 １３ページ、１４ページをお開きください。 

 ３、業務。 

 （１）業務量。 

 年度末水洗化人口３,５５４人、計画水洗化人口３,６４０人、達成率９７.６４％、年度

末水洗化戸数１,９６４戸。処理水量、年間３４万１,５１０立方メートル、有収水量、年間
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３１万３,８７０立方メートルとなってございます。有収率９１.９１％です。 

 （２）事業収入に関する事項（税抜）。 

 こちらでは、令和３年度が企業会計移行後初年度になりますので、対前年比は省略させて

いただいております。営業収益、令和３年度６,６２３万１,７９７円。営業外収益２億６,

９１６万６,９４８円、合計３億３,５３９万８,７４５円となってございます。 

 続いて、（３）事業費に関する事項（税抜）。 

 営業費用、令和３年度２億６,２０３万３,３４６円、営業外費用１,６３５万６,８４２円、

特別損失６９万２,８０８円、合計といたしまして２億７,９０８万２,９９６円となってご

ざいます。 

 続いて、１４ページ。 

 ４、会計。 

 （２）企業債及び一時借入金の概況。 

 イ、企業債。合計金額にて説明いたします。 

 表中頃の当年度借入高２,２６０万円、当年度償還高９,７６９万３,９７４円、当年度末

残高８億３,２４１万４,６１１円となるものです。 

 なお、次の一時借入金については、ございません。 

 １６ページ、１７ページをお開き願います。 

 その他の書類といたしまして、税抜きの明細について説明いたします。 

 収益的費用明細書。 

まず、収入です。 

 下水道事業収益、営業収益、使用料６,６１８万６,７９７円。続いて、営業外収益、一般

会計補助金２億２５万５,６００円、長期前受金戻入６,８８２万３９１円、収益合計３億３,

５３９万８,７４５円となるものです。 

 続いて、支出。 

 下水道事業費用、営業費用、処理場管理費用５,５５２万８,５２５円、個別排水管理費１,

６５１万５,２０１円、１７ページに移りまして、総係費１,８５８万８,８２７円、減価償

却費１億６,５３８万７７２円、支出費用合計といたしまして２億７,９０８万２,９９６円

となってございます。 

 次ページをお開きください。 

 ２、資本的収支明細書といたしまして、収入。 

 資本的収入、企業債２,２６０万円、繰入金２２２万４,７００円、国庫補助金５８０万２,

５００円、損益勘定留保資金１億３,４０９万９,６６３円、収入の合計といたしまして１億

６,８１１万４,３６３円となるものです。 

 次に、支出。 

 資本的支出、建設改良費、公共下水道建設費２,９０３万６,７２８円、１９ページに移り

まして、個別排水処理施設建設費３,５６２万５,０００円、企業債償還費９,７６９万３,
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９７４円、支出の合計といたしまして１億６,２３５万５,７０２円となってございます。 

 ２０ページ、２１ページをお開き願います。 

 ３、固定資産明細書。 

 （１）有形固定資産明細書といたしまして、資産の種類、土地から表下段の建設仮勘定７

項目となってございます。年度当初の現在高といたしまして、合計金額４６億１,６４０万

４,８４９円。当年度増減及び減価償却増によりまして、２１ページ年度末償却未済額とい

たしまして、合計４５億１,６１４万８,３０９円となるものです。 

次に、２２ページ。 

企業債明細書についてご説明します。 

企業債明細書は２８ページまで続きますので、２８ページ、２９ページをお開き願います。 

企業債、発行総額、合計２１億８,６５０万円となってございます。発行の種類といたし

まして、政府資金で７２口、公庫資金で２６口、その他１口、合計９９口からなるものです。

２９ページに移りまして、未償還残高、合計金額８億３,２４１万４,６１１円となります。

また、翌年度償還予定額を９,７７２万９５２円とし、流動資産の企業債に充ててございま

す。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 議案並びに決算書の説明が終わりました。 

 これより、決算書の歳入歳出全般についての質疑を受けます。 

 質疑はありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 ２ページの特別損失の６９万２,８０８円について、内容を説明いただきたいのですが。 

○齊藤決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 ご質問の特別損失につきましては、令和２年度から令和３年度への収益的支出分といたし

まして給与及び福利厚生費に充てる引当金となってございます。下水道費用会計におきまし

ては、令和３年度からスタートしている企業会計でございまして、令和２年度にあたる賞与

及び法定福利費を計上しまして、特別損失に計上して執行しているものでございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入歳出全般に関する質疑を終了します。 
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 これより、認定第８号令和３年度大樹町下水道事業会計決算認定についての件の総括質疑

を行います。 

 質疑はありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 １３ページの水洗の達成率に関連するのですが、水洗化戸数が１,９６４戸で３,５５４人

というのは、１,９６４戸で３,５５４人が暮らしているという理解でいいと思うのですが、

これがまだ９７.６４％ですので、残りの戸数については、承知していたらお聞きしたいと

思います。 

○齊藤決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 事業量の中での質問といたしまして、まだ水洗化されていない戸数ということでございま

すけれども、令和３年度末時点で８００戸程度と想定してございます。 

○齊藤決算審査特別委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 新築の住宅については、特例以外は水洗化だと理解するのですが、古い住宅なんかで居住

している人が水洗化はしないという人もいますよね。その人も全部含めて対象になる戸数が

約８００戸ですか。正確に８００戸なのか約８００なのかというのがありますけれども、し

ませんよと明言している人も含めて８００戸という理解でよろしいですか。 

○齊藤決算審査特別委員長 

奥建設水道課長。 

○奥建設水道課長兼下水終末処理場長 

 今ご説明しました８００戸についてですけれども、ご本人のご希望だとか、水洗する、し

ないにかかわらず、大体総数として２,７７０戸程度想定できますので、それから差し引い

た数値といたしまして約８００戸という戸数でご報告させていただきました。 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、総括質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 
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 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、認定第８号令和３年度大樹町下水道事業会計決算認定についての件を採決いた

します。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり認定することと決しました。 

 これをもちまして、本委員会に付託された事件の審査は、全て終了いたしました。 

 お諮りします。 

 本委員会の審査報告書は、正副委員長に一任願いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○齊藤決算審査特別委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、審査報告書は、正副委員長に一任いただくことに決しました。 

 

   ◎閉会の宣告 

○齊藤決算審査特別委員長 

 本日の日程は、これで全て終了いたしましたので、会議を閉じます。 

 よって、大樹町決算審査特別委員会を閉会します。 

             

閉会 午後 ２時０２分 

  


